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重大事故は、再処理規則第 1 条の３において、設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する事故であって、次に掲げるものとされている。 

 

一 セル内において発生する臨界事故 

二 使用済燃料から分離されたものであつて液体状のもの又は液体状の放射

性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固 

三 放射性分解によって発生する水素が再処理施設内部に滞留することを防

止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発（前

号に掲げるものを除く。） 

五 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 セル内又は建屋内における放射性物質の漏えい（前各号に掲げる事故に

係るものを除く。） 

  

  このうち、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「事業指定基準規則」という。）第三十五条では、以下の

要求がされている。 

 

（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

第三十五条 セル内において使用済燃料から分離された物であって液

体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設

には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は

拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設け

なければならない。 
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一  蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備 

二  蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、

及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備 

三  蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために

必要な設備 

四  蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「蒸発乾固の発生を未然に防止するために必

要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備とは異なる冷却

設備や回収・移送設備、冷却管を用いた直接注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固

の進行を緩和するために必要な設備」とは、ルテニウムの気相への大

量移行を抑制するためのショ糖等の注入設備、希釈材の注入設備等を

いう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、密閉式

ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内
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に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備」

とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号「放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な

設備」とは、セル換気系統を代替するための設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための

設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数と

する。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断され

ない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加するこ

と。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用す

ることは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施

設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

＜適合のための設計方針＞ 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又

は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために

必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

 第一号について 

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する設計とする。 
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その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備

本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するための水供給に必要な

重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 

 

第二号について 

蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、及び

蒸発乾固の進行を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想

定する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設

備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケットへ

通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事故等

対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 

 

第三号について 

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す

る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を

遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象
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機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出するために必要な重大事故等対

処設備として代替安全冷却水系及び代替換気設備のセル導出設備を設ける設

計とする。 

 

第四号について 

蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器からセルに

導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな

がら放出するために必要な重大事故等対処設備として代替換気設備の代替セ

ル排気系を設ける設計とする。 
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1. 概要   

1.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備   

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体

状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する

施設には，蒸発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾

固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び

蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気

系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。  

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，

「蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備」及び「蒸発乾固の

拡大防止対策に使用する設備」で構成する。  

また，蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は，「内部ル

ープへの通水による冷却に使用する設備」で構成し，蒸発乾固

の拡大防止対策に使用する設備は，「貯槽等への注水に使用す

る設備」， 「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

及び「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応

に使用する設備」で構成する。  

 

1.1.1  蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，以下に示す内

部ループへの通水による冷却に使用する設備及び手順により，
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安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液を冷却

している内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然

に防止できる設計とする。  

上記の設計は，具体的には以下のとおりとする。  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋外ホース等を敷設し，安全冷却水系

の内部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホース及び

可搬型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を

供給するための経路を構築する。また，可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース及び内部ループの給水口を接続する

ことで，建屋へ供給された水を内部ループへ供給するための

経路を構築する。  

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ル

ープの排水口及び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に

設置した可搬型排水受槽への排水経路を構築する。また，可

搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポン

プを接続し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を

構築する。  

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯

水槽から安全冷却水系の内部ループへ通水する。冷却に用い

た水は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中

型移送ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由し

て第１貯水槽に移送し，再び内部ループへの通水の水源とし

て用いる。  
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1.1.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，内部ループへの通

水による冷却を実施するため，設計基準対象の施設と兼用する

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁

及び冷却ジャケット配管・弁を 常設重大事故等対処設備として

位置付ける。代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋

の冷却水給排水配管・弁，第１貯水槽（第 41条  重大事故への

対処に必要となる水の供給設備）及び軽油貯槽（第 42条  電源

設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また，

代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車，軽油用タンクローリ（第

42条  電源設備），可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備），可

搬型膨張槽液位計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水流量計

（第 43条  計装設備），可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  

計装設備），可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備），可

搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）及び可搬型冷却

コイル圧力計（第 43条  計装設備）並びに代替試料分析関係設

備の可搬型試料分析設備（第 45条  監視測定設備）を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
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るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 35.１表）  

ｂ．水供給設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

ｃ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  
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・可搬型建屋内ホース（冷却コイル等への通水と一部兼用） 

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

ｃ．計装設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型膨張槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

 ｄ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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1.1.2  蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備   

発生防止対策が機能しなかった場合は，「貯槽等への注水に

使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機器

へ注水し，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を

防止できる設計とする。  

また，「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

により，安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却コイル配

管・弁又は冷却ジャケット配管・弁へ通水することで，安全冷

却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液の温度を沸点

未満に維持できる設計とする。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合は，「セルへの導出経路の構築及び代替セル排

気系による対応に使用する設備」により，安全冷却水系による

冷却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断し，

換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置さ

れた配管の外部へ放射性物質を排出し及び放射性物質の放出

による影響を緩和できる設計とする。  

上記の設計については，具体的には以下のとおりとする。  

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策

で配置する可搬型中型移送ポンプの下流側に，安全冷却水系

による冷却が必要な機器内に注水するための可搬型建屋内ホ

ース等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続

口を接続する。  
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安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮の進行を防

止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の水

を安全冷却水系による冷却が必要な機器内へ注水する。  

また，事態を収束させるため，発生防止対策で配置する可搬

型中型移送ポンプの下流側に，冷却コイル又は冷却ジャケット

に水を供給するために可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型

建屋内ホースと安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却

コイル又は冷却ジャケットの接続口を接続した後，第１貯水槽

の水を冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水する。安全冷却水

系による冷却が必要な機器に内包する溶液の冷却に用いた水

は，内部ループへの通水と同じように排水経路を経由して第１

貯水槽に移送し，再び冷却コイル等への通水の水源として用い

る。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，安全冷却水

系による冷却が必要な機器からの排気をセルに導出するため

の経路を構築する。  

また，凝縮器へ通水するため，発生防止対策で敷設する可搬

型中型移送ポンプの下流側に凝縮器へ通水するための可搬型

建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内ホース及び凝縮器の接

続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器に通水する。  

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じよう

に排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通
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水の水源として用いる。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，排気経路上

の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮し，発生する凝縮水は，回

収先の漏えい液受皿等に貯留する。また，凝縮器下流側に設置

した高性能粒子フィルタにより放射性物質を除去する。  

 

1.1.2.1 貯槽等への注水に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，貯槽等への注水を実施

するため，設計基準対象の施設と兼用する代替安全冷却水系の

機器注水配管・弁を 常設重大事故等対処設備として位置付ける。

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注

水配管・弁，第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要と

なる水の供給設備）及び軽油貯槽（第 42条  電源設備）を常設

重大事故等対処設備として新たに設置する。また，代替安全冷

却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及

び運搬車，軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）並びに可

搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備），可搬型貯槽液位計（第 43

条  計装設備），可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備），

可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用）の一部は，「第 36 条  放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための設備」と兼用し，代替安全冷却水
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系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，

「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」として

も使用する。このうち，代替安全冷却水系の運搬車の待機除外

時のバックアップは，再処理施設として１台保有し，「第 40 条  

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備」及び

「第 41 条  重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」

と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 35.１表 ）  

 ｂ ．水供給設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 ｃ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  
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・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ．計装設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型貯槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

 

1.1.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，冷却コイル等への通水

による冷却を実施するため，設計基準対象の施設と兼用する代

替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配

管・弁を 常設重大事故等対処設備として位置付ける。代替安全

冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・

弁，第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の

供給設備）及び軽油貯槽（第 42条  電源設備）を常設重大事故

等対処設備として新たに設置する。また，代替安全冷却水系の

可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホ

ース，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース
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展張車及び運搬車，軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備），

可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備），可搬型冷却コイル圧

力計（第 43条  計装設備），可搬型冷却コイル通水流量計（第 43

条  計装設備），可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装

設備）及び可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）並び

に代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  監視

測定設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 35.１表 ）  
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 ｂ ．水供給設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 ｃ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ．計装設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

 ｄ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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1.1.2.3 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応に使用する設備  

1.1.2.3.1 セルへの導出経路の構築に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断し，換

気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出するため，設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の配管・弁，ダクト・ダンパ及び隔

離 弁を 常設重大事故等対処設備として位置付ける。セル導出設

備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セル

導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分

離器，代替安全冷却水系の冷却水配管・弁（凝縮器）及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁，第１

貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設

備），軽油貯槽（第 42条  電源設備 ）を 常設重大事故等対処設

備として新たに設置する。また，セル導出設備の可搬型建屋内

ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬型配管及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管，代替安全冷却水

系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運

搬車，軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）並びに可搬型

建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水排

水線量計（第 43条  計装設備），可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力
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計（第 43条  計装設備），可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  

計装設備），可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備），可

搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備），分離建屋の可

搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備）及び可搬型セル導出

ユニットフィルタ差圧計（第 43条  計装設備）並びに代替試料

分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  監視測定設備）

を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

また，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液

が沸騰に至った場合に，発生した蒸気及び蒸気に同伴する放射

性物質を凝縮水として回収するため，前処理建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋にセル導出設備の凝縮器，予備凝縮器及び凝縮液回収系

を常設重大事故等対処設備として設置する。設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の分離建屋の高レベル廃液濃縮缶

凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器を常設重大事故

等対処設備として位置付け，分離建屋にセル導出設備の凝縮器

を常設重大事故等対処設備として設置する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
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対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備  

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット  

・セル導出ユニットフィルタ  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器  

・凝縮器  

・予備凝縮器  

・凝縮液回収系  

・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 35.１表 ）  

 ｂ ．代替安全冷却水系  

・冷却水配管・弁（凝縮器）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配

管・弁  

 ｃ．水供給設備  
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・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 ｄ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42 条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備  

・可搬型建屋内ホース  

・前処理建屋の可搬型ダクト  

・分離建屋の可搬型配管  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

 ｂ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 ｃ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｄ．計装設備  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  
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・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計  

（第 43条  計装設備）  

   ・分離建屋の可搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備） 

 ｅ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

1.1.2.3.2 代替セル排気系による対応に使用する設備  

高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，セル内へ導出された

放射性エアロゾルを大気中へ放出する前に除去することによ

り，大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するため，

設計基準対象の施設と兼用する代替セル排気系のダクト・ダン

パ，主排気筒の排気モニタリング設備（第 45 条  監視測定設

備），放出管理分析設備（第 45 条  監視測定設備）及び主排気

筒を常設重大事故等対処設備として位置付ける。代替セル排気

系の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット，軽油貯槽（第

42 条  電源設備）及び重大事故対処用母線（常設分電盤及び常

設電源ケーブル）（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等対処

設備として新たに設置する。また，代替セル排気系の可搬型ダ

クト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型デミスタ，軽油用タンクローリ（第 42 条  電

源設備），前処理建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），分
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離建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備）及び高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），

可搬型電源ケーブル（第 42 条  電源設備）及び可搬型分電盤

（第 42 条  電源設備），可搬型導出先セル圧力計（第 43 条  計

装設備）及び可搬型フィルタ差圧計（第 43 条  計装設備），代

替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング設備（第 45 条  

監視測定設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置（第

45 条  監視測定設備），可搬型データ表示装置（第 45 条  監視

測定設備）及び可搬型排気モニタリング用発電機（第 45 条  監

視測定設備）並びに代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設

備（第 45 条  監視測定設備）を可搬型重大事故等対処設備と

して新たに配備する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替セル排気系  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  

 ｂ．放射線監視設備  
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   ・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施

設と兼用）（第 45 条  監視測定設備）  

 ｃ．試料分析関係設備  

   ・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）（第

45 条  監視測定設備）  

 ｄ．主排気筒  

・主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）  

 ｅ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42 条  電源設備）  

 ｆ．代替所内電気設備  

・重大事故対処用母線（常設分電盤及び常設電源ケーブル） 

（第 42 条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替セル排気系  

・可搬型ダクト  

・可搬型フィルタ  

・可搬型排風機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ．代替電源設備  

・前処理建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・分離建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  
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（第 42条  電源設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

 ｄ．代替所内電気設備  

・可搬型電源ケーブル（第 42条  電源設備）  

・可搬型分電盤（第 42条  電源設備）  

 ｅ．計装設備  

・可搬型導出先セル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型フィルタ差圧計（第 43条  計装設備）  

 ｆ．代替モニタリング設備  

   ・可搬型排気モニタリング設備  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型データ表示装置（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型排気モニタリング用発電機（第 45 条  監視測定

設備）  

 ｇ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備の主

な設計方針  

1.2.1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備  

1.2.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備  

代替安全冷却水系は基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮して

も機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量

を確保した設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外

ホース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建

屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水

系と共通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る。  

代替安全冷却水系の内部ループに通水するために，建屋内

に敷設する可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を

行う各建屋で，異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の

敷設経路を設定し，敷設経路又はその近傍で内部火災，溢水

及び化学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，それぞれ故

障時のバックアップを考慮した必要な個数を２セット保管す

るとともに，建屋外に設ける外部保管エリアにも，必要な個

数を１セット保管する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない
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よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。  

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁は，重大事故等発

生時において，通常時の系統構成から隔離又は分離された状

態から，弁の操作や接続により，速やかに系統構成の切替え

が可能な設計とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大

事故等対処設備の接続口については，カプラ等による接続に

より，可搬型建屋内ホースを速やかに，かつ，確実に接続す

ることができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備   

・第 45条  監視測定設備  
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1.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備  

1.2.2.1 貯槽等への注水に使用する設備  

代替安全冷却水系は，基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，事象進展に

応じた使用状況を踏まえて，必要な容量を確保した設計とす

る。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型建屋

外ホースは，重大事故等対策を実施する建屋から離れた外部

保管エリアに保管することで，安全冷却水系と共通要因によ

って，同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る。  

貯槽等に注水するために，建屋内に敷設する代替安全冷却

水系の可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を行う

各建屋で，異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設

経路を設定し，敷設経路又はその近傍で内部火災，溢水及び

化学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，それぞれ故障時

のバックアップを考慮した必要な個数を２セット保管すると

ともに，建屋外に設ける外部保管エリアにも，必要な個数を

１セット保管する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。  
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可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，重大事故等発生

時において，通常時の系統構成から隔離又は分離された状態

から，弁の操作や接続により，速やかに系統構成の切替えが

可能な設計とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大事

故等対処設備の接続口については，カプラ等による接続によ

り，可搬型建屋内ホースを速やかに，かつ，確実に接続する

ことができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

 

1.2.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

代替安全冷却水系は基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮して

も機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量

を確保した設計とする。  
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代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外

ホース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建

屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水

系と共通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る。  

代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケッ

ト配管・弁に通水するために，建屋内に敷設する可搬型建屋

内ホース等は，本重大事故への対処を行う各建屋で，異なる

複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設経路を設定し，敷

設経路又はその近傍で内部火災，溢水及び化学薬品の漏えい

の影響を考慮した場所に，それぞれ故障時のバックアップを

考慮した必要な個数を２セット保管するとともに，建屋外に

設ける外部保管エリアにも，必要な個数を１セット保管す

る。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。  

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケッ

ト配管・弁は，重大事故等発生時において，通常時の系統構
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成から隔離又は分離された状態から，弁の操作や接続によ

り，速やかに系統構成の切替えが可能な設計とし，可搬型建

屋内ホースを接続する常設重大事故等対処設備の接続口につ

いては，カプラ等による接続により，可搬型建屋内ホースを

速やかに，かつ，確実に接続することができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

・第 45条  監視測定設備  

 

1.2.2.3 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応に使用する設備  

セル導出設備，代替安全冷却水系及び代替セル排気系は基準

地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設計

とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量を
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確保した設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建屋か

ら離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水系と共

通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る。  

凝縮器及び予備凝縮器に通水するために，建屋内に敷設する

可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を行う各建屋で，

異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設経路を設定す

る。 高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び第１エジェクタ凝縮器に

通水するために，建屋内に敷設する可搬型建屋内ホース等は，

本重大事故への対処を行う分離建屋で，異なる場所に接続口を

設けて，複数の敷設経路を設定する。また，敷設経路又はその

近傍で内部火災，溢水及び化学薬品の漏えいの影響を考慮した

場所に，それぞれ故障時のバックアップを考慮した必要な個数

を２セット保管するとともに，建屋外に設ける外部保管エリア

にも，必要な個数を１セット保管する。  

凝縮器，予備凝縮器，高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び第１エ

ジェクタ凝縮器は，発生する蒸気を全て凝縮させる除熱能力を

有する設計とする。また，本体及び接続口は，ステンレス鋼と

し，内部火災，溢水及び化学薬品の漏えいの影響が及ばない場

所に設置する。  
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凝縮器及び予備凝縮器の通水のための接続口については，互

いに異なる複数の場所に設置する。高レベル廃液濃縮缶凝縮器

及び第１エジェクタ凝縮器の通水のための接続口については，

互いに異なる場所に設置する。また，排水のための接続口も，

通水のための接続口と同様に互いに異なる複数の場所に設置

する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系を

設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安

全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加え，故障時の

バックアップを考慮した必要な個数を確保する。  

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数を

外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

セル導出設備の配管・弁，塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニット及び凝縮液回収系は，重大事故等発生時にお

いて，通常時の系統構成から隔離又は分離された状態から，弁

の操作や接続により，速やかに系統構成の切替えが可能な設計

とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大事故等対処設備

の接続口については，カプラ等による接続により，可搬型建屋

内ホースを速やかに，かつ，確実に接続することができる設計

とする。  
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セルへの導出経路は，塔槽類廃ガス処理設備から速やかに切

り替えられるものとする。   

セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する

ユニット（フィルタ）の系統構成の切替えは，確実に操作する

ことができる設計とする。  

代替セル排気系の可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型

排風機は，本重大事故への対処を行う各建屋の必要な場所に接

続口を設けて，設置経路又はその近傍で内部火災，溢水及び化

学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，必要な個数を保管す

るとともに，建屋外に設ける可搬型重大事故等対処設備の保管

庫等を設置するエリアにも，建屋内に保管するものと同数を保

管する。  

可搬型排風機は，重大事故等の対処を行う建屋内でセル排風

機と位置的分散を考慮した位置に保管する。可搬型排風機は，

水素掃気停止の対策を踏まえ，同時又は，連鎖して発生する可

能性のある事故への対処も含めて，必要な容量を確保した設計

とする。  

建屋代替換気設備のダクトは，重大事故等発生時において，

通常時の系統構成から隔離又は分離された状態から，弁の操作

や接続により，速やかに系統構成の切替えが可能な設計とし，

可搬型ダクトを接続する常設重大事故等対処設備の接続口に

ついては，フランジ等による接続により，可搬型ダクトを速や
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かに，かつ，確実に接続することができる設計とする。  

建屋代替換気設備は，建屋換気設備から速やかに切り替えら

れるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料，水源及び電源は，十

分な量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

・第 45条  監視測定設備   
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2. 設計方針  

2.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備  

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体

状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する

施設には，蒸発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾

固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び

蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気

系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。  

冷 却 機能 の 喪 失 に よ る蒸 発 乾 固 に 対 処 す る た め の 設 備 は ，

「蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備」及び「蒸発乾固の

拡大防止対策に使用する設備」で構成する。  

また，蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は，「内部ル

ープへの通水による冷却に使用する設備」で構成し，蒸発乾固

の拡大防止対策に使用する設備は，「貯槽等への注水に使用す

る設備」， 「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

及び「セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気

系による対応に使用する設備」で構成する。  

 

2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合は，「内部ループへ

の通水による冷却に使用する設備」により，安全冷却水系によ
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る冷却が必要な機器に内包する溶液を冷却できる設計とする。 

  蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は以下の 2.1.1.1で

構成する。  

 

2.1.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，内部ループへ通水

するため，代替安全冷却水系，水供給設備（第 41条  重大事故

への対処に必要となる水の供給設備），補機駆動用燃料補給設

備（第 42条  電源設備），計装設備（第 43条  計装設備）及び

代替試料分析関係設備（第 45条  監視測定設備）を設置及び保

管する。  

 

2.1.1.1.1 代替安全冷却水系  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型移

送ポンプ，可搬型建屋外ホース等を敷設し，安全冷却水系の内

部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホース及び可搬

型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を供給す

るための経路を構築する。また，可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース及び内部ループの給水口を接続することで，建屋

へ供給された水を内部ループへ供給するための経路を構築す

る。  

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ルー

プの排水口及び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に設置

した可搬型排水受槽への排水経路を構築する。また，可搬型排

水受槽，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続
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し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水

槽から安全冷却水系の内部ループへ通水する。冷却に用いた水

は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中型移送

ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由して第１貯

水槽に移送し，再び内部ループへの通水の水源として用いる。 

上記の内部ループへ通水を実施するため，設計基準対象の施

設と兼用する代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コ

イル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。  

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

給排水配管・弁を常設重大事故等対処設備として新たに設置す

る。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
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対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

内部ループへの通水による冷却に使用する設備の系統概要

図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース（冷却コイル等への通水と一部兼

用）  

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  
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2.1.1.1.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

内部ループへの通水時に水源として使用するため，第１貯水

槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を

常設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．水供給設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.1.1.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため，軽油貯槽（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  
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2.1.1.1.4 計装設 備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽温

度計（第 43条  計装設備），可搬型膨張槽液位計（第 43条  計

装設備），可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型建

屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水排水

線量計（第 43条  計装設備），可搬型漏えい液受皿液位計（第

43条  計装設備）及び可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装

設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである 。  

 (１ )  可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．計装設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型膨張槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.1.1.5 監視測定設備   

内部ループへの通水に使用した水の汚染の有無を監視する
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ため，代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  

監視測定設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備

する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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2.1.2  蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合は，「貯槽等への注水に

使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機器

において放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防

止できる設計とする。  

事態を収束させるため，「冷却コイル等への通水による冷却

に使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機

器の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁に通水す

ることで，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶

液を冷却できる設計とする。  

発生防止対策が機能せず，安全冷却水系による冷却が必要な

機器に内包する溶液が沸騰し，放射性物質が気相中に放出する

場合には，「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ

る対応に使用する設備」により，蒸発乾固が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加

圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出し及び放射性物質の放出による影響を緩和でき

る設計とする。  

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備は以下の 2.1.2.1か

ら 2.1.2.3で構成する。  

 

2.1.2.1 貯槽等への注水に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器へ注水するため，代替安全冷却水系，水供給設

備（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備），
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補機駆動用燃料補給設備（第 42条  電源設備）及び計装設備（第

43条  計装設備）を設置及び保管する。  

 

2.1.2.1.1 代替安全冷却水系  

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策で

配置する可搬型中型移送ポンプの下流側に，安全冷却水系によ

る冷却が必要な機器内に注水するための可搬型建屋内ホース

等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続口を接

続する。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮の進行を防

止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の水

を安全冷却水系による冷却が必要な機器内へ注水する。  

上記の貯槽等への注水を実施するため，設計基準対象の施設

と兼用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。  

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

注水配管・弁を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用）の一部は，「第 36条  放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための設備」と兼用し，代替安全冷却水
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系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，

「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」としても

使用する。このうち，代替安全冷却水系の運搬車の待機除外時

のバックアップは，再処理施設として１台保有し，「第 40条  工

場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備」及び

「第 41条  重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」と

兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

貯槽等への注水に使用する設備の系統概要図を第 35.１図に

示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  
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・可搬型建屋内ホース  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 

2.1.2.1.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

貯槽等への注水時に水源として使用するため，第１貯水槽

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を常

設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備   

ａ．水供給設備   

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.2.1.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため，軽油貯槽（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備   
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・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備   

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.1.4 計装設 備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽温

度計（第 43条  計装設備），可搬型貯槽液位計（第 43条  計装

設備），可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備）及び可搬

型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）を新たに配備す

る。  

主要な設備は，以下のとおりである 。  

 (１ )  可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．計装設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型貯槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

蒸発乾固の事態の収束の観点から，安全冷却水系による冷却
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が必要な機器の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・

弁に通水することで，安全冷却水系による冷却が必要な機器に

内包する溶液を冷却するため，代替安全冷却水系，水供給設備

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備），補

機駆動用燃料補給設備（第 42条  電源設備），計装設備（第 43

条  計装設備）及び代替試料分析関係設備（第 45条  監視測定

設備）を設置及び保管する。  

 

2.1.2.2.1 代替安全冷却水系  

事態を収束させるため，発生防止対策で配置する可搬型中型

移送ポンプの下流側に，冷却コイル又は冷却ジャケットに水を

供給するために可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内

ホースと安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却コイル

又は冷却ジャケットの接続口を接続した後，第１貯水槽の水を

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水する。安全冷却水系によ

る冷却が必要な機器に内包する溶液の冷却に用いた水は，内部

ループへの通水と同じように排水経路を経由して第１貯水槽

に移送し，再び冷却コイル等への通水の水源として用いる。  

上記の冷却コイル等への通水を実施するため，設計基準対象

の施設と兼用する代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁及び

冷却ジャケット配管・弁を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。  

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

給排水配管・弁を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型
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移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は、「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備の系統概

要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  
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 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 

2.1.2.2.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

冷却コイル等への通水時に水源として使用するため，第１貯

水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）

を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備   

ａ．水供給設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.2.2.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため，軽油貯槽（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第
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42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.2.4 計装設 備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽温

度計（第 43条  計装設備），可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  

計装設備），可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備），

可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）及び可搬型

冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）を可搬型重大事故等対

処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである 。  

 (１ )  可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．計装設備   
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・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.2.5 監視測定設備   

冷却コイル等への通水に使用した水の汚染の有無を監視す

るため，代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45

条  監視測定設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

2.1.2.3 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断し，換

気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出し及び放射性物質の放出に

よる影響を緩和するため，セル導出設備，代替安全冷却水系，

代替セル排気系，水供給設備（第 41条  重大事故への対処に必

要となる水の供給設備），補機駆動用燃料補給設備（第 42条  電
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源設備），代替所内電気設備（第 42条  電源設備），代替電源設

備（第 42条  電源設備），計装設備（第 43条  計装設備），放射

線監視設備（第 45条  監視測定設備），試料分析関係設備（第 4

5条  監視測定設備），代替モニタリング設備（第 45条  監視測

定設備），代替試料分析関係設備（第 45条  監視測定設備）及

び主排気筒（第 21条  廃棄施設）を設置及び保管する。  

 

2.1.2.3.1 セルへの導出経路の構築に使用する設備  

2.1.2.3.1.1 セル導出設備  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，安全冷却水

系による冷却が必要な機器からの排気をセルに導出するため

の経路を構築する。  

上記のセルへの導出経路を構築するため，設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の配管・弁，ダクト・ダンパ及び隔

離弁を常設重大事故等対処設備として位置付ける。セル導出設

備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セル

導出ユニットフィルタ及び高レベル廃液ガラス固化建屋の気

液分離器を常設重大事故等対処設備として設置する。また，セ

ル導出設備の可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，

分離建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型配管を可搬型重大事故等対処設備として配備する。  

また，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液

が沸騰に至った場合に，発生した蒸気及び蒸気に同伴する放射
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性物質を凝縮水として回収するため，前処理建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋にセル導出設備の凝縮器，予備凝縮器及び凝縮液回収系

を常設重大事故等対処設備として設置する。設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の分離建屋の高レベル廃液濃縮缶

凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器を常設重大事故

等対処設備として位置付け，分離建屋にセル導出設備の凝縮器

を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1 表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。  

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に

使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備   

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット  

・セル導出ユニットフィルタ  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器  

・凝縮器  

・予備凝縮器  

・凝縮液回収系  
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・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．セル導出設備  

・可搬型建屋内ホース  

・前処理建屋の可搬型ダクト  

・分離建屋の可搬型配管  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

 

2.1.2.3.1.2 代替安全冷却水系  

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に

使用する設備のセル導出設備の凝縮器へ通水するため，発生防

止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に凝縮器へ

通水するための可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内

ホース及び凝縮器の接続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器

に通水する。  

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じよう

に排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通
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水の水源として用いる。  

セル導出設備の凝縮器，予備凝縮器，分離建屋の高レベル廃

液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器へ通水

するため，代替安全冷却水系の冷却水配管・弁（凝縮器）及び

高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁を

常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル

廃液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に

使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  
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 ａ．代替安全冷却水系   

・冷却水配管・弁（凝縮器）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配

管・弁  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系   

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 

2.1.2.3.1.3 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

凝縮器への通水時に水源として使用するため，第１貯水槽

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を常

設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．水供給設備    

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  
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2.1.2.3.1.4 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため，軽油貯槽（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.3.1.5 計装設 備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型建屋供

給冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水排水線量

計（第 43条  計装設備），可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第

43条  計装設備），可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計
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装設備），可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備），可搬

型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備），分離建屋の可搬

型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備）及び可搬型セル導出ユ

ニットフィルタ差圧計（第 43条  計装設備）を可搬型重大事故

等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである 。   

 (１ )  可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．計装設備   

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計  

（第 43条  計装設備）  

   ・分離建屋の可搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備） 

 

2.1.2.3.1.6 監視測定設備   

凝縮器への通水に使用した水の汚染の有無を監視するため，

代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  監視測

定設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  
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・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

2.1.2.3.2 代替セル排気系による対応に使用する設備  

2.1.2.3.2.1 代替セル排気系  

安全冷却水系による冷却が必要 な機器に内包す る溶液が沸

騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，排気経路上

の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮し，発生する凝縮水は，回

収先の漏えい液受皿等に貯留する。また，凝縮器下流側に設置

した高性能粒子フィルタにより放射性物質を除去する。導出先

セルへ導出した後は，可搬型排風機を運転し，可搬型フィルタ

により放射性エアロゾルを除去することで大気中へ放出され

る放射性物質量を低減し，主排気筒を介して，大気中へ管理し

ながら放出する。  

上記の代替セル排気系による対応を実施するため，設計基準

対象の施設と兼用する代替セル排気系のダクト・ダンパを常設

重大事故等対処設備として位置付ける。代替セル排気系の前処

理建屋の主排気筒へ排出するユニットを常設重大事故等対処

設備として設置する。また，代替セル排気系の可搬型ダクト，

可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタを可搬型重大事故等対処設備として配備

する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1 表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。  
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セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に

使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替セル排気系  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット  

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 35.１表）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替セル排気系  

・可搬型ダクト  

・可搬型フィルタ  

・可搬型排風機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ  

 

 

2.1.2.3.2.2 電源設備  

前処理建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），分離建屋可

搬型発電機（第 42 条  電源設備），ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備）及び代替モ

ニタリング設備の可搬型排気モニタリング用発電機（第 45 条  
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監視測定設備）で使用する軽油を補給するため，軽油貯槽（第

42 条  電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設

置し，代替セル排気系の可搬型排風機に給電するため，重大事

故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）（第 42 条  電

源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。ま

た，軽油用タンクローリ（第 42 条  電源設備），前処理建屋

可搬型発電機（第 42 条  電源設備），分離建屋可搬型発電機（第

42 条  電源設備），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機（第 42 条  電源設備）及び高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備）並びに可搬型電源ケー

ブル（第 42 条  電源設備）及び可搬型分電盤（第 42 条  電源

設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

 

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽（第 42条  電源設備）  

ｂ．代替所内電気設備  

・重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

（第 42条  電源設備）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

ｂ．代替電源設備  

・前処理建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  
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・分離建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

ｃ．代替所内電気設備  

・可搬型電源ケーブル（第 42条  電源設備）  

・可搬型分電盤（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.3.2.3 計装設備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型導出先

セル圧力計（第 43条  計装設備）及び可搬型フィルタ差圧計（第

43条  計装設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配

備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．計装設備   

・可搬型導出先セル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型フィルタ差圧計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.3.2.4 監視測定設備   
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主排気筒から大気中への放射性物質の放出状況を監視する

ため，設計基準対象の施設と兼用する放射線監視設備の主排気

筒の排気モニタリング設備（第 45条  監視測定設備），試料分

析関係設備の放出管理分析設備（第 45条  監視測定設備）を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。  

また，代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング設備

（第 45 条  監視測定設備），可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置（第 45 条  監視測定設備），可搬型データ表示装置（第

45 条  監視測定設備），可搬型排気モニタリング用発電機（第

45 条  監視測定設備），代替試料分析関係設備の可搬型試料分

析設備を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．放射線監視設備  

   ・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設

と兼用）（第 45 条  監視測定設備）  

 ｂ．試料分析関係設備  

   ・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 45

条  監視測定設備）  

 

 （ ２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替モニタリング設備  

   ・可搬型排気モニタリング設備  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置  
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（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型データ表示装置（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型排気モニタリング用発電機（第 45 条  監視測定

設備）  

 ｂ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

2.1.2.3.2.5 主排気筒  

高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，セル内へ導出された

放射性物質を主排気筒を介して大気中へ放出するため，設計基

準対象の施設と兼用する主排気筒（第 21条  廃棄施設）を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 （ １ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．主排気筒  （設計基準対象の施設と兼用）  

（第 21条  廃棄施設）  
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2.2 多様性、位置的分散  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等（第三十三条第１項第六号，

第２項，第３項第二号，第四号，第六号）」に示す。  

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，安全冷却

水系と共通要因によっ て同 時に その機 能が 損な われる おそ

れがないよう，安全冷却水系から弁等により隔離することで，

独立性を有する設計とする。  

上記以外の代替安全 冷却 水 系の 常設 重大 事 故等 対処 設備

の内部ループ配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分

散を図った上で，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境

条件に対する健全性については，「 2.5 環境条件等」に記載

する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，安全冷却水

系と共通要因によって 同時 にそ の機能 が損 なわ れるお それ

がないよう，可搬型中型移送ポンプを空冷式のディーゼルエ

ンジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設

備から補給が可能な設計とすることで，多様性を有する設計

とする。  

可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供給設備

の第１貯水槽を水源とすることで，大気を最終ヒートシンク

とする安全冷却水系に 対し て異 なるヒ ート シン クを有 す る
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設計とする。  

   代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全冷却水系又は

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，建屋

外に設置することで，独立性を有する設計とする。  

   代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋内の安全冷却水系又は代替安全冷却水系

の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管

の全周破断に対して可搬型建屋内ホース等は，安全冷却水系

又は代替安全冷却水系 の常 設重 大事故 等対 処設 備と同 時に

その機能が損なわれるおそれがないようにするため，可能な

限り位置的分散を図る。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受

槽等は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等

の処置をするとともに，基準地震動による地震力により生じ

る敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所に，安全冷却

水系又は代替安全冷却 水系 の常 設重大 事故 等対 処設備 と同

時にその機能が損なわれるおそれがないように，安全冷却水

系又は代替安全冷却水 系の 常設 重大事 故等 対処 設備が 設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管
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するとともに外部保管 エリ アの 異なる 場所 にも 保管す るこ

とで位置的分散を図る。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，転倒しない

ことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするととも

に，基準地震動による地震力により生じる敷地下斜面のすべ

り等の影響を受けない場所に，安全冷却水系又は代替安全冷

却水系の常設重大事故 等対 処設 備と同 時に その 機能が 損な

われるおそれがないように，安全冷却水系又は代替安全冷却

水系の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保 した 外部 保管エ リア にも 保管す るこ

とで位置的分散を図る。  

建屋の外から水を供 給す る 代替 安全 冷却 水 系の 可搬 型中

型移送ポンプ等と代替 安全 冷却 水系の 常設 重大 事故等 対 処

設備との接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然現

象，外部人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋内の適切に離隔し た隣 接し ない位 置の 異な る複数 の場

所に設置する。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ

互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。  

一つの接続口で冷却 機能 の 喪失 によ る蒸 発 乾固 の貯 槽等

への注水及 び放射線分 解に よる 水素に よる 爆発 の圧縮 空気

の供給のために兼用し て使 用す る代替 安全 冷却 水系の 機器

注水配管・弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる
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接続口を設ける設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互い

に異なる方向とする設計とすることで，地震に対して多様性

を有する設計とする。  

代替換気設備の 塔槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 か ら セ ル に 導 出す

るユニット，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，塔槽

類廃ガス処理設備と共 通 要因 に よ っ て 同 時に そ の 機 能 が損

なわれるおそれがないよう，塔槽類廃ガス処理設備から弁等

により隔離することで，独立性を有する設計とする。  

上記以外の代替 換気 設 備 の 常 設 重 大 事 故 等 対 処 設 備 の配

管・弁，ダクト・ダンパ等は，可能な限り独立性又は位置的

分散を図った上で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件に対する健全性については，「 2.5 環境条件等」に記

載する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換気設備の排風機

と共通要因によって同 時 にそ の 機 能 が 損 なわ れ る お そ れが

ないよう，可搬型排風機を代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，代替電源設備の可搬型発電機の運転に必要

な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計と

することで，多様性を有する設計とする。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部
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からの衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベ ル廃液ガラス固化建 屋 内の 建 屋 換 気 設 備又 は 代 替 換 気設

備 の常設重大事故等対 処 設備 と 同 時 に そ の機 能 が 損 な われ

るおそれがないよう，建屋換気設備又は代替換気設備の常設

重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とする。  

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管

の全周破断に対して可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，建

屋換気設備又は代替換 気 設備 の 常 設 重 大 事故 等 対 処 設 備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないようにするため，

可能な限り位置的分散を図る。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，転倒

しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をする

とともに，基準地震動による地震力により生じる敷地下斜面

のすべり等の影響を受けない場所に，建屋換気設備又は代替

換気設備の常設重大事 故 等対 処 設 備 と 同 時に そ の 機 能 が損

なわれるおそれがないように，建屋換気設備又は代替換気設

備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から 100ｍ以

上の離隔距離を確保し た 外部 保 管 エ リ ア にも 保 管 す る こと

で位置的分散を図る。  
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2.3 悪影響防止  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等（第三十三条第１項第六号，

第２項，第３項第二号，第四号，第六号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の内部ループ配管，冷却コイル配管及び

冷却ジャケット配管は，弁等の操作によって安全機能を有す

る施設として使用する 系 統構 成 か ら 重 大 事故 等 対 処 設 備と

しての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。  

代替安全冷却水系の機器注水配管等は，重大事故等発生前

（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や

接続により重大事故等 対 処設 備 と し て の 系統 構 成 と す るこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛

散することを防ぐこと で 他の 設 備 に 悪 影 響を 及 ぼ さ な い設

計とする。  

屋外に保管する 代替 安 全 冷 却 水 系 の 可 搬 型 中 型 移 送 ポン

プ，可搬型排水受槽等は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の 措 置を と る こ と で 他の 設 備 に 悪 影響

を及ぼさない設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，弁等の操
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作 によって安全機能を 有 する 施 設 と し て 使用 す る 系 統 構成

か ら重大事故等対処設 備 とし て の 系 統 構 成と す る こ と によ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

代替換気設備の 塔槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 か ら セ ル に 導 出す

るユニット，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，重大

事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態から

弁等の操作や接続によ り 重大 事 故 等 対 処 設備 と し て の 系統

構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛散すること

を防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

屋外に保管する代替換気設備 の可 搬型フィルタ等は，竜

巻 により飛来物となら な いよ う 必 要 に 応 じて 固 縛 等 の 措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

 

78



2.4 個数及び容量等  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.2 

個数及び容量等（第三十三条第１項第一号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液の冷却，希釈及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器が所定の除熱能力を 発 揮す る た め に 必 要な 給 水 流 量 を有

する設計とするとともに，保有数は，必要数として６台，予

備として故障時及び保 守 点検 に よ る 待 機 除外 時 の バ ッ クア

ップを７台の合計 13 台以上を確保する。  

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事

故等時において，冷却に使用した排水を受けるために必要な

容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として

８基，予備として故障時のバックアップを８基の合計 16 基

以上を確保する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液を冷却している内部ループへの通水，同機器への注水，

冷却コイル又は冷却ジ ャ ケッ ト へ の 通 水 及び 代 替 換 気 設備

のセル導出設備の凝縮 器 等へ の 通 水 を 同 時に 実 施 す る 場合

に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液
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を冷却している内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジ

ャ ケットへの通水及び 代 替換 気 設 備 の セ ル導 出 設 備 の 凝縮

器 等への通水を同時に 実 施し た 場 合 に 発 生す る 排 水 を 一時

貯留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設

計とする。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，内

部ループへの通水，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を想定する対象機器への注水，代替換気設備のセル導出設

備の凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋内ホースは，複

数の敷設ルートで対処 で きる よ う 必 要 数 を複 数 の 敷 設 ルー

トに確保するとともに，建屋内に保管するホースについては

１本以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受

槽等は，安全冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する 冷 却機 能 の 喪 失 に よる 蒸 発 乾 固 に対

処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時にお

いて，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器に内包する溶 液 の沸 騰 に 伴 い 発 生す る 蒸 気 を 凝縮

し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度

を 50℃以下とするために必要な除熱能力を有する設計とす

るとともに，前処理建屋に対して１基，分離建屋に対して２
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基，精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建 屋に対して１基及び 高 レベ ル 廃 液 ガ ラ ス固 化 建 屋 に 対し

て１基の運転により，十分な除熱能力を発揮する設計とする。

また，必要数６基に加え，予備を５基，合計 11 基以上を確

保する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分 解 によ り 発 生 す る 水素 に よ る 爆 発の

発生時において，放射性エアロゾルを代替セル排気系の可搬

型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大気中に放出

するために必要な排気風量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として前処理建屋に対して１台，分離建屋に

対して１台，精製建屋に対して１台，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋に対して １ 台及 び 高 レ ベ ル 廃液 ガ ラ ス 固 化建

屋に対して１台の合計５台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを６台の合計 11 台以上を

確保する。  

また，セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数とし

て前処理建屋に対して１基，分離建屋に対して１基，精製建

屋に対して１基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て１基及び高レベル廃 液 ガラ ス 固 化 建 屋 に対 し て １ 基 の合

計５基，予備として５基の合計 10 基以上を確保し，代替セ

ル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数として前処理

建屋に対して２基，分離建屋に対して２基，精製建屋に対し

て２基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して２基及
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び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して２基の合計 10 基，

予備として 10 基の合計 20 基以上を確保する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分 解 によ り 発 生 す る 水素 に よ る 爆 発で

同時に要求される複数 の 機能 に 必 要 な 排 気風 量 を 有 す る設

計とし，兼用できる設計とする。  

セル導出設備の セル 導 出 ユ ニ ッ ト フ ィ ル タ 及 び 代 替 セル

排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び放射線分解により 発 生す る 水 素 に よ る爆 発 で 同 時 に要

求される複数の機能に必要な処理容量を有する設計とし，兼

用できる設計とする。  

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換気設備

に対して，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。  
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2.5 環境条件等  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.3 

環境条件等（第三十三条第１項第二号，第七号，第３項第三号，

第四号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同時に発

生するおそれがある冷 却 機能 の 喪 失 に よ る蒸 発 乾 固 及 び放

射線分解により発生する水素による爆発による温度，圧力及

び湿度に対して，機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷却機能

の喪失による蒸発乾固 及 び放 射 線 分 解 に より 発 生 す る 水素

による爆発の同時発生が想定される機器において，放射線分

解により発生する水素 に よる 爆 発 の 発 生 を想 定 す る 対 象機

器における水素濃度 12ｖｏｌ％未満での水素爆発に伴う瞬

間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損

なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，「地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。  
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代替安全冷却水 系の 常 設 重 大 事 故 等 対 処 設 備 及 び 常 設重

大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置及び被水，被液防護する設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全

周破断に対して，適切な材料を使用すること又は影響を受け

ない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受

槽等は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への

保管及び被水，被液防護する設計とする。  

代替安全冷却水 系の 可 搬 型 中 型 移 送 ポ ン プ 及 び 可 搬 型排
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水受槽等は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリ

ア の内部発生飛散物の 影 響を 受 け な い 場 所に 保 管 す る こと

により，機能を損なわない設計する。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の内部発生飛散 物 の影 響 を 受 け な い場 所 に 保 管 する

ことにより，機能を損なわない設計する。  

代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可搬型中型移送

ポンプ等は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては

除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。  

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない材質とすること又

は漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護等の措置を講

じて保管することにより，機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の内部ループの弁等の操作は，想定され

る重大事故等が発生し た 場合 に お い て も 操作 に 支 障 が ない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当

該設備の設置場所への 遮 蔽の 設 置 等 に よ り当 該 設 備 の 設置

場所で操作可能な設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生 し た場 合 に お い て も設 置 及 び 常 設設

備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの
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少 ない場所の選定又当 該 設備 の 設 置 場 所 への 遮 蔽 の 設 置等

により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

るおそれがある冷却機 能 の喪 失 に よ る 蒸 発乾 固 及 び 放 射線

分解により発生する水素による爆発による温度，圧力及び湿

度に対して，機能を損なわない設計とする。  

セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，放射線分解に

より発生する水素によ る 爆発 の 発 生 を 想 定す る 対 象 機 器に

おける水素濃度 12ｖｏｌ％未満での水素爆発に伴う瞬間的

に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損なわ

ない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建屋外に

設置する代替セル排気系のダクト・ダンパ及び主排気筒は，

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載
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荷重により機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の 常設 重 大 事 故 等 対 処 設 備 及 び 常 設 重 大事

故等対処設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置及び被水，被液防護する設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破

断に対して，適切な材料を使用すること又は影響を受けない

場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。  

代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる外部保管エリアの保管庫に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備 の可 搬型フィルタ等は，風（台風）及び竜

巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必

要により当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，「地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。  
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代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び

化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への保管

及び被水，被液防護する設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び外部保管エリ ア の内 部 発 生 飛 散 物の 影 響 を 受 けな

い場所に保管することにより，機能を損なわない設計する。 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周

破断に対して，漏えい し た放 射 性 物 質 を 含む 腐 食 性 の 液体

（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない材質とすること又は

漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護等の措置を講じ

て保管することにより，機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線

量率の高くなるおそれ の 少な い 場 所 の 選 定又 は 当 該 設 備の

設置場所への遮蔽の設 置 等に よ り 当 該 設 備の 設 置 場 所 で操

作可能な設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した 場 合に お い て も 設 置及 び 常 設 設 備と

の接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少な

い場所の選定又は当該 設 備の 設 置 場 所 へ の遮 蔽 の 設 置 等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。  

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁
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の 手動操作又は弁の手 動 操作 と 可 搬 型 ダ クト に よ る セ ル導

出経路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，当

該設置場所で操作できる設計とする。  

建屋換気設備の セル か ら の 排 気 系 か ら 代 替 セ ル 排 気 系へ

の切替えは，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合において，当該設置場

所で操作できる設計とする。  
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2.6 操作性の確保  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 

操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，第四号，

第五号，第３項第一号，第五号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内

ホース等の接続は，コネクタ又はフランジ接続に統一するこ

とにより，現場での接続が可能な設計とする。  

代替安全冷却水 系の 内 部 ル ー プ 配 管 ・ 弁 ， 冷 却 コ イ ル配

管・弁，冷却ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及び冷

却水配管・弁（凝縮器）は，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内

ホース等は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が

相互に使用することができるよう，配管・ダクト・ホースは

口径並びに内部流体の 圧 力及 び 温 度 に 応 じた フ ラ ン ジ 接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダ

クト等の接続は，一般的に使用される工具を用いて接続可能

なフランジ接続に統一することにより，現場での接続が可能

な設計とする。  
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セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

する。  

代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速やかに切

り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計

とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することがで

きるよう，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧

力及び温度に応じたフ ラン ジ接 続又は より 簡便 な接続 方式

を用い，ケーブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。  

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁

の手動操作又は弁の手 動操 作と 可搬型 ダク トに よるセ ル導

出経路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，操

作及び作業できる設計とする。  

建屋換気設備のセル から の 排気 系か ら代 替 セル 排気 系へ

の切替えは，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合において，操作及び作

業できる設計とする。  
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2.7 試験検査  【補足説明資料 2-11】  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 

操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，第四号，

第五号，第３項第一号，第五号）」に示す。  

 

可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運転中又は停止中

に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。  

可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。  

可搬型中型移送ポン プを 使 用し た内 部ル ー プへ の通 水等

の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。  

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 

水供給設備の試験検査については「第 41 条：  重大事故

への対処に必要となる水の供給設備」に記載する。  

補機駆動用燃料補給設備，代替所内電気設備及び代替電源

設備の試験検査については「第 42 条：電源設備」に記載す

る。  

計装設備の試験検査については，「第 43 条：計装設備」

に記載する。  

代替排気モニタリン グ設 備 及び 代替 試料 分 析関 係設 備の

試験検査については「第 45 条：監視測定設備」に記載する。  
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3. 主要設備及び仕様  

  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備の主

要設備を第 35.２表に示す。  
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第 35.１表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の 

    発生を想定する対象機器 

建屋 機器グループ 機器名 

前処理建屋 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

精製建屋 

精製建屋内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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第35.２表 蒸発乾固の対処に用いる主要設備の仕様 

1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備 

1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備 

1.1.1 常設重大事故等対処設備  

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 

1.1.2 可搬型重大事故等対処設備  

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 
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 ⅳ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 

 

2 蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備  

2.1 貯槽等への注水に使用する設備 

2.1.1 常設重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 

2.1.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 
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2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備 

2.2.1 常設重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅳ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 

 

2.3 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に使用する設
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備 

2.3.1 常設重大事故等対処設備  

 ⅰ） セル導出設備 

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

・セル導出ユニットフィルタ 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・凝縮液回収系 

・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 代替安全冷却水系 

・冷却水配管・弁（凝縮器） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁 

 ⅲ） 代替セル排気系 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅳ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 
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 ⅴ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅵ） 代替所内電気設備（第42条 電源設備） 

 ⅶ） 放射線監視設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅷ） 試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅸ） 主排気筒（第21条 廃棄施設） 

 

2.3.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） セル導出設備 

・可搬型建屋内ホース 

・前処理建屋の可搬型ダクト 

・分離建屋の可搬型配管 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

 ⅱ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅲ） 代替セル排気系 

・可搬型ダクト 

・可搬型フィルタ 

・可搬型排風機 
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・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ 

 ⅳ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅴ） 代替電源設備（第42条 電源設備） 

 ⅵ） 代替所内電気設備（第42条 電源設備） 

ⅶ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅷ） 代替モニタリング設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅸ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 
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①に接続する

第35.１図(1) 代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）（その１）

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

導出先セル

可搬型排風機他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽
①’に接続する

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

凝縮水回収先セル等

内部ループ

膨張槽

セル

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒
（主排気筒）

可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む）

②

②’

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

凝縮器

※
１

※
２

※２

※１及び※２：設計基準対象の施設と兼用する設
備は，代替安全冷却水系（内部ループへの通水に
よる冷却）の設計基準対象の施設と兼用一覧に示
す。

※３：高レベル廃液ガラス固化建屋は，可搬型建
屋内ホースの経路上に高レベル廃液ガラス固化建
屋の冷却水給排水配管・弁を設置する。

※
３
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※１　内部ループ配管・弁 ※２　冷却コイル配管・弁 ※２　冷却ジャケット配管・弁

設備名 設備名 設備名

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

清澄・計量設備
（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

溶解設備
（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用）

－ －
清澄・計量設備

（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼

用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼

用）

分離建屋一時貯留処理設備
（「4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備」と

兼用）

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

分離設備
（「4.4.4.1 分離設備」と兼用）

－

－
分離建屋一時貯留処理設備

（「4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備」と
兼用）

－

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼

用）
－

－
精製建屋一時貯留処理設備

（「4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備」と
兼用）

－

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
安全冷却水系

（「9.5 冷却水設備」と兼用）
－

溶液系
（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設

備」と兼用）

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

－

－
高レベル廃液ガラス固化設備

（「7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備」と
兼用）

－

第35.１図(1)　代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）（その２）

建屋

　代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の設計基準対象の施設と兼用一覧

前処理建屋

精製建屋

分離建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋
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蒸発乾固
対象貯槽等

第35.１図(2) 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その１）

①又は②に接続する

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

他建屋の代替安全
冷却水系より

①’又は②’に接続する

②

②’

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

①①’

凝縮水回収先セル等

内部ループ

セル

可搬型排水受槽 導出先セル

可搬型フィルタ
可搬型排風機

主排気筒
（主排気筒）

セル導出
ユニット
フィルタ

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

P

R

L

F

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む）

膨張槽

凝縮器

※
１

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

※１：設計基準対象の施設と兼用する設備は，代
替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対
象の施設と兼用一覧に示す。

※２：高レベル廃液ガラス固化建屋は，可搬型建
屋内ホースの経路上に・高レベル廃液ガラス固化
建屋の冷却水注水配管・弁を設置する。

※
２

105



※１　機器注水配管・弁

設備名

溶解設備
（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用）

清澄・計量設備
（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

分離設備
（「4.4.4.1 分離設備」と兼用）

分離建屋一時貯留処理設備
（「4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備」と兼用）

分配設備
（「4.4.4.2 分配設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼用）

精製建屋一時貯留処理設備
（「4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備」と兼用）

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「9.3 圧縮空気設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

溶液系
（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「9.3　圧縮空気設備」と兼用）

高レベル濃縮廃液貯蔵系
（「7.3.2.3　高レベル廃液貯蔵設備」と兼用）

共用貯蔵系
（「7.3.2.3　高レベル廃液貯蔵設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化設備
（「7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備」と兼用）

化学薬品貯蔵供給系
（「9.9 化学薬品貯蔵供給設備」と兼用）

圧縮空気設備
（「9.3 圧縮空気設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

第35.１図(2)　代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その２）

建屋

　代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対象の施設と兼用一覧

前処理建屋

精製建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

分離建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋

106



第35.１図(3) 代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）（その１）

②に接続する

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽 ②’に接続する

②

②’

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

①①’

凝縮水回収先セル等

内部ループ

セル

導出先セル

可搬型フィルタ
可搬型排風機

主排気筒
（主排気筒）

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

P P

P

P

R

L

F

F

P

F

セル導出
ユニット
フィルタ

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む）

膨張槽

凝縮器
※

１

※１

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

※１：設計基準対象の施設と兼用する設備は，代
替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷
却）の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。

※２：高レベル廃液ガラス固化建屋は，可搬型建
屋内ホースの経路上に高レベル廃液ガラス固化建
屋の冷却水給排水配管・弁を設置する。

※
２
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※１　冷却コイル配管・弁 ※１　冷却ジャケット配管・弁

設備名 設備名

清澄・計量設備
（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

溶解設備
（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用）

－
清澄・計量設備

（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

分離建屋一時貯留処理設備
（「4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備」と兼用）

分離設備
（「4.4.4.1 分離設備」と兼用）

－

分離建屋一時貯留処理設備
（「4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備」と兼用）

－

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼用）

－

精製建屋一時貯留処理設備
（「4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備」と兼用）

－

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 －
溶液系

（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼用）

安全冷却水系
（「9.5 冷却水設備」と兼用）

－

高レベル廃液ガラス固化設備
（「7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備」と兼用）

－

第35.１図(3)　代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）（その２）

建屋

　代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の設計基準対象の施設と兼用一覧

前処理建屋

精製建屋

分離建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋
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第35.１図(4) 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水）（その１）

①又は②に接続する

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

導出先セル①’又は②’に接続する

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

①①’

凝縮水回収先セル等

内部ループ

セル

他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

可搬型フィルタ 可搬型排風機
主排気筒

（主排気筒）

②

②’

セル導出
ユニット
フィルタ

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む)

膨張槽

凝縮器

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

※１：分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び
第１エジェクタ凝縮器への通水に使用する設計基
準対象の施設と兼用する設備は，代替安全冷却水
系（凝縮器への通水による冷却）の設計基準対象
の施設と兼用一覧に示す。

※２：高レベル廃液ガラス固化建屋は，可搬型建
屋内ホースの経路上に高レベル廃液ガラス固化建
屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁を設置する。

冷
却
水
配
管
・
弁

（
凝
縮
器
）
※
１

※２

※２
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※１　冷却水配管・弁（凝縮器）

設備名

分離建屋
高レベル廃液濃縮設備

（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

建屋

第35.１図(4)　代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水）（その２）

　代替安全冷却水系（凝縮器への通水による冷却）の設計基準対象の施設と兼用一覧
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第35.１図(5) セル導出設備の系統概要図（その１）

①又は②に接続する

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

導出先セル①’又は②’に接続する

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

①①’

凝縮水回収先セル等

内部ループ

セル

他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

可搬型フィルタ 可搬型排風機
主排気筒

（主排気筒）

②

②’

セル導出
ユニット
フィルタ

T
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L
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P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P
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P

R

L

P

F

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む)

膨張槽

凝縮器

※
１

※１

※
１

※
２

※２

※３

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

凝縮液回収系

塔槽類廃ガス処理設備
からセルに導出する
ユニット

※１，※２及び※３：設計基準対象の施設と兼用
する設備は，セル導出設備の設計基準対象の施設
と兼用一覧に示す。

※４：高レベル廃液ガラス固化建屋は，塔槽類廃
ガス処理設備からセルに導出するユニットの経路
上に高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器を
設置する。

※４

（太線）
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※１　配管・弁 ※１　隔離弁 ※２　ダクト・ダンパ ※３　凝縮液回収系

設備名 設備名 設備名 設備名

前処理建屋
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）
前処理建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）
前処理建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

分離建屋換気設備
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

－ －
分離設備

（「4.4.4.1 分離設備」と兼用）

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系）

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系）

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

精製建屋換気設備
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼用）

－ － －

精製建屋一時貯留処理設備
（「4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備」と兼用）

－ － －

溶液系
（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と

兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

化学薬品貯蔵供給系
（「9.9　化学薬品貯蔵供給設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）
－ －

ウラン・プルトニウム混合脱硝系
（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼

用）

高レベル廃液ガラス固化建屋
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化設備
（「7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備」と兼用）

第35.1図(5)　セル導出設備の系統概要図（その２）

　セル導出設備の設計基準対象の施設と兼用一覧

建屋

精製建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

分離建屋
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第35.1図(6) 代替セル排気系の系統概要図（その１）

①又は②に接続する

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

導出先セル①’又は②’に接続する

（建屋境界）

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

①①’

凝縮水回収先セル等

内部ループ

セル

他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

可搬型フィルタ 可搬型排風機
主排気筒

（主排気筒）
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セル導出
ユニット
フィルタ
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L
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P
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R
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F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

弁・ダンパ（閉止）

排風機

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（実線） L 液位計

（破線） 本対策以外に使用する設備 P 圧力計

弁・ダンパ（開） R
モニタ
（線量計含む）

膨張槽

凝縮器

※１

※２

第1貯水槽
（水供給設備）

可搬型発電機
（代替電源設備）

※１及び※２：設計基準対象の施設と兼用する設
備は，代替セル排気系の設計基準対象の施設と兼
用一覧に示す。

※３：前処理建屋は，代替セル排気系の経路上に，
前処理建屋の主排気筒へ排出するユニットを設置
する。

※３
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※１　ダクト・ダンパ ※２　ダクト・ダンパ

設備名 設備名

前処理建屋
前処理建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）
前処理建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

分離建屋
分離建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）
分離建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

精製建屋
精製建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）
精製建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
（「7.2.1.5 換気設備」と兼用）

代替セル排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧

第35.1図(6)　代替セル排気系の系統概要図（その２）

建屋
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①②③

第 35.2図 (１) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 前処理建屋（地下３階） 

④⑤⑥

機器グループ 機器名 

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 
地下３階 

①若しくは②

地下３階 

④若しくは⑤

中継槽Ｂ 
地下３階 

①若しくは②

地下３階 

④若しくは⑤

リサイクル槽Ａ
地下３階 

①若しくは②

地下３階 

④若しくは⑤

リサイクル槽Ｂ
地下３階 

①若しくは②

地下３階 

④若しくは⑤

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 

地下３階 

③ 

地下３階 

⑥ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 
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① ②

③
⑦ ⑤

⑥

⑧

④

第 35.2図(２) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 分離建屋（地下２階） 

内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 

地上１階 

⑪若しくは⑫

地下２階 

①若しくは②

地上３階 

⑬若しくは⑭

地下１階 

⑨若しくは⑩

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 2 階 

③若しくは④

地下 2階 

⑤若しくは⑥高レベル廃液供給槽 

分離建屋 

内部ループ３

溶解液中間貯槽 

地下 2 階 

⑦

地下 2階 

⑧

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽
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⑨

⑩

第 35.2図(３) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 分離建屋（地下１階） 

内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 

地上１階 

⑪若しくは⑫

地下２階 

①若しくは②

地上３階 

⑬若しくは⑭

地下１階 

⑨若しくは⑩

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 2階 

③若しくは④

地下 2階 

⑤若しくは⑥高レベル廃液供給槽 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

地下 2階 

⑦ 
地下 2階 

⑧

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 
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⑪ ⑫

第 35.2図(４) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 分離建屋（地上１階） 

内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 

地上１階 

⑪若しくは⑫ 

地下２階 

①若しくは② 

地上３階 

⑬若しくは⑭ 

地下１階 

⑨若しくは⑩ 

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 2 階 

③若しくは④ 

地下 2 階 

⑤若しくは⑥ 高レベル廃液供給槽 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

地下 2階 

⑦ 
地下 2階 

⑧ 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽
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内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 

地上１階 

⑪若しくは⑫

地下２階 

①若しくは②

地上３階 

⑬若しくは⑭

地下１階 

⑨若しくは⑩

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 2階 

③若しくは④

地下 2階 

⑤若しくは⑥高レベル廃液供給槽 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

地下 2階 

⑦ 
地下 2階 

⑧ 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

⑬ ⑭

内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水 内部ループ通水

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 

地上１階 

⑪若しくは⑫

地下２階 

①若しくは②

地上３階 

⑬若しくは⑭

地下１階 

⑨若しくは⑩

内部ループ通水 内部ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 2 階 

③若しくは④

地下 2階 

⑤若しくは⑥高レベル廃液供給槽 

分離建屋 

内部ループ３

溶解液中間貯槽 

地下 2 階 

⑦

地下 2階 

⑧

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

第 35.2図(５) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 分離建屋（地上３階） 
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② 

第 35.2図(６) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 精製建屋（地下２階） 

③ 

① 

ループ通水 ループ通水 ループ通水 ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水

口） 

第２接続口 

（給水口及び排水

口） 

第３接続口 

（給水口及び排水

口） 

第４接続口 

（給水口及び排水

口） 

精製建屋 

蒸発乾固

１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地下２階 

① 

地下２階 

② 

地下１階 

④ 

地下１階 

⑤ 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

蒸発乾固

２ 

プルトニウム溶液受槽 

地下２階 

③ 

地下１階 

⑥ 
－ － 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 
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④⑤ 

⑥ 

第 35.2図(７) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び 

接続口一覧 精製建屋（地下１階） 

ループ通水 ループ通水 ループ通水 ループ通水 

第１接続口 

（給水口及び排水

口） 

第２接続口 

（給水口及び排水

口） 

第３接続口 

（給水口及び排水

口） 

第４接続口 

（給水口及び排水

口） 

精製建屋 

蒸発乾固

１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地下２階 

① 

地下２階 

② 

地下１階 

④ 

地下１階 

⑤ 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

蒸発乾固

２ 

プルトニウム溶液受槽 

地下２階 

③ 

地下１階 

⑥ 
－ － 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 
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第 35.2図(８) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑬

⑭

⑮

⑫

⑯

第 35.2 図(９) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

機器グループ 機器名 

内部ループ通水 

Ａ系 

内部ループ通水 

Ａ系 

内部ループ通水 

Ｂ系 

内部ループ通水 

Ｂ系 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

③ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑪ 

地下２階 

⑮ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

② 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑭ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑫ 

地下２階 

⑯ 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑫ 

地下２階 

⑯ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽
地下２階 

① 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑨ 

地下２階 

⑬ 
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①

②

③

④

機器グループ 機器名 

内部ループ通水 

Ａ系 

内部ループ通水 

Ａ系 

内部ループ通水 

Ｂ系 

内部ループ通水 

Ｂ系 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給槽Ａ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

② 

地上１階 

④ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

③ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑪ 

地下２階 

⑮ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

② 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑭ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑫ 

地下２階 

⑯ 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑫ 

地下２階 

⑯ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽
地下２階 

① 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑨ 

地下２階 

⑬ 

第 35.2 図(10) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 
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① 

② 

※：番号は部屋全体を示す。 
第 35.3図(１) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地上１階） 

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階① 

中継槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階① 

リサイクル槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階② 

リサイクル槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階② 

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階① 

計量前中間貯槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階① 

計量後中間貯槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階① 

計量・調整槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階① 

計量補助槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階① 

中間ポットＡ 地上３階③ 地上３階④ 地上３階⑤ 地上３階⑥ 

中間ポットＢ 地上３階③ 地上３階④ 地上３階⑤ 地上３階⑥ 
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③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

第 35.3 図(２) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地上３階） 

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階① 

中継槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階① 

リサイクル槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階② 

リサイクル槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階① 地上１階② 

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階①

計量前中間貯槽Ｂ 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階①

計量後中間貯槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階①

計量・調整槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階①

計量補助槽 地上１階① 地上３階④ 地上１階② 地上１階①

中間ポットＡ 地上３階③ 地上３階④ 地上３階⑤ 地上３階⑥ 

中間ポットＢ 地上３階③ 地上３階④ 地上３階⑤ 地上３階⑥ 
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第 35.3図(３) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地下１階） 

②①  

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ⑲ 地上３階 ⑳ 地上３階 ㉑ 地上３階 ㉒ 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地上 1階 ⑥ 地上 1階 ④ 地上 1階 ⑦ 地上 1階 ⑦ 

高レベル廃液供給槽 地上３階 ㉓ 地上３階 ㉖ 地上３階 ㉔ 地上３階 ㉕ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 2階 ⑬ 地上 2階 ⑪ 地上 2階 ⑱ 

溶解液供給槽 地上 2階 ⑫ 地上３階 ㉗ 地上 2階 ⑪ 地上 2階 ⑭ 

抽出廃液受槽 地上 2階 ⑩ 地上 1階 ④ 地下 1階 ① 地上 2階 ⑱ 

抽出廃液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ａ 地上 1階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地上 1階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

第１一時貯留処理槽 地上 2階 ⑩ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

第８一時貯留処理槽 地上 2階 ⑩ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

第７一時貯留処理槽 地上 2階 ⑯ 地上３階 ㉗ 地下 1階 ① 地下 1階 ② 

第３一時貯留処理槽 地上 1階 ⑤ 地上 2階 ⑰ 地下 1階 ① 地下 1階 ② 

第４一時貯留処理槽 地上 2階 ⑮ 地上３階 ㉗ 地下 1階 ① 地下 1階 ② 
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⑨⑧

⑦

第 35.3図(４) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上１階） 

⑥

⑤④ ③

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ⑲ 地上３階 ⑳ 地上３階 ㉑ 地上３階 ㉒ 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地上 1 階 ⑥ 地上 1 階 ④ 地上 1階 ⑦ 地上 1階 ⑦ 

高レベル廃液供給槽 地上３階 ㉓ 地上３階 ㉖ 地上３階 ㉔ 地上３階 ㉕ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 2 階 ⑬ 地上 2 階 ⑪ 地上 2 階 ⑱ 

溶解液供給槽 地上 2 階 ⑫ 地上３階 ㉗ 地上 2 階 ⑪ 地上 2 階 ⑭ 

抽出廃液受槽 地上 2階 ⑩ 地上 1階 ④ 地下 1 階 ① 地上 2 階 ⑱ 

抽出廃液中間貯槽 地上 1 階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ａ 地上 1 階 ③ 地上 1 階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地上 1 階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第１一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1 階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1階 ⑨ 

第８一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1 階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1階 ⑨ 

第７一時貯留処理槽 地上 2階 ⑯ 地上３階 ㉗ 地下 1階 ① 地下 1 階 ② 

第３一時貯留処理槽 地上 1階 ⑤ 地上 2 階 ⑰ 地下 1 階 ① 地下 1階 ② 

第４一時貯留処理槽 地上 2階 ⑮ 地上３階 ㉗ 地下 1 階 ① 地下 1 階 ② 
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第 35.3図(５) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上２階） 

⑱
⑰

⑯

⑮
⑭
⑬⑫⑪⑩

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ⑲ 地上３階 ⑳ 地上３階 ㉑ 地上３階 ㉒ 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地上 1 階 ⑥ 地上 1階 ④ 地上 1階 ⑦ 地上 1 階 ⑦ 

高レベル廃液供給槽 地上３階 ㉓ 地上３階 ㉖ 地上３階 ㉔ 地上３階 ㉕ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地上 1 階 ③ 地上 2階 ⑬ 地上 2 階 ⑪ 地上 2 階 ⑱ 

溶解液供給槽 地上 2 階 ⑫ 地上３階 ㉗ 地上 2階 ⑪ 地上 2 階 ⑭ 

抽出廃液受槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1階 ④ 地下 1階 ① 地上 2 階 ⑱ 

抽出廃液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ａ 地上 1 階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1 階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地上 1 階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第１一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第８一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第７一時貯留処理槽 地上 2階 ⑯ 地上３階 ㉗ 地下 1階 ① 地下 1 階 ② 

第３一時貯留処理槽 地上 1 階 ⑤ 地上 2階 ⑰ 地下 1 階 ① 地下 1 階 ② 

第４一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑮ 地上３階 ㉗ 地下 1階 ① 地下 1 階 ② 
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㉖
㉕

第 35.3図(６) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上３階） 

㉔

㉓

㉗

㉒㉑ 
⑳

⑲

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ⑲ 地上３階 ⑳ 地上３階 ㉑ 地上３階 ㉒ 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地上 1 階 ⑥ 地上 1階 ④ 地上 1階 ⑦ 地上 1 階 ⑦ 

高レベル廃液供給槽 地上３階 ㉓ 地上３階 ㉖ 地上３階 ㉔ 地上３階 ㉕ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 2 階 ⑬ 地上 2 階 ⑪ 地上 2 階 ⑱ 

溶解液供給槽 地上 2 階 ⑫ 地上３階 ㉗ 地上 2階 ⑪ 地上 2 階 ⑭ 

抽出廃液受槽 地上 2階 ⑩ 地上 1 階 ④ 地下 1 階 ① 地上 2 階 ⑱ 

抽出廃液中間貯槽 地上 1階 ③ 地上 1階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ａ 地上 1階 ③ 地上 1 階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1 階 ⑨ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地上 1階 ③ 地上 1 階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1階 ⑨ 

第１一時貯留処理槽 地上 2 階 ⑩ 地上 1階 ⑧ 地下 1階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第８一時貯留処理槽 地上 2階 ⑩ 地上 1 階 ⑧ 地下 1 階 ① 地上 1 階 ⑨ 

第７一時貯留処理槽 地上 2階 ⑯ 地上３階 ㉗ 地下 1 階 ① 地下 1階 ② 

第３一時貯留処理槽 地上 1階 ⑤ 地上 2 階 ⑰ 地下 1 階 ① 地下 1 階 ② 

第４一時貯留処理槽 地上 2階 ⑮ 地上３階 ㉗ 地下 1 階 ① 地下 1階 ② 
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① 

② 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地上４階 

③ 

地上４階 

④ 

地下１階 

① 

地下１階 

② 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第 35.3図(７) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地上１階） 
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③ 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地上４階 

③ 

地上４階 

④ 

地下１階 

① 

地下１階 

② 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

④ 

第 35.3図(８) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地上４階） 
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第 35.3図(９) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

133
に つ い て は 核 不 拡 散 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん



第 図( ) 代替安全冷却水系（貯槽等 注水） 注水接続 配置図 接続 覧

第 35.3図(10) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）
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①③②

第 35.3図(11) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階） 

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 第５接続口 第６接続口 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑤ 

地下１階 

⑤ 

地上１階 

⑨ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑦ 

地下１階 

⑥ 

地上１階 

⑩ 

供給槽Ａ 
地上１階 

② 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑥ 

地下１階 

⑤ 
― 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑧ 

地下１階 

⑥ 
― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

③ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑨ 
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①

③

④

⑤

⑧

⑥

⑦

⑨

②

⑩

第 35.3図(12) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 第５接続口 第６接続口 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑤ 

地下１階 

⑤ 

地上１階 

⑨ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑦ 

地下１階 

⑥ 

地上１階 

⑩ 

供給槽Ａ 
地上１階 

② 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑥ 

地下１階 

⑤ 
― 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑧ 

地下１階 

⑥ 
― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

③ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑨ 
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①

②

③

④

⑥

⑤

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 第５接続口 第６接続口 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑤ 

地下１階 

⑤ 

地上１階 

⑨ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑦ 

地下１階 

⑥ 

地上１階 

⑩ 

供給槽Ａ 
地上１階 

② 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑥ 

地下１階 

⑤ 
― 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑧ 

地下１階 

⑥ 
― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

③ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑨ 

第 35.3図(13) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 
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①

②

③

④

⑤⑥

⑦⑧

⑨

⑩

機器グループ 機器名 

貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 貯槽等注水 

第１接続口 第２接続口 第３接続口 第４接続口 第５接続口 第６接続口 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下３階 

① 

地下２階 

② 

地下３階 

② 

地下３階 

③ 
－ 

供給液槽Ａ 
地上１階 

① 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑤ 

地下１階 

⑤ 

地上１階 

⑨ 

供給液槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑦ 

地下１階 

⑥ 

地上１階 

⑩ 

供給槽Ａ 
地上１階 

② 

地下１階 

① 

地上１階 

③ 

地上１階 

⑥ 

地下１階 

⑤ 
― 

供給槽Ｂ 
地上１階 

① 

地下１階 

② 

地上１階 

④ 

地上１階 

⑧ 

地下１階 

⑥ 
― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

④ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑧ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

③ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地上１階 

① 

地下１階 

③ 

地下１階 

④ 

地下２階 

⑤ 
― ― 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽 
地上１階 

① 

地下２階 

① 

地下２階 

⑩ 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

地下２階 

⑨ 

第 35.3図(14) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 
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① 

② 

第 35.4図(１) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地下３階） 

機器グループ 機器名 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 地下１階 

③ 

地下１階 

④ 中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

リサイクル槽Ｂ
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

計量前中間貯槽Ｂ 
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

計量後中間貯槽 
地下３階 

① 

地下３階 

② 

計量・調整槽 地下１階 

③ 

地下１階 

⑤ 計量補助槽 

中間ポットＡ 
地上１階 

⑩ 

地上１階 

⑪ 

中間ポットＢ 
地上１階 

⑫ 

地上１階 

⑬
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④ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

第 35.4図(２) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地下１階） 

⑤ 

③ 

機器グループ 機器名 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 地下１階 

③ 

地下１階 

④ 中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

リサイクル槽Ｂ
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

計量前中間貯槽Ｂ 
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

計量後中間貯槽 
地下３階 

① 

地下３階 

② 

計量・調整槽 地下１階 

③ 

地下１階 

⑤ 計量補助槽 

中間ポットＡ 
地上１階 

⑩ 

地上１階 

⑪ 

中間ポットＢ 
地上１階 

⑫ 

地上１階 

⑬ 
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⑫ 

⑬ 

⑩ 

⑪ 

第 35.4図(３) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地上１階） 

 
機器グループ 機器名 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 地下１階 

③ 

地下１階 

④ 中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

リサイクル槽Ｂ 
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

計量前中間貯槽Ａ 
地下１階 

⑥ 

地下１階 

⑦ 

計量前中間貯槽Ｂ 
地下１階 

⑧ 

地下１階 

⑨ 

計量後中間貯槽 
地下３階 

① 

地下３階 

② 

計量・調整槽 地下１階 

③ 

地下１階 

⑤ 計量補助槽 

中間ポットＡ 
地上１階 

⑩ 

地上１階 

⑪ 

中間ポットＢ 
地上１階 

⑫ 

地上１階 

⑬ 
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⑥

④ ③ ② ①

⑦ ⑧ ⑨

⑤

第 35.4図(４) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地下２階） 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ○26  地下１階 ⑱ 地上２階 ○25  地下１階 ○21  

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑫ 地下 2 階 ③ 

高レベル廃液供給槽 地下 1 階 ⑳ 地下 1 階 ⑲ 

分離建屋 

内部ループ３

溶解液中間貯槽 地下 1 階 ⑬ 地下 2 階 ⑤ 

溶解液供給槽 地上 2 階 ○24  地上 1 階 ○23  

抽出廃液受槽 地下 1 階 ⑭ 地下 2 階 ⑥

抽出廃液中間貯槽 地下 1 階 ⑭ 地下 2 階 ⑥

抽出廃液供給槽Ａ 地下 1 階 ⑮ 地下 2 階 ⑦

抽出廃液供給槽Ｂ 地下 1 階 ⑯ 地下 2 階 ⑧

第１一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑪ 地下 2 階 ②

第８一時貯留処理槽 地下 1 階 ○22  地下 2 階 ④ 

第７一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑰ 地下 2 階 ⑨

第３一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑩ 地下 2 階 ①

第４一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑩ 地下 2 階 ①
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○21  

⑱ 
⑳ ⑲ 

○22  

⑮ 

⑬ 

⑭ ⑯ ⑰ 

⑩ ⑪ ⑫ 

第 35.4図(５) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地下１階） 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ○26  地下１階 ⑱ 地上２階 ○25  地下１階 ○21  

 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 
第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 1階 ⑫ 地下 2 階 ③ 

高レベル廃液供給槽 地下 1階 ⑳ 地下 1階 ⑲ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地下 1階 ⑬ 地下 2 階 ⑤ 

溶解液供給槽 地上 2階 ○24  地上 1 階 ○23  

抽出廃液受槽 地下 1階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液中間貯槽 地下 1 階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液供給槽Ａ 地下 1 階 ⑮ 地下 2階 ⑦ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地下 1 階 ⑯ 地下 2 階 ⑧ 

第１一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑪ 地下 2階 ② 

第８一時貯留処理槽 地下 1 階 ○22  地下 2階 ④ 

第７一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑰ 地下 2階 ⑨ 

第３一時貯留処理槽 地下 1 階 ⑩ 地下 2 階 ① 

第４一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2 階 ① 
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○23  

第 35.4図(６) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上１階） 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ○26  地下１階 ⑱ 地上２階 ○25  地下１階 ○21  

 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 
第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 1階 ⑫ 地下 2 階 ③ 

高レベル廃液供給槽 地下 1階 ⑳ 地下 1 階 ⑲ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地下 1階 ⑬ 地下 2 階 ⑤ 

溶解液供給槽 地上 2階 ○24  地上 1 階 ○23  

抽出廃液受槽 地下 1階 ⑭ 地下 2 階 ⑥ 

抽出廃液中間貯槽 地下 1階 ⑭ 地下 2 階 ⑥ 

抽出廃液供給槽Ａ 地下 1階 ⑮ 地下 2 階 ⑦ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地下 1階 ⑯ 地下 2 階 ⑧ 

第１一時貯留処理槽 地下 1階 ⑪ 地下 2 階 ② 

第８一時貯留処理槽 地下 1階 ○22  地下 2 階 ④ 

第７一時貯留処理槽 地下 1階 ⑰ 地下 2 階 ⑨ 

第３一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2 階 ① 

第４一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2 階 ① 
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○24  

○25  

第 35.4図(７) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上２階） 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ○26  地下１階 ⑱ 地上２階 ○25  地下１階 ○21  

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 1階 ⑫ 地下 2階 ③ 

高レベル廃液供給槽 地下 1階 ⑳ 地下 1階 ⑲ 

分離建屋 

内部ループ３

溶解液中間貯槽 地下 1階 ⑬ 地下 2階 ⑤ 

溶解液供給槽 地上 2階 ○24  地上 1階 ○23  

抽出廃液受槽 地下 1階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液中間貯槽 地下 1階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液供給槽Ａ 地下 1階 ⑮ 地下 2階 ⑦ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地下 1階 ⑯ 地下 2階 ⑧ 

第１一時貯留処理槽 地下 1階 ⑪ 地下 2階 ② 

第８一時貯留処理槽 地下 1階 ○22  地下 2階 ④ 

第７一時貯留処理槽 地下 1階 ⑰ 地下 2階 ⑨ 

第３一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2階 ① 

第４一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2階 ① 
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○26  

第 35.4図(８) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上３階） 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

（給水口） 

第１接続口 

（排水口） 
第２接続口 

（給水口） 

第２接続口 

（排水口） 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶 地上３階 ○26  地下１階 ⑱ 地上２階 ○25  地下１階 ○21  

 

 冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 
第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

分離建屋 

内部ループ２ 

第６一時貯留処理槽 地下 1階 ⑫ 地下 2階 ③ 

高レベル廃液供給槽 地下 1階 ⑳ 地下 1階 ⑲ 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 地下 1階 ⑬ 地下 2階 ⑤ 

溶解液供給槽 地上 2階 ○24  地上 1階 ○23  

抽出廃液受槽 地下 1階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液中間貯槽 地下 1階 ⑭ 地下 2階 ⑥ 

抽出廃液供給槽Ａ 地下 1階 ⑮ 地下 2階 ⑦ 

抽出廃液供給槽Ｂ 地下 1階 ⑯ 地下 2階 ⑧ 

第１一時貯留処理槽 地下 1階 ⑪ 地下 2階 ② 

第８一時貯留処理槽 地下 1階 ○22  地下 2階 ④ 

第７一時貯留処理槽 地下 1階 ⑰ 地下 2階 ⑨ 

第３一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2階 ① 

第４一時貯留処理槽 地下 1階 ⑩ 地下 2階 ① 
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① 

② 

第 35.4図(９) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地下３階） 

 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

(給水口及び排水口) 

第２接続口 

(給水口及び排水口) 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地下１階 ⑤ 地下１階 ⑥ 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

油水分離槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

プルトニウム溶液一時貯槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

第１一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第２一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第３一時貯留処理槽 地下２階 ④ 地下３階 ② 
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③ 

④ 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

(給水口及び排水口) 

第２接続口 

(給水口及び排水口) 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地下１階 ⑤ 地下１階 ⑥ 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

油水分離槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

プルトニウム溶液一時貯槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

第１一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第２一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第３一時貯留処理槽 地下２階 ④ 地下３階 ② 

第 35.4図(10) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地下２階） 
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⑤⑥ 

⑦ 

⑧ 

冷却コイル等通水 冷却コイル等通水 

第１接続口 

(給水口及び排水口) 

第２接続口 

(給水口及び排水口) 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

地下１階 ⑤ 地下１階 ⑥ 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

油水分離槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 地下２階 ③ 地下３階 ① 

プルトニウム溶液一時貯槽 地下１階 ⑦ 地下２階 ③ 

第１一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第２一時貯留処理槽 地下１階 ⑧ 地下２階 ④ 

第３一時貯留処理槽 地下２階 ④ 地下３階 ② 

第 35.4図(11) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地下１階） 

149



第 35.4図(12) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

②
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①

②

⑤

③

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

機器グループ 機器名 

冷却コイル等通水 

Ａ系 

冷却コイル等通水 

Ｂ系 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑩ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑩ 

供給液槽Ａ 
地下 1階 

① 

地下 1階 

④ 

供給液槽Ｂ 
地下 1階 

② 

地下 1階 

⑤ 

供給槽Ａ 
地下 1階 

① 

地下 1階 

④ 

供給槽Ｂ 
地下 1階 

③ 

地下 1階 

⑥ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

④ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

③ 

地下２階 

⑧ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽
地下２階 

① 

地下２階 

② 

第 35.4図(13) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 
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①

③

②

④

⑥

⑤

機器グループ 機器名 

冷却コイル等通水 

Ａ系 

冷却コイル等通水 

Ｂ系 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 
地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑩ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 
地下２階 

⑦ 

地下２階 

⑩ 

供給液槽Ａ 
地下 1階 

① 

地下 1階 

④ 

供給液槽Ｂ 
地下 1階 

② 

地下 1階 

⑤ 

供給槽Ａ 
地下 1階 

① 

地下 1階 

④ 

供給槽Ｂ 
地下 1階 

③ 

地下 1階 

⑥ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

④ 

地下２階 

⑨ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 
地下２階 

③ 

地下２階 

⑧ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

第２高レベル濃縮廃液 

一時貯槽 

地下２階 

⑤ 

地下２階 

⑥ 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽
地下２階 

① 

地下２階 

② 

第 35.4図(14) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 
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③ 
① 

第 35.5図(１) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地下１階） 

機器名 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口）

第２接続口 

（給水口及び排水口）

凝縮器 
地下１階 

① 

地上１階 

② 

予備凝縮器 
地下１階 

③ 

地上１階 

④ 
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④ 
② 

第 35.5図(２) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

前処理建屋（地上１階） 

機器名 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口）

第２接続口 

（給水口及び排水口）

凝縮器 
地下１階 

① 

地上１階 

② 

予備凝縮器 
地下１階 

③ 

地上１階 

④ 
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① 

② 

第 35.5図(３) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上２階） 

高レベル廃液濃縮缶 

凝縮器通水 

第１エジェクタ 

凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

第１エジェクタ凝縮器 
地上３階 ③ 地上３階 ④ 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

凝縮器 
地上２階 

① 

地上２階 

②
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④ 

③ 

第 35.5図(４) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

分離建屋（地上３階） 

高レベル廃液濃縮缶 

凝縮器通水 

第１エジェクタ 

凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

第１エジェクタ凝縮器 
地上３階 ③ 地上３階 ④ 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

（給水口及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

凝縮器 
地上２階 

① 

地上２階 

② 
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① 

② 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

(給水口及び排水口) 

第２接続口 

(給水口及び排水口) 

凝縮器 地上２階 ① 地上２階 ② 

予備凝縮器 地上４階 ③ 地上４階 ④ 

第 35.5図(５) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地上２階） 
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凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

(給水口及び排水口) 

第２接続口 

(給水口及び排水口) 

凝縮器 地上２階 ① 地上２階 ② 

予備凝縮器 地上４階 ③ 地上４階 ④ 

③ ④

第 35.5図(６) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

精製建屋（地上４階） 
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第 35.5図(７) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）
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第 35.5図(８) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

160
に つ い て は 核 不 拡 散 の  観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん



①

②

③

④

機器名 

凝縮器通水 凝縮器通水 

第１接続口 

（給水及び排水口） 

第２接続口 

（給水口及び排水口） 

凝縮器 
地上１階 

① 

地上１階 

② 

予備凝縮器 
地上１階 

③ 

地上１階 

④ 

第 35.5図(９) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続口一覧 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 
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２章 補足説明資料 
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資料No. 名称 提出日 Rev

補足説明資料2-1 SA設備基準適合性一覧表 4/28 4 別紙-1　SA設備基準適合性一覧表

補足説明資料2-2 配置図
整理資料に添付
別紙-3　配置図

補足説明資料2-3 系統図 4/28 5 別紙-4　系統図

補足説明資料2-4 容量設定根拠 4/13 3 別紙-5　容量設定根拠

補足説明資料2-5 その他設備 4/28 3 別紙-6　その他設備

補足説明資料2-6 ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 11/22 1 別紙-7　ＳＡバウンダリ系統図（参考図）

補足説明資料2-7 接続図 4/13 4 別紙-8　接続図

補足説明資料2-8 保管場所図 7/13 4 別紙-9　保管場所図

補足説明資料2-9 アクセスルート図 4/13 4 別紙-10　アクセスルート図

補足説明資料2-10 計装設備の測定原理 4/13 2 別紙-11　計装設備の測定原理

補足説明資料2-11 試験検査 4/13 2 -

第35条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料
備考(8月提出の資料については，資料番号を記載)

令和2年7月13日　R8
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令和２年４月２８日  Ｒ４

補足説明資料２－１（３５条）
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別紙‐１  

ＳＡ設備基準適合性一覧表 
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前処理建屋 
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）又は冷却ジャケット配管・弁（設計
基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）又は冷却ジャケット配管・弁（設計
基準設備兼用）

代替安全冷却水系
内部ループ配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）又は冷却ジャケット配管・弁（設計
基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）又は冷却ジャケット配管・弁（設計
基準設備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却水配管・弁（凝縮器）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

溶解設備 清澄・計量設備 安全冷却水系 建屋内ホース（一部は，冷却コイル等
への通水による冷却に使用する設備
の代替安全冷却水系）

溶解設備 清澄・計量設備 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 分析設備 計測制御設備 溶解設備 清澄・計量設備 建屋内ホース（一部は，内部ループ通
水による冷却に使用する設備の代替
安全冷却水系）

- 建屋内ホース

- - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 - - - - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本

数　　量　　　２系列 数　　量　　　13系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　50本（うち25本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は25本，冷却コイ
ル通水又は冷却ジャケット通水に使用
する場合の対処に必要な個数は66本

数　　量　　　６系列 数　　量　　　21系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　11系列 数　　量　　　11系列 数　　量　　　57本（うち38本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２系列 数　　量　　　13系列 数　　量　　　132本（うち66本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は25本，冷却コイ
ル通水又は冷却ジャケット通水に使用
する場合の対処に必要な個数は66本

数　　量　　　２系列 数　　量　　　48本（うち32本は故障時
バックアップ）

- - - - - - - - - - - - - - -

２系列 17系列 ３系列 ３（２）セット ６系列 21系列 ３系列 11系列 11系列 ３（２）セット ２系列 13系列 ２（１）セット ２系列 ３（２）セット

－ － － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

自然現象等

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

人為事象
対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

操作環境

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 操作不要

第４号
健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第５号
第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

系統設計

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

その他（飛散物）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

第７号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

人為事象
第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

第１号
容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

第２号

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

第３号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

第４号

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

第５号

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系（代替する設計基準の設備）と多
様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系（代替する設計基準の設備）と多
様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系（代替する設計基準の設備）と多
様性、位置的分散を図る。

人為事象

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

保管場所

アクセスルート

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
セル導出設備
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導
出するユニット

セル導出設備
セル導出ユニットフィルタ

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
隔離弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
凝縮器

セル導出設備
予備凝縮器

セル導出設備
凝縮液回収系

セル導出設備
ダクト・ダンパ
（設計基準設備兼用）

セル導出設備
可搬型ダクト

代替セル排気系
主排気筒へ排出するユニット

代替セル排気系
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
可搬型フィルタ

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型排風機

代替安全冷却水系
可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系
可搬型建屋外ホース

- - - - - - - 前処理建屋排気系 - - 前処理建屋排気系 - - - -

可搬型中型移送ポンプ 可搬型建屋外ホース

- - - - - - - - 種　　類　 　内径250ｍｍ，４ｍ／本 - - 種　　類　 　高性能粒子フィルタ 種　　類　 　内径250ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　 　内径250ｍｍ，0.5ｍ／本 種　　類　　　遠心式
主要材料　　　ステンレス鋼 - -

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　２基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　 　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 基　　数　 　６基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　 　６本（うち３本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

台　　数　　　４台（うち２台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バック
アップ） 数　　量　　　６台 312本

- - - - - - - - - - - 粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤ
ＯＰ粒子）
容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基

- - 容　　量　 　約2,400ｍ３／ｈ／台
約240ｍ

3
/ｈ/台 -

１系列 １系列 １系列 ２基 １基 １基 １基 １系列 ４本 １系列 １系列 １（１）セット ３（２）セット １（１）セット ２（１）セット 必要数６台（合計１3台） 必要数　312本(合計624本）

－ － － － － － － － － － － － 約2,500ｍ３／ｈ／基 － － 約240ｍ
3
/ｈ/台 呼称　150

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防止
等の措置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 弁、ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 操作不要 起動及び停止操作 起動及び停止操作 弁操作

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備と
しての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から重
大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

通常時は分離された状態であり悪影
響を及ぼさない

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系（代替する設計基準の設備）と多
様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系（代替する設計基準の設備）と多
様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
可搬型排水受槽

代替安全冷却水系
ホース展張車

代替安全冷却水系
運搬車

代替安全冷却水系
中型移送ポンプ運搬車

可搬型排水受槽 ホース展張車 運搬車 中型移送ポンプ運搬車

- - - -

数　　量　　２基 数　量　　２台 数　量　　２台 数　量　　２台

容　　量　 　約300ｍ
３
／基

- - -

必要数　　２基（合計４基） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台）

約300ｍ
3 - - -

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

弁操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

通常時は分離された状態であり悪影響
を及ぼさない

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はない。
常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から105m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
内部ループ配管・弁（設計基準設備
兼用）

可搬型建屋内ホース 代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

可搬型建屋内ホース 代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備
兼用）又は冷却ジャケット配管・弁
（設計基準設備兼用）

分離設備 分離建屋一時貯留処理設備 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

安全冷却水系 建屋内ホース 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備

分離建屋一時貯留設備 分離施設 分配設備 計測制御設備 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系

分離建屋の分析設備 建屋内ホース 分離設備 分離建屋一時貯留処理設備 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

- - - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 高レベル廃液濃縮系 - - - - - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 - - -

数　　量　　　６系列 数　　量　　　７系列 数　　量　　　４系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　258本（うち145本は故障
時バックアップ）

数　　量　　　7系列 数　　量　　　12系列 数　　量　　　14系列 数　　量　　　1系列 数　　量　　　17系列 数　　量　　　2系列 数　　量　　　3系列 数　　量　　　195本（うち107本は故障
時バックアップ）

数　　量　　　６系列 数　　量　　　７系列 数　　量　　　４系列

- - - - - - - - - - - - - - - -

6系列 7系列 4系列 3系列

①３（２）セット（32本／セット）
※重要度高の機器グループ通水用
②２（１）セット（80本／セット）
※重要度中の機器グループ通水用

7系列 12系列 14系列 1系列 17系列 2系列 3系列

①３（２）セット（19本／セット）
※重要度高の機器グループ通水用
②２（１）セット（68本／セット）
※重要度中の機器グループ通水用

6系列 7系列 4系列

－ － － － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、
放射線）

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

自然現象等

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

人為事象
対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

操作環境

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

第４号
健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第５号
第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

系統設計

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処
設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

その他（飛散物）

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。

第７号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

人為事象
第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

第１号
容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

第２号

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件を考慮し
た設計とする。位置的分散（複数個
所）

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件を考慮し
た設計とする。位置的分散（複数個
所）

第３号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

第４号

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す

第５号

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

人為事象

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供
給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

保管場所

アクセスルート

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設
備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個
数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の
用途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築及びセル
排気系を代替する排気系による対

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却水配管・弁（凝縮器）

代替安全冷却水系
冷却水配管・弁（凝縮器）（設計基準
設備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

セル導出設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備か
らセルに導出するユニット

セル導出設備
セル導出ユニットフィルタ

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
隔離弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器（設計基
準設備兼用）

セル導出設備
第１エジェクタ凝縮器（設計基準設備
兼用）

セル導出設備
凝縮器

セル導出設備
可搬型配管

セル導出設備
可搬型配管

セル導出設備
可搬型配管

セル導出設備
凝縮液回収系

セル導出設備
凝縮液回収系（設計基準設備兼用）

セル導出設備
凝縮液回収系（設計基準設備兼用）

建屋内ホース - 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

建屋内ホース - - 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系

塔槽類廃ガス処理設備
隔離弁

高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

凝縮器 - - - 凝縮液回収系 高レベル廃液処理設備
高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮系

分離設備

種　　類　　　呼称65，10ｍ／本 - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 - 種類　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍ
ＤＯＰ粒子）

- - - - - - 種　　類　　　呼び径100Ａ 種　　類　　　呼び径65Ａ 種　　類　　　呼び径25Ａ - - -

数　　量　　　52本（うち26本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　122本（うち75本は故障
時バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　2基 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　４基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列

- - - - - 容　　量　　　約2,500ｍ３／ｈ／基 - - - - - - - - - - - -

２（１）セット １系列 2系列 ３（２）セット １系列 2基 １系列 １系列 ４基 １基 １基 １基 ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット １系列 １系列 １系列

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。
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重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33
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た設計とする。位置的分散（複数個
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に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
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内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
可搬型フィルタ

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型排風機

代替安全冷却水系
可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系
可搬型建屋外ホース

代替安全冷却水系
可搬型排水受槽

分離建屋換気設備
分離建屋排気系

分離建屋換気設備
分離建屋排気系

分離建屋換気設備
分離建屋排気系

- 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト -

可搬型中型移送ポンプ 可搬型建屋外ホース 可搬型排水受槽

- - - 種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍ
ＤＯＰ粒子）

種　　類　　　内径500ｍｍ，0.2ｍ／
本

種　　類　　　内径500ｍｍ，0.4ｍ／
本

種　　類　　　内径500ｍｍ，0.5ｍ／
本

種　　類　　　内径500ｍｍ，0.6ｍ／
本

種　　類　 　内径500ｍｍ×160ｍ
ｍ，0.8ｍ／本

種　　類　　　内径500ｍｍ，１ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，1.2ｍ／
本

種　　類　　　内径500ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　　　内径500ｍｍ，2.5ｍ／
本

種　　類　　　内径500ｍｍ，３ｍ／本 種　　類　　　遠心式
主要材料　 ステンレス鋼 - - -

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 基　　数　 　４基（うち２基は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　８本（うち４本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

台　　数　 　２台（うち１台は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６台 数　　量　518本 数　　量　　３基

- - - 容　　量　 　約2,500ｍ３／ｈ／基 - - - - - - - - - - 容　　量　 　約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ3/ｈ/台 - 容　　量　　　約300ｍ３／基

１系列 １系列 １系列 ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット 必要数６台（合計１3台） 必要数　　５１８本（合計1036本） 必要数　　３基（合計６基）

－ － － 約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － － － － － － － － 約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ3/ｈ/台 呼称　150 約300ｍ3

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応
する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
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対象からの距離を確保又は影響を受
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けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
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溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。
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溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
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を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
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は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。
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は「内部火災に対する防護方針」に
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置への設置、保管、容器への収納等
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火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
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化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に
基づく設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
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置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。
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は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
は手順により対応する。
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は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又
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に設置する設計、自然現象を考慮し
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する。
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設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
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ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。
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第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。
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重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
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地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を行
う。
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地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。
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内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第
31条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする

容易かつ確実な接続と規格の統一を
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容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。
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常設設備との接続はないため考慮し
ない。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件を考慮し
た設計とする。位置的分散（複数個
所）
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・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
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した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から105m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33
条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の安
全冷却水系と多様性、位置的分散を
図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の安
全冷却水系と多様性、位置的分散を
図る

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図
る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
ホース展張車

代替安全冷却水系
運搬車

代替安全冷却水系
中型移送ポンプ運搬車

ホース展張車 運搬車 中型移送ポンプ運搬車

- - -

数　量　　２台 数　量　　２台 数　量　　２台

- - -

必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台）

- - -

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

起動及び停止操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

常設設備との接続はない。
常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所
で使用する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の安
全冷却水系と多様性、位置的分散を
図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の安
全冷却水系と多様性、位置的分散を
図る

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の安
全冷却水系と多様性、位置的分散を
図る

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
内部ループ配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

プルトニウム精製設備 精製建屋一時貯留処理設備 冷却水設備
安全冷却水系

建屋内ホース 建屋内ホース プルトニウム精製設備 精製建屋一時貯留処理設備 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

分析設備 圧縮空気設備
水素掃気用安全圧縮空気系

建屋内ホース

- - - 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 種　　類　　　呼称40，20ｍ／本 - - - - - 種　　類　　　呼称40，20ｍ／本

数　　量　　　16系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　42本（うち28本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　114本（うち76本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　22系列 数　　量　　　６系列 数　　量　　　11系列 数　　量　　　13系列 数　　量　　　13系列 数　　量　　　78本（うち52本は故障時バック
アップ）

- - - - - - - - - - -

16系列 3系列 3系列
３（２）セット

３（２）セット 22系列 ６系列 11系列 13系列 13系列 ３（２）セット

－ － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、
放射線）

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

自然現象等

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

人為事象
対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

操作環境

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要

第４号
健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

第５号
第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

系統設計

弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

その他（飛散物）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

第７号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

人為事象 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

第１号
容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

第２号

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

第３号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

第４号

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

第５号

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

人為事象
第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供
給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

保管場所

アクセスルート

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼用）又
は冷却ジャケット配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼用）又
は冷却ジャケット配管・弁（設計基準設備兼
用）

可搬型建屋内ホース 可搬型建屋内ホース 代替安全冷却水系
冷却水配管・弁（凝縮器）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

セル導出設備
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する
ユニット

セル導出設備
セル導出ユニットフィルタ

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
隔離弁（設計基準設備兼用）

プルトニウム精製設備 精製建屋一時貯留処理設備 建屋内ホース 建屋内ホース - 建屋内ホース - - プルトニウム精製設備 精製建屋一時貯留処理設備 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
隔離弁

- - 種　　類　 　呼称65，20ｍ／本 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 - 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 - - - - - -

数　　量　　　16系列 数　　量　　　３系列 数　　量　 　28本（うち14本は故障時バック
アップ）

数　　量　 　180本（うち90本は故障時バック
アップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の対処
に必要な個数は38本，冷却コイル通水に使
用する場合の対処に必要な個数は90本で
ある

数　　量　　　２系列 数　　量　 　72本（うち48本は故障時バック
アップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　８系列 数　　量　　　３系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　６基

- - - - - - - - - - - -

16系列 3系列 ２（１）セット ２（１）セット ２系列 ３（２）セット １系列 ２系列 ８系列 ３系列 １系列 ６基

－ － － － － － － 約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － －

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
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弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
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地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。
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地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
セル導出設備
凝縮器

セル導出設備
予備凝縮器

セル導出設備
凝縮液回収系

- - -

- - -

数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列

- - -

１基 １基 １系列

－ － －

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

弁等の操作により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることで悪影響を与えな
い設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
セル導出設備
凝縮液回収系（設計基準設備兼用）

セル導出設備
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
可搬型フィルタ

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型排風機

代替安全冷却水系
可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系
可搬型建屋外ホース

代替安全冷却水系
可搬型排水受槽

代替安全冷却水系
ホース展張車

代替安全冷却水系
運搬車

プルトニウム精製設備 精製建屋換気設備
精製建屋排気系

精製建屋換気設備
精製建屋排気系

- 可搬型ダクト 可搬型ダクト 可搬型ダクト -
可搬型中型移送ポンプ 可搬型建屋外ホース 可搬型排水受槽 ホース展張車 運搬車

- - - 種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒
子）

種　　類　 　内径500ｍｍ，１ｍ／本 種　　類　 　内径500ｍｍ，２ｍ／本 種　　類　 　内径500ｍｍ，４ｍ／本 種　　類　　　遠心式
主要材料　 ステンレス鋼 - - - - -

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 基　　数　 　６基（うち４基は故障時バック
アップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時バック
アップ）

数　　量　 　４本（うち２本は故障時バック
アップ）

数　　量　 　６本（うち３本は故障時バック
アップ）

台　　数　 　３台（うち２台は故障時バック
アップ）

数　　量　　　６台 数　　量　518本 数　　量　　３基 数　量　　２台 数　量　　２台

- - - 容　　量　 　約2,500ｍ３／ｈ／基 - - - 容　　量　 　約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ
3
/ｈ/台 - 容　　量　 　約300ｍ

３
／基 - -

１系列 １系列 １系列 ３（２）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット
２セット＋１台
（１セット＋１台）

必要数６台（合計１3台） 必要数　　５１８本（合計1036本） 必要数　　３基（合計６基） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台）

－ － － 約2,500ｍ３／ｈ／基 － － － 約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ
3
/ｈ/台 呼称　150 約300ｍ

3 - -

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置へ
の設置、保管、容器への収納等を行う設計
とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内
部火災に対する防護方針」に基づく設計と
する。

内部発生飛散物から防護する設計
とする。
溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。

溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。
火災に対しては第29に基づく設計
又は「内部火災に対する防護方針」

溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。
火災に対しては第29に基づく設計
又は「内部火災に対する防護方針」

溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。
火災に対しては第29に基づく設計
又は「内部火災に対する防護方針」

溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。
火災に対しては第29に基づく設計
又は「内部火災に対する防護方針」

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計、設置場所での転
倒防止等の措置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措
置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措
置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措
置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

地震に対しては第31条に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措
置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

操作不要 ダンパの手動操作 ダンパの手動操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 起動及び停止操作 起動及び停止操作 弁操作 弁操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又
は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して
切替え可能な設計とする。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続によ
り重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を与えるこ
とはない。

通常時は分離されており悪影響を
与えることはない。

通常時は分離されており悪影響を
与えることはない。

通常時は分離されており悪影響を
与えることはない。

他の設備から独立して使用可能な
設計とすることで悪影響を与えない
設計とする。

他の設備から独立して使用可能な
設計とすることで悪影響を与えない
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に
設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

地震に対しては第31条に基づく設
計とすることにより他の設備に悪影
響を与えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

地震に対しては第31条に基づく設
計とすることにより他の設備に悪影
響を与えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

地震に対しては第31条に基づく設
計とすることにより他の設備に悪影
響を与えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

地震に対しては第31条に基づく設
計とすることにより他の設備に悪影
響を与えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失
しない設計とする。又は手順により対応す

第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。 第33条第1項第2号の環境条件で整理する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に
基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮し
た設計とする。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はない。
常設設備との接続はないため考慮
しない。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件を考慮した設計とする。位
置的分散（複数個所）

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮した建
屋内の常設と異なる保管場所に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設
計基準事故に対処するための設備から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から100m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から102m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から105m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から102m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から102m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内に確
保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホイール
ローダによる障害物の除去等により確保す
る。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第1項
第2号の環境条件に基づき設計するととも冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第
2号の環境条件に基づき設計するとともに冷
却水設備の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して設置
する。
火災に対しては「内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき設
計するとともに冷却水設備の安全冷却水系
と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。
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重大事故等対処設備　規則第３３条適合性　一覧表

35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
中型移送ポンプ運搬車

中型移送ポンプ運搬車

-

数　量　　２台

-

必要数２台（合計５台）

-

重大事故当時の環境条件を考慮し
た設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設
計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

対象からの距離を確保又は影響を
受けない設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、
保管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない
位置への設置、保管、容器への収
納等を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては
手順（再処理工程を停止する）によ
り対応する。
火災に対しては第29に基づく設計
又は「内部火災に対する防護方針」

地震に対しては第31条に基づく設
計、設置場所での転倒防止等の措
置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対
応する。

起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために
検査又は試験ができる設計とする。

重大事故等への対処専用で使用す
るため切替えは考慮しない。

他の設備から独立して使用可能な
設計とすることで悪影響を与えない
設計とする。

地震に対しては第31条に基づく設
計とすることにより他の設備に悪影
響を与えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建
屋内に設置、保管。屋外は固縛を
行う。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

常設設備との接続はないため考慮
しない。

線源からの離隔距離を確保した場
所で使用する。

屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するため
の設備から102m以上の離隔距離を
確保した外部保管エリアに保管す
る。

影響を受けない場所に確保する。
ホイールローダによる障害物の除
去等により確保する。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に
基づき設計するとともに冷却水設備
の安全冷却水系と多様性、位置的
分散を図る。

180



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 

 

 

181



SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却ジャケット配管・弁（設計基準設
備兼用）

代替安全冷却水系
内部ループ配管・弁（設計基準設備
兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース（冷却コイル等
への通水による冷却に使用する設
備）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却ジャケット配管・弁（設計基準設
備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース（内部ループ通
水による冷却に使用する設備）

代替安全冷却水系
冷却水配管（凝縮器）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

セル導出設備
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導
出するユニット

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系

冷却水設備
安全冷却水系

建屋内ホース（一部は，冷却コイル等
への通水による冷却に使用する設備
の代替安全冷却水系）

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系

計測制御設備 圧縮空気設備
水素掃気用安全圧縮空気系

圧縮空気設備
かくはん用安全圧縮空気系

建屋内ホース ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系

建屋内ホース（一部は，内部ループ通
水による冷却に使用する設備の代替
安全冷却水系）

- 建屋内ホース -

- - 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 - - - - 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 - 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 - 種　　類　 　呼称40，20ｍ／本 -

数　　量　　　２系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　44本（うち30本は故障時
バックアップ）
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は14本，冷却ジャ
ケット通水に使用する場合の対処に
必要な個数は18本である

数　　量　 　12系列 数　　量　　　４系列 数　　量　　　４系列 数　　量　　　４系列 数　　量　 　32本（うち22本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　８系列 数　　量　　　52本（うち34本は故障時
バックアップ）
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は14本，冷却ジャ
ケット通水に使用する場合の対処に
必要な個数は18本である。

数　　量　　　１基 数　　量　 　44本（うち30本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列

- - - - - - - - - - - - -

２系列 ２系列 ３（２）セット 12系列 ４系列 ４系列 ４系列 ３（２）セット ８系列 ２（１）セット １系列 ３（２）セット １系列

－ － － － － － － － － － － － －
重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、
放射線）

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

自然現象等

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

人為事象
対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする。

操作環境

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内
に設置する設計、自然現象を考慮し
て機能を喪失しない設計とする。又は
手順により対応する。

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作

第４号
健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第５号
第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考
慮して切替え可能な設計とする。

系統設計

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

弁等の操作によって安全機能を有す
る施設として使用する系統構成から
重大事故等対処設備としての系統構
成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔
若しくは分離された状態から弁等の
操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

その他（飛散物）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

第７号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。

人為事象
第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

第33条第1項第2号の環境条件で整
理する。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計
とする。

第１号
容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

第２号

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

第３号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

第４号

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

第５号

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

人為事象

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号
個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

保管場所

アクセスルート

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
セル導出設備
セル導出ユニットフィルタ

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
隔離弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
凝縮器

セル導出設備
予備凝縮器

セル導出設備
凝縮液回収系

セル導出設備
凝縮液回収系（設計基準設備兼用）

セル導出設備
凝縮液回収系（設計基準設備兼用）

セル導出設備
可搬型建屋内ホース

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

代替セル排気系
可搬型フィルタ

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型排風機

- ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備
隔離弁

- - - 化学薬品貯蔵供給設備
化学薬品貯蔵供給系

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝系

建屋内ホース ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備
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操作や接続により重大事故等対処設
備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。
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地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
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竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
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その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して
機能を喪失しない設計とする。又は手
順により対応する。
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容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を
確保した場所に設置する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮
した建屋内の常設と異なる保管場所
に保管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋
及び設計基準事故に対処するための
設備から100m以上の離隔距離を確
保した外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋
内に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却
水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計す
るとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮し
て設置する。
火災に対しては「内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に
使用する設備

内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に使
用する設備

内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に使
用する設備

内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に使
用する設備

内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に使
用する設備

内部ループ通水による冷却に使用す
る設備
貯槽等への注水に使用する設備
冷却コイル等への通水による冷却に使
用する設備

可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系
可搬型建屋外ホース

代替安全冷却水系
可搬型排水受槽

代替安全冷却水系
ホース展張車

代替安全冷却水系
運搬車

代替安全冷却水系
中型移送ポンプ運搬車

可搬型中型移送ポンプ 可搬型建屋外ホース 可搬型排水受槽 ホース展張車 運搬車 中型移送ポンプ運搬車

- - - - - -

数　　量　　　６台 数　　量　518本 数　　量　　８基 数　量　　２台 数　量　　２台 数　量　　２台

約240ｍ
3
/ｈ/台 - 容　　量　 約300ｍ

３
／基 - - -

必要数６台（合計１3台） 必要数　　５１８本（合計1036本） 必要数　　８基（合計16基） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台）

約240ｍ
3
/ｈ/台 呼称　150 約300ｍ

3 - - -

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計と
する。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等
を行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手
順（再処理工程を停止する）により対
応する。
火災に対しては第29に基づく設計又
は「内部火災に対する防護方針」に基
づく設計とする

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計、設置場所での転倒防
止等の措置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

地震に対しては第31条に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講
ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応す
る。

起動及び停止操作 弁操作 弁操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

通常時は分離されており悪影響を与
えることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

他の設備から独立して使用可能な設
計とすることで悪影響を与えない設計
とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与
えない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はない。
常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮し
ない。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所
に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から105m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から102m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等
により確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基
づき設計するとともに冷却水設備の
安全冷却水系と多様性、位置的分散
を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。
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SA設備基準適合性一覧表

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の発生防止対策設備
（内部ループへの通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
冷却水給排水配管・弁

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
内部ループ配管・弁（設計基準設備兼用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却水注水配管・弁

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

- 高レベル廃液ガラス固化設備 冷却水設備
安全冷却水系

冷却水設備
安全冷却水系

建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース - 高レベル廃液処理設備
高レベル濃縮廃液貯蔵系

高レベル廃液処理設備
共用貯蔵系

高レベル廃液ガラス固化設備 化学薬品貯蔵供給設備
化学薬品貯蔵供給系

- - - - 種　　類　　　呼称150，10ｍ／本 種　　類　　　呼称150，５ｍ／本 種　　類　　　呼称150，２ｍ／本 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 種　　類　　　呼称65，10ｍ／本 - - - - -

数　　量　　　２系列 数　　量　　　12系列 数　　量　　　10系列 数　　量　　　10系列 数　　量　　　200本（うち126本は故障
時バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は50本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は74本である。

数　　量　　　18本（うち12本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は４本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は６本である。

数　　量　　　22本（うち14本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は４本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は８本である。

数　　量　　　130本（うち90本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は16本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は40本である。

数　　量　　　36本（うち28本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は６本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は８本である。

数　　量　　　２系列 数　　量　　　20系列（うち８系列は，放
射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対
処するための設備の水素爆発未然防
止設備，４系列は放射線分解による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対

数　　量　　　６系列（うち２系列は，放
射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対
処するための設備の水素爆発未然防
止設備，２系列は放射線分解による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対

数　　量　　　22系列（うち６系列は，放
射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対
処するための設備の水素爆発未然防
止設備，４系列は放射線分解による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対

数　　量　　　４系列

- - - - - - - - - - - - - -

２系列 12系列 10系列 10系列

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

２系列 20系列 ６系列 22系列 ４系列

－ － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設計と
する。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

自然現象等

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
する。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置す
る設計、自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

人為事象
対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受けない
設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とする。
溢水量を考慮した位置への設置、保管、被
水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置への
設置、保管、容器への収納等を行う設計とす
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は「内部
火災に対する防護方針」に基づく設計とす
る。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

操作環境

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、
設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に設置
する設計、自然現象を考慮して機能を喪失し
ない設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

操作内容 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作 弁の手動操作

第４号
健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査又は
試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第５号
第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮して切
替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

系統設計

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有する
施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とす
ることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有する
施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とす
ることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

その他（飛散物）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
する。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内に設
置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

第７号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確保し
た場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
する。
その他の自然現象を考慮し建屋内に設置す
る設計、自然現象を考慮して機能を喪失しな
い設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

人為事象
第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理する。
第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1項第2
号の環境条件に基づき設計する。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31条に基
づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計とする。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

第１号
容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

第２号

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

第３号
遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

第４号

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

第５号

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

自然現象

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

人為事象

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

周辺機器からの悪影響

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第６号

保管場所

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響
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SA設備基準適合性一覧表

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

自然現象等

人為事象

周辺機器からの悪影響

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第６号

保管場所

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（貯槽等への注水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
機器注水配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
冷却水給排水配管・弁

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
冷却コイル配管・弁（設計基準設備兼
用）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

圧縮空気設備
水素掃気用安全圧縮空気系

計測制御設備 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース - 高レベル廃液ガラス固化設備 冷却水設備
安全冷却水系

建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース 建屋内ホース

- - 種　　類　　　呼称150，10ｍ／本 種　　類　　　呼称150，５ｍ／本 種　　類　　　呼称150，２ｍ／本 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 種　　類　　　呼称65，10ｍ／本 - - - 種　　類　　　呼称150，10ｍ／本 種　　類　　　呼称150，５ｍ／本 種　　類　　　呼称150，２ｍ／本 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本

数　　量　　　11系列 数　　量　　　10系列（うち４系列は，放
射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対
処するための設備の水素爆発未然防
止設備，６系列は放射線分解による爆
発に対処するための設備の高レベル
廃液ガラス固化建屋の水素爆発に対

数　　量　 　110本（うち74本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　８本（うち６本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　20本（うち14本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　161本（うち108本は故障
時バックアップ）

数　　量　 　35本（うち24本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　２系列 数　　量　　　12系列 数　　量　　　10系列 数　　量　　　200本（うち126本は故障
時バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は50本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は74本である。

数　　量　　　18本（うち12本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は４本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は６本である。

数　　量　　　22本（うち14本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は４本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は８本である。

数　　量　　　130本（うち90本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は16本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は40本である。

- - - - - - - - - - - - - -

11系列 10系列 ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ３（２）セット ２系列 12系列 12系列

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

－ － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
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しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。
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火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

自然現象等

人為事象

周辺機器からの悪影響

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第６号

保管場所

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（冷却コイル等への通水による冷却）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

代替安全冷却水系
凝縮器冷却水給排水配管・弁

代替安全冷却水系
冷却水配管・弁（凝縮器）

代替安全冷却水系
可搬型建屋内ホース

建屋内ホース - 建屋内ホース

種　　類　　　呼称65，10ｍ／本 - - 種　　類　　　呼称150，10ｍ／本

数　　量　　　36本（うち28本は故障時
バックアップ）＊
＊内部ループ通水に使用する場合の
対処に必要な個数は６本，冷却コイル
通水に使用する場合の対処に必要な
個数は８本である。

数　　量　　　１系列 数　　量　　　２系列 数　　量　　　68本（うち46本は故障時
バックアップ）

- - - -

①３（２）セット
※内部ループ通水用
②２（１）セット
※冷却コイル通水用

１系列 ２系列 ３（２）セット

－ － － －

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

第33条第1項第2号の環境条件で整理
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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SA設備基準適合性一覧表

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

自然現象等

人為事象

周辺機器からの悪影響

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第６号

保管場所

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（凝縮器への通水）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（セルへの導出経路の構築）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 常設重大事故等対処設備
代替安全冷却水系
可搬型配管

セル導出設備
塔槽類廃ガス処理設備からセルに導
出するユニット

セル導出設備
セル導出ユニットフィルタ

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

セル導出設備
配管・弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
隔離弁（設計基準設備兼用）

セル導出設備
凝縮器

セル導出設備
予備凝縮器

セル導出設備
気液分離器

セル導出設備
凝縮液回収系

セル導出設備
可搬型配管

セル導出設備
可搬型配管

代替セル排気系
ダクト・ダンパ（設計基準設備兼用）

- - 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

高レベル廃液ガラス固化設備 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

- - - - 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

種　　類　 　呼び径150A×200A - - - - - - - - - - 種　　類　　　呼び径400A 種　　類　　　呼び径250A -

数　　量　 　４本（うち２本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　 　２系列（うち１系列は故障
時バックアップ）

数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　１系列 数　　量　　　４基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１基 数　　量　　　１系列 数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　 　２本（うち１本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　１系列

- - - - - - - - - - - - - -

２（１）セット １系列 ２系列 １系列 １系列 １系列 ４基 １基 １基 １基 １系列 ２（１）セット ２（１）セット 　１系列

－ － － － － － － － － － － － － －

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

操作不要 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 弁の手動操作 操作不要 弁の手動操作 操作不要 操作不要 操作不要 弁の手動操作 操作不要 操作不要 ダンパの手動操作
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通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

重大事故等発生前（通常時）の離隔若
しくは分離された状態から弁等の操作
や接続により重大事故等対処設備とし
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備に悪影響を及ぼさない設計とする。

弁等の操作によって安全機能を有する
施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とす
ることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。
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ることにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
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竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。
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遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。
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地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。
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内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計す
る。
溢水源（漏えい源）とならないよう第31
条に基づく設計とする。
火災に対しては第29条に基づく設計と
する。
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容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。
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地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）
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・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

189



SA設備基準適合性一覧表

重大事故当時の環境条
件（温度、圧力、湿度、放
射線）

自然現象等

人為事象

周辺機器からの悪影響

操作環境

操作内容

第４号

第５号

系統設計

その他（飛散物）

第７号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

自然現象

人為事象

周辺機器からの悪影響

共
通
要
因
故
障
防
止

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給
するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第６号

保管場所

設置場所（放射線影響の防止）

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備
の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数
は除く。
容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用
途で使用する場合）

第６号
悪
影
響

35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固 35条　蒸発乾固
蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の拡大防止対策設備
（代替セル排気系による対応）

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

蒸発乾固の発生防止対策設備
蒸発乾固の拡大防止対策設備

可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備
代替セル排気系
可搬型フィルタ

代替セル排気系
可搬型デミスタ

代替セル排気系
可搬型ダクト

代替セル排気系
可搬型排風機

代替安全冷却水系
可搬型中型移送ポンプ

代替安全冷却水系
可搬型建屋外ホース

代替安全冷却水系
可搬型排水受槽

代替安全冷却水系
ホース展張車

代替安全冷却水系
運搬車

代替安全冷却水系
中型移送ポンプ運搬車

- - - -

可搬型中型移送ポンプ 可搬型建屋外ホース 可搬型排水受槽 ホース展張車 運搬車 中型移送ポンプ運搬車

種　　類　　　高性能粒子フィルタ
粒子除去効率　99.9％以上（0.3μｍＤ
ＯＰ粒子）

- 種　　類　　　内径200 ｍｍ 種　　類　　　遠心式
主要材料　 ステンレス鋼 - - - - - -

基　　数　 　４基（うち２基は故障時
バックアップ）

基　　数　 　８基（うち４基は故障時
バックアップ）

数　　量　 　約124ｍ（うち約62ｍは故
障時バックアップ）

台　　数　 　３台（うち２台は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６台 数　　量　　375本 数　　量　　３基 数　量　　２台 数　量　　２台 数　量　　２台

容　　量　 　約2,500ｍ３／ｈ／基 - - 容　　量　 　約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ3/ｈ/台 - 容　　量　　　約300ｍ３／基 - - -

２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット
２セット＋１台
（１セット＋１台）

必要数６台（合計１3台） 必要数　　375本（合計740本） 必要数　　３基（合計６基） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台） 必要数２台（合計５台）

約2,500ｍ３／ｈ／基 － － 約2,400ｍ３／ｈ／台 約240ｍ3/ｈ/台 呼称　150 約300ｍ3 - - -

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した
設計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設
計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設
計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設
計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設
計とする。

重大事故当時の環境条件を考慮した設
計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象を考慮し建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計と
する。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受
けない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

対象からの距離を確保又は影響を受け
ない設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

内部発生飛散物から防護する設計とす
る。
溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位
置への設置、保管、容器への収納等を
行う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

溢水量を考慮した位置への設置、保
管、被水対策を行う設計とする。
化学薬品漏えいの影響を受けない位置
への設置、保管、容器への収納等を行
う設計とする。
溢水、化学薬品漏えいに対しては手順
（再処理工程を停止する）により対応す
る。
火災に対しては第29に基づく設計又は
「内部火災に対する防護方針」に基づく
設計とする。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
その他は自然現象を考慮した建屋内に
設置する設計、自然現象を考慮して機
能を喪失しない設計とする。又は手順
により対応する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計、設置場所での転倒防止等
の措置を講ずる。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、設
置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、設
置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、設
置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、設
置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

地震に対しては第31条に基づく設計、設
置場所での転倒防止等の措置を講ず
る。
自然現象を考慮して機能を喪失しない
設計とする。又は手順により対応する。

操作不要 操作不要 操作不要 起動及び停止操作 起動及び停止操作 弁操作 弁操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作 起動及び停止操作

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検
査又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

健全性及び能力を確認するために検査
又は試験ができる設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

第33条第1項第2号の環境条件を考慮
して切替え可能な設計とする。

重大事故等への対処専用で使用する
ため切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用するた
め切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用するた
め切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用するた
め切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用するた
め切替えは考慮しない。

重大事故等への対処専用で使用するた
め切替えは考慮しない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

通常時は分離されており悪影響を与え
ることはない。

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

他の設備から独立して使用可能な設計
とすることで悪影響を与えない設計とす
る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋
内に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与え
ない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内
に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与え
ない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内
に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与え
ない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内
に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与え
ない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内
に設置、保管。屋外は固縛を行う。

地震に対しては第31条に基づく設計と
することにより他の設備に悪影響を与え
ない設計とする。
竜巻（風（台風）含む）に対しては建屋内
に設置、保管。屋外は固縛を行う。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

容易かつ確実な接続と規格の統一を
考慮した設計とする。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はない。
常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。（複数個所）
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件を考慮した設
計とする。位置的分散（複数個所）

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

常設設備との接続はないため考慮しな
い。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

遮蔽の設置、線源からの離隔距離を確
保した場所に設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所に
設置する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

線源からの離隔距離を確保した場所で
使用する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2の環境条件を考慮し
た建屋内の常設と異なる保管場所に保
管する。
・屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及
び設計基準事故に対処するための設
備から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及び
設計基準事故に対処するための設備か
ら102m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及び
設計基準事故に対処するための設備か
ら105m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及び
設計基準事故に対処するための設備か
ら102m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及び
設計基準事故に対処するための設備か
ら102m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管する。

屋外は重大事故等が発生する建屋及び
設計基準事故に対処するための設備か
ら102m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

・第33条第1項第2号を考慮した建屋内
に確保する。
・影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホ
イールローダによる障害物の除去等に
より確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホイー
ルローダによる障害物の除去等により
確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホイー
ルローダによる障害物の除去等により
確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホイー
ルローダによる障害物の除去等により
確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホイー
ルローダによる障害物の除去等により
確保する。

影響を受けない場所に確保する。ホイー
ルローダによる障害物の除去等により
確保する。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に
基づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条
第1項第2号の環境条件に基づき設計
するとともに冷却水設備の安全冷却水
系と多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。

地震に対しては「地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
その他の自然現象に対しては第33条第
1項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づ
き設計するとともに冷却水設備の安全
冷却水系と多様性、位置的分散を図
る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図る。

第33条第1項第2号の環境条件に基づき
設計するとともに冷却水設備の安全冷
却水系と多様性、位置的分散を図る。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。

内部発生飛散物に対しては第33条第1
項第2号の環境条件に基づき設計する
とともに冷却水設備の安全冷却水系と
多様性、位置的分散を図る。
被水（被液）防護、溢水高さを考慮して
設置する。
火災に対しては「内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う。
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令和２年４月２８日  Ｒ５

補足説明資料２－３（３５条）
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別紙‐４ 

系統図 
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流量計 手動弁 

可搬型接続金具等 

 
 （破線） 本設備以外の設備 

可搬型中型移送ポン 
プ（水中ポンプ） ホース 

F 

→ 可搬型建屋外 

図１ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための 
     代替安全冷却水系の系統概要図 屋外（その１） 

※1 ▲は弁操作可能 

※2 故障時バックアップを

示す。いずれか 1 台を

接続できるようにす

る。 

前処理建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

前処理建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

5 図  
分離建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

分離建屋の代替安全冷却水系 

（貯槽等への注水） 

分離建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

精製建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

精製建屋の代替安全冷却水系 

（貯槽等への注水） 

精製建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

（貯槽等への注水） 

（凝縮器への通水） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全冷却水系 

（貯槽等への注水） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

 F 

 F 

 F 

※１ 

※１ 

※１ 

※１ 
※2 

 

 
※２ 

 

 

 

 

第１貯水槽 

各建屋からの排水 

（その２より） 

 → 

 F 

 → 

 → 

 F 

→ 

前処理建屋の代替安全冷却水系 

（貯槽等への注水） 
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流量計 手動弁 

可搬型接続金具等 

 
（破線） 本設備以外の設備 

可搬型中型移送ポン 
プ（水中ポンプ） 

F 

→ 

 → 

 → 

 → 

図１ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための 
     代替安全冷却水系の系統概要図 屋外（その２） 

 

 前処理建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

前処理建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

分離建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

分離建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

精製建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

精製建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全冷却水系 

（内部ループへの通水又は冷却コイル等への通水） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の代替安全冷却水系 

（凝縮器への通水） 

 

可搬型 

排水受槽 

 

可搬型 

排水受槽 

 

可搬型 

排水受槽 

可搬型 

排水受槽 

可搬型 

排水受槽 

可搬型 

排水受槽 

 

可搬型 

排水受槽 

 

可搬型 

排水受槽 

※１ 

※１ 

※１ 

※１ 

※１ ▲は弁操作可能 

第１貯水槽へ 

（その１へ） 

 

第１貯水槽へ 

（その１へ） 

 

第１貯水槽へ 

（その１へ） 

 

ホース 
可搬型建屋外 
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前処理建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための系統概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

（建屋境界）

①’に接続する

①に接続する

導出先セル

可搬型排風機他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

※１

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

凝縮水回収先セル等

内部ループ

膨張槽

セル

第１貯水槽

可搬型発電機

弁・ダンパ（閉止）

排風機・ポンプ

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒
可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（太線） L 液位計

P 圧力計
弁・ダンパ（開）

R モニタ

②

②’

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

凝縮器

（破線） 本対策以外の設備

※１ 中間ポットＡ
中間ポットＢ
中継槽Ａ
中継槽Ｂ
不溶解残渣回収槽Ａ※２

不溶解残渣回収槽Ｂ※２

リサイクル槽Ａ
リサイクル槽Ｂ
計量前中間貯槽Ａ
計量前中間貯槽Ｂ
計量後中間貯槽
計量・調整槽
計量補助槽

※２ 安全機能喪失により事象が進展
し沸点に至るまでの時間余裕が
大きい機器ならない機器

＊１～＊７については別表参照

＊７＊７

＊７

＊６

＊６

＊５

＊４ ＊４

＊３

＊３

＊２

＊１ ＊１

＊３ ＊３

（線量計含む）
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別表 蒸発乾固の発生防止対策の操作対象機器リスト

内部ループへの通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊1 代替安全冷却水系の

内部ループ配管の弁

手動操作 前処理建屋

地下３階

196



別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

貯槽等への注水 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊2 代替安全冷却水系の 

機器注水配管の弁 

手動操作 前処理建屋 

地上１階，地上３階 

 

冷却コイル等への通水による冷却 

 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊4 代替安全冷却水系の 

冷却水(凝縮器)の弁 

手動操作 前処理建屋 

地下１階，地上１階 

＊5 セル導出設備の隔離

弁 

手動操作 前処理建屋 

地上２階 

＊6 セル導出設備の配管

の弁 

手動操作 前処理建屋 

地下１階、地上１階 

＊7 代替セル排気系のダ

クトのダンパ 

手動操作 前処理建屋 

地下３階，地上２階 

 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊3 代替安全冷却水系の 

冷却コイル配管の弁 

手動操作 前処理建屋 

地下３階，地下１階 

地上１階 
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分離建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための系統概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

（建屋境界）

①’に接続する

①に接続する

導出先セル

可搬型排風機

他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

※１

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

内部ループ

セル

第１貯水槽 可搬型発電機

弁・ダンパ（閉止）

排風機・ポンプ

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒

可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（太線） L 液位計

P 圧力計
弁・ダンパ（開）

R モニタ

②

②’

T

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

（破線） 本対策以外の設備

（線量計含む）

※１ 高レベル廃液濃縮缶
※２ 高レベル廃液濃縮缶凝縮器

第１エジェクタ凝縮器
※３ 高レベル廃液供給槽

第６一時貯留処理槽
溶解液中間貯槽
溶解液供給槽
抽出廃液受槽
抽出廃液中間貯槽
抽出廃液供給槽
第１一時貯留処理槽
第３一時貯留処理槽
第４一時貯留処理槽
第７一時貯留処理槽
第８一時貯留処理槽

※４ 内部ループ等の系統構成については
高レベル廃液濃縮缶と同様。ただし、
内部ループには膨張槽が備え付け
られている。

＊１～＊11については別表参照

＊２

＊１

＊１

＊１

＊３

＊３

＊３

＊４

＊５

＊５

＊10

＊９

凝縮器※２

蒸発乾固対象貯槽等
※３, ４

＊６
＊７

凝縮水回収先貯槽

L

F

凝縮器

＊８
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内部ループ通水による冷却を実施するための設備

別表 蒸発乾固の発生防止対策の操作対象機器リスト

№ 機器名称 操作方法 操作箇所

＊１
代替安全冷却水系の内部
ループ配管の弁

手動操作
分離建屋
地下２階、地下１階、地上１階、地上３階
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貯水槽から機器への注水を実施するための設備

別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト（１／２）

№ 機器名称 操作方法 操作箇所

＊２
代替安全冷却水系の
機器注水配管の弁

手動操作
分離建屋
地下１階、地上１階、地上２階、地上３階

№ 機器名称 操作方法 操作箇所

＊３
代替安全冷却水系の
冷却コイル配管の弁

手動操作
分離建屋
地下２階、地下１階、地上１階、地上２階、
地上３階、

冷却コイル等への通水による冷却を実施するための設備
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セルへの導出経路を構築するための設備

別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト（２／２）

№ 機器名称 操作方法 操作箇所

＊４ セル導出設備の隔離弁 手動操作
分離建屋
地上２階

＊５ セル導出設備の配管の弁 手動操作
分離建屋
地上１階、地上２階

＊６
代替安全冷却水系の冷却水配
管（凝縮器）の弁

手動操作
分離建屋
地上３階

＊７
代替安全冷却水系の冷却水配
管（凝縮器）の弁

手動操作
分離建屋
地上３階

＊８
代替安全冷却水系の冷却水配
管（凝縮器）の弁

手動操作
分離建屋
地上２階

＊９
セル導出設備の凝縮液回収系
の弁

手動操作
分離建屋
地上２階

＊10
セル導出設備のダクトのダン
パ

手動操作
分離建屋
地上４階

201



別表 蒸発乾固の発生の防止のための措置の操作対象機器リスト

内部ループ通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊1 代替安全冷却水系の

内部ループ配管の弁

手動操作 分離建屋地下２階、地下１

階、地上１階、地上３階
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別表 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の操作対象機器リスト

貯水槽への注水

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊2 代替安全冷却水系の

機器注水配管の弁

手動操作 分離建屋地下１階、地上１

階、地上２階、地上３階

冷却コイル等への通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊3 代替安全冷却水系の

冷却コイル配管の弁

手動操作 分離建屋地下２階、地下１

階、地上１階、地上２階、地

上３階、

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊4 代替安全冷却水系の

冷却水配管（凝縮器）

の弁

手動操作 分離建屋地上３階

＊5 代替安全冷却水系の

冷却水配管（凝縮器）

の弁

手動操作 分離建屋地上３階

＊6 代替安全冷却水系の

冷却水配管（凝縮器）

の弁

手動操作 分離建屋地上２階

＊7 セル導出設備の隔離

弁

手動操作 分離建屋地上２階

＊8 セル導出設備の配管

の弁

手動操作 分離建屋地上１階、地上２階

＊9 セル導出設備の凝縮

液回収系の弁

手動操作 分離建屋地上２階

＊10 セル導出設備のダク

トのダンパ

手動操作 分離建屋地上４階
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精製建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための系統概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

（建屋境界）

①’に接続する

①に接続する

導出先セル

可搬型排風機他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

※１

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

凝縮水回収先セル等

内部ループ

膨張槽

セル

第１貯水槽

可搬型発電機

弁・ダンパ（閉止）

排風機・ポンプ

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒
可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（太線） L 液位計

P 圧力計
弁・ダンパ（開）

R モニタ

②

②’

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

凝縮器

（破線） 本対策以外の設備

（線量計含む）

※１ プルトニウム溶液受槽
油水分離槽
プルトニウム濃縮缶供給槽
プルトニウム溶液一時貯槽
プルトニウム濃縮液受槽
リサイクル槽
希釈槽
プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽
第１一時貯留処理槽
第２一時貯留処理槽
第３一時貯留処理槽

＊１～＊７については別表参照

＊１

＊１

＊１

＊３

＊３ ＊３

＊２

＊４

＊５

＊６

＊５

＊７

＊８
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別表 蒸発乾固の発生防止対策の操作対象機器リスト 

 

内部ループへの通水による冷却 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊1 代替安全冷却水系の

内部ループ配管の弁 

手動操作 精製建屋地下２階、地下１階 
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別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト

貯槽等への注水

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊2 代替安全冷却水系の

機器注水配管の弁

手動操作 精製建屋地下１階、地上４階

冷却コイル等への通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊3 代替安全冷却水系の

冷却コイル配管の弁

手動操作 精製建屋地下３階、地下２階、

地下１階

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊4 セル導出設備の隔離

弁

手動操作 精製建屋地上５階

＊5 セル導出設備の塔槽

類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユ

ニットの弁

手動操作 精製建屋地上１階、地上２階

＊6 代替安全冷却水の凝

縮器の弁

手動操作 精製建屋地上２階、地上４階

＊7 セル導出設備の凝縮

液回収の弁

手動操作 精製建屋地上２階、地上４階

＊8 代替換気設備のダク

トのダンパ

手動操作 精製建屋地上２階、地上４階
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための系統概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

（建屋境界）

①’に接続する

①に接続する

導出先セル

可搬型排風機他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

※１

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

凝縮水回収先セル等

内部ループ

膨張槽

セル

第１貯水槽

可搬型発電機

弁・ダンパ（閉止）

排風機・ポンプ

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒
可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（太線） L 液位計

P 圧力計
弁・ダンパ（開）

R モニタ

②

②’

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

凝縮器

（破線） 本対策以外の設備

（線量計含む）

＊１

＊３

＊２

＊４

＊５

＊９

＊８

＊７

＊６

※１ 硝酸プルトニウム貯槽
混合槽Ａ
混合槽Ｂ
一時貯槽

＊１～＊10については別表参照

＊３＊３

＊10

＊５
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別表 蒸発乾固の発生防止対策の操作対象機器リスト

内部ループ通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊1 代替安全冷却水系の

内部ループ配管の弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地下１階，地上１階
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別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト

貯槽等への注水

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊2 代替安全冷却水系の

機器注水配管の弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地上１階，地上２階

冷却コイル等への通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊3 代替安全冷却水系の

冷却ジャケット配管

の弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地下１階

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊4 セル導出設備の隔離

弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地上２階

＊5 セル導出設備の配管

の弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地上１階，地上２階

＊6 代替安全冷却水系の

冷却水配管の弁（凝縮

器）

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地上１階，地上２階

＊7 セル導出設備の凝縮

液回収系の弁

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地下２階

＊８ セル導出設備の塔槽

類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユ

ニットの弁（セル導出

ユニットフィルタま

わり）

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地上１階

＊９ セル導出設備のダク

トのダンパ

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地下１階

＊10 代替セル排気系のダ

クトのダンパ

手動操作 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋地下２階
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高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための系統概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート，接続箇所，個数及び位置については，
ホース敷設ルートごとに異なる。

（建屋境界）

①’に接続する

①に接続する

導出先セル

可搬型排風機他建屋の代替安全
冷却水系より

可搬型排水受槽

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等

※１

①①’

セル導出
ユニット
フィルタ

凝縮水回収先セル等

内部ループ

膨張槽

セル

第１貯水槽

可搬型発電機

弁・ダンパ（閉止）

排風機・ポンプ

凡例

接続口

可搬型中型移送ポンプ
（水中ポンプ）

主排気筒
可搬型フィルタ

常設重大事故等対処設備 F 流量計

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ホース等） T 温度計

本対策に使用する設備（太線） L 液位計

P 圧力計
弁・ダンパ（開）

R モニタ

②

②’

T

L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P P

P

P

R

L

P

F

凝縮器

（破線） 本対策以外の設備

（線量計含む）

※１ 高レベル廃液混合槽
供給液槽
供給槽
高レベル濃縮廃液貯槽
高レベル濃縮廃液一時貯槽
高レベル廃液共用貯槽

＊１～＊10については別表参照

＊３

＊２

＊４

＊１

＊１

＊１

＊２

＊５

＊５

＊５

＊６

＊７

＊７

＊８

＊９

＊９

＊11

＊10
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別表 蒸発乾固の発生防止対策の操作対象機器リスト

内部ループへの通水による冷却

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊１
代替安全冷却水系の

内部ループ配管の弁
手動操作

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下２階，地上１階

＊２

代替安全冷却水系の

冷却水給排水配管の

弁

手動操作
高レベル廃液ガラス固化建屋

地下２階，地下１階，地上１階
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別表 蒸発乾固の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

貯槽等への注水 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊３ 
代替安全冷却水系の

機器注水配管の弁 
手動操作 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下３階，地下２階，地下１階， 

地上１階 

＊４ 
代替安全冷却水系の

冷却水注水配管の弁 
手動操作 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下２階，地下１階，地上１階 

 

冷却コイル等への通水による冷却 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ 
代替安全冷却水系の

冷却水給排水配管の

弁 

手動操作 
高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下２階，地下１階，地上１階 

＊５ 
代替安全冷却水系の

冷却コイル配管の弁 
手動操作 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下２階，地下１階 
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セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応

No. 機器名称 操作方法 操作箇所

＊６
セル導出設備の隔離

弁
手動操作

高レベル廃液ガラス固化建屋

地上１階

＊７
セル導出設備の配管

の弁
手動操作

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階，地上１階

＊８

代替安全冷却水系の

冷却水配管（凝縮器）

の弁

手動操作
高レベル廃液ガラス固化建屋

地上１階

＊９

代替安全冷却水系の

凝縮器冷却水給排水

配管の弁

手動操作
高レベル廃液ガラス固化建屋

地上１階

＊10
セル導出設備の凝縮

液回収系の弁
手動操作

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階

＊11
代替セル排気系の

ダクトのダンパ
手動操作

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下１階
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令和２年４月１３日  Ｒ３

補足説明資料２－４（３５条）
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別紙‐５ 

容量設定根拠 
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名 称 可搬型排風機 

容量 m３／h 

（1台当たり） 

約 2,400ｍ３／ｈ（注１） 

機器仕様に関する注記 注１：公称値をしめす。 

注２：セルに導出される廃ガスは凝縮器に

より，蒸気は凝縮されるため廃ガス

の流量として考慮すべきものは，沸

騰による水素発生量の増加を考慮

した，機器内の水素濃度を未然防止

濃度に維持するために必要な圧縮

空気流量のみであるため，設定根拠

は水素爆発へ対処と同様である。 

【設定根拠】（注２） 

可搬型排風機は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 放射性物質を含む気体を導出したセルからの放射性物質の経路外放出を

防止するため，可搬型フィルタ（高性能粒子フィルタ）を有する放出影響緩

和設備を通じて主排気筒から大気中へ管理放出する。 

可搬型排風機の保有数は以下の通り。 

・前処理建屋：１台

・分離建屋：１台，

・精製建屋：１台，

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋：１台

・高レベル廃液ガラス固化建屋：１台

・上記の必要数５台に加え、予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを６台，合計 11台を確保する。

１．容量 

沸騰による水素発生量の増加を考慮した，機器内の水素濃度を未然防止

濃度に維持するために必要な圧縮空気流量に対し余裕を考慮した流量は，

流量が最大となる建屋において約 78m３／hである。（添付(1)参照） 

圧縮空気の供給による導出先セルからの経路外放出を防止するため，約

78m３／hに対し余裕のある容量として，公称値を約 2,400ｍ３／ｈとする。 
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添付(1) 

沸騰による水素発生量の増加を考慮した 

機器内の水素濃度を未然防止濃度に維持するために必要な圧縮空気流量に対し， 

余裕を考慮した流量について 

沸騰による具体的な水素発生量の増加度合いは文献等で明確に記載されてい

ないことから、沸騰時水素発生速度は以下の係数を乗じることにより求める。 

・水素発生速度を 2 倍にする（ただし、液深効果でＧ値を 1/20 にしている機

器は 40倍）

未然防止濃度（水素濃度４vol％）を維持するための圧縮空気流量は，水素発

生速度／0.04 とし，更に 1.5 倍の余裕を考慮した。また，機器 1 基当たりの圧

縮空気流量が３×10－２ｍ３／h 未満の場合は，圧縮空気流量を３×10－２ｍ３／h

とした。 

機器毎及び建屋毎の圧縮空気流量を第 1表～第５表に示す。 

このうち，圧縮空気流量が最大となる建屋は高レベル廃液ガラス固化建屋で

あって，圧縮空気流量は 78m３／hである。 
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第 1 表 必要圧縮空気流量（前処理建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 

速度 
（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

ハル洗浄槽 A(外側) 1.08E-05 1.08E-05 0.02 0.03 

ハル洗浄槽 B(外側) 1.08E-05 1.08E-05 0.02 0.03 

水バッファ槽 6.22E-04 6.22E-04 0.02 0.03 

中継槽 A 2.11E-03 4.23E-03 0.11 0.16 

中継槽 B 2.11E-03 4.23E-03 0.11 0.16 

リサイクル槽 A 6.04E-04 1.21E-03 0.03 0.05 

リサイクル槽 B 6.04E-04 1.21E-03 0.03 0.05 

不溶解残渣回収槽 A 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

不溶解残渣回収槽 B 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

計量前中間貯槽 A 7.55E-03 1.51E-02 0.38 0.57 

計量前中間貯槽 B 7.55E-03 1.51E-02 0.38 0.57 

計量・調整槽 5.68E-03 1.14E-02 0.28 0.43 

計量後中間貯槽 5.68E-03 1.14E-02 0.28 0.43 

計量補助槽 1.59E-03 3.18E-03 0.08 0.12 

中間ポット A 3.93E-05 7.85E-05 0.02 0.03 

中間ポット B 3.93E-05 7.85E-05 0.02 0.03 

合計 3.43E-02 6.79E-02 1.81 2.72 
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第２表 必要圧縮空気流量（分離建屋）

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 

速度 
（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

抽出塔 5.29E-03 5.29E-03 0.132 0.20 

第１洗浄塔 3.28E-03 3.28E-03 0.0820 0.12 

第２洗浄塔 1.53E-03 1.53E-03 0.0382 0.06 

ＴＢＰ洗浄塔 4.88E-03 4.88E-03 0.122 0.18 

プルトニウム分配塔 2.59E-03 2.59E-03 0.0647 0.10 

ウラン洗浄塔 5.38E-04 5.38E-04 0.0200 0.03 

プルトニウム洗浄器 2.03E-04 2.03E-04 0.0200 0.03 

プルトニウム溶液受槽 1.14E-03 1.14E-03 0.029 0.04 

プルトニウム溶液中間貯槽 1.14E-03 1.14E-03 0.029 0.04 

第１一時貯留処理槽 6.77E-03 1.35E-02 0.338 0.51 

第２一時貯留処理槽 1.56E-03 1.56E-03 0.039 0.06 

第３一時貯留処理槽 3.80E-03 7.61E-03 0.190 0.29 

第４一時貯留処理槽 3.19E-03 6.38E-03 0.159 0.24 

第５一時貯留処理槽 1.36E-03 1.36E-03 0.034 0.05 

第６一時貯留処理槽 1.03E-02 2.06E-02 0.515 0.77 

第７一時貯留処理槽 5.32E-04 1.06E-03 0.027 0.04 

第８一時貯留処理槽 2.93E-03 5.86E-03 0.147 0.22 

第９一時貯留処理槽 4.55E-03 4.55E-03 0.114 0.17 

第 10 一時貯留処理槽 3.66E-05 3.66E-05 0.020 0.03 

第１洗浄器 4.31E-05 4.31E-05 0.020 0.03 

高レベル廃液供給槽Ａ 1.13E-03 2.25E-03 0.056 0.08 

高レベル廃液濃縮缶Ａ 4.57E-02 9.15E-02 2.287 3.43 

溶解液中間貯槽 5.68E-03 1.14E-02 0.284 0.43 

溶解液供給槽 1.36E-03 2.73E-03 0.068 0.10 

抽出廃液受槽 1.94E-03 3.87E-03 0.097 0.15 

抽出廃液中間貯槽 2.58E-03 5.16E-03 0.129 0.19 

抽出廃液供給槽 A 8.07E-03 1.61E-02 0.403 0.61 

抽出廃液供給槽 B 8.07E-03 1.61E-02 0.403 0.61 

合計 1.30E-01 2.32E-01 5.87 8.80 
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第３表 必要圧縮空気流量（精製建屋） 

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 

速度 
（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

プルトニウム溶液供給槽 1.48E-03 1.48E-03 0.04 0.06 

抽出塔 1.70E-03 1.70E-03 0.04 0.06 

核分裂生成物洗浄塔 1.33E-03 1.33E-03 0.03 0.05 

逆抽出塔 2.46E-03 2.46E-03 0.06 0.09 

ウラン洗浄塔 6.00E-04 6.00E-04 0.02 0.03 

補助油水分離槽 2.79E-04 2.79E-04 0.02 0.03 

ＴＢＰ洗浄器 1.89E-04 1.89E-04 0.02 0.03 

プルトニウム溶液受槽 1.38E-03 2.77E-03 0.07 0.10 

油水分離槽 1.38E-03 2.77E-03 0.07 0.10 

プルトニウム濃縮缶供給槽 4.62E-03 9.24E-03 0.23 0.35 

プルトニウム溶液一時貯槽 4.63E-03 9.27E-03 0.23 0.35 

プルトニウム濃縮缶 7.04E-04 7.04E-04 0.02 0.03 

プルトニウム濃縮液受槽 3.35E-03 6.69E-03 0.17 0.25 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 5.18E-03 1.04E-02 0.26 0.39 

プルトニウム濃縮液計量槽 3.35E-03 6.69E-03 0.17 0.25 

リサイクル槽 3.38E-03 6.76E-03 0.17 0.25 

希釈槽 3.81E-03 7.62E-03 0.19 0.29 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 3.38E-03 6.76E-03 0.17 0.25 

第１一時貯留処理槽 2.84E-03 5.69E-03 0.14 0.21 

第２一時貯留処理槽 1.24E-03 2.47E-03 0.06 0.09 

第３一時貯留処理槽 2.34E-03 4.68E-03 0.12 0.18 

第４一時貯留処理槽 1.67E-04 1.67E-04 0.02 0.03 

第７一時貯留処理槽 6.41E-03 6.41E-03 0.16 0.24 

合計 5.62E-02 9.71E-02 2.48 3.72 
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第４表 必要圧縮空気流量（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 

速度 
（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

硝酸プルトニウム貯槽 3.45E-03 6.90E-03 0.17 0.26 

混合槽Ａ 2.61E-03 5.23E-03 0.13 0.20 

混合槽Ｂ 2.61E-03 5.23E-03 0.13 0.20 

一時貯槽 3.45E-03 6.90E-03 0.17 0.26 

合計 1.21E-02 2.43E-02 0.61 0.91 

第５表 必要圧縮空気流量（高レベル廃液ガラス固化建屋）

機器名称 

非沸騰時 沸騰時 
水素発生 

速度 
（Ｎｍ３／ｈ） 

水素発生 
速度 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量 

（Ｎｍ３／ｈ） 

４vol%維持 
掃気流量×1.5 
（Ｎｍ３／ｈ） 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 1.21E-02 4.82E-01 12.06 18.09 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 1.21E-02 4.82E-01 12.06 18.09 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 2.83E-03 1.13E-01 2.83 4.24 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 2.83E-03 1.13E-01 2.83 4.24 

高レベル廃液混合槽Ａ 3.75E-03 1.50E-01 3.75 5.63 

高レベル廃液混合槽Ｂ 3.75E-03 1.50E-01 3.75 5.63 

供給液槽Ａ 9.39E-04 3.75E-02 0.94 1.41 

供給液槽Ｂ 9.39E-04 3.75E-02 0.94 1.41 

供給槽Ａ 3.75E-04 1.50E-02 0.38 0.56 

供給槽Ｂ 3.75E-04 1.50E-02 0.38 0.56 

第１不溶解残渣廃液一時貯槽 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

第２不溶解残渣廃液一時貯槽 3.35E-05 3.35E-05 0.02 0.03 

第１不溶解残渣廃液貯槽 2.66E-04 2.66E-04 0.02 0.03 

第２不溶解残渣廃液貯槽 2.66E-04 2.66E-04 0.02 0.03 

高レベル廃液共用貯槽 
（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 

1.21E-02 4.82E-01 
12.06 18.09 

合計 5.26E-02 2.08E+00 0.02 0.03 
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名 称 可搬型中型移送ポンプ 

容量 m３／h 

（1台当たり） 

120以上（注 1） 

（約 240（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 
1.2 

機器仕様に関する注記 注１：要求値を示す 

注２：公称値を示す 

【設定根拠】 

可搬型中型移送ポンプは，重大事故等時に以下の機能を有する。 

  可搬型中型移送ポンプは，想定される重大事故等時において，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するための設備（前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋）に必要な流量を供給できる設計とする。 

さらに,可搬型中型移送ポンプは,冷却機能の喪失による蒸発乾固への

対処のための設備に供給した水を回収した可搬型排水受槽から排水でき

る設計とする。 

１．容量 

  可搬型中型移送ポンプのポンプ性能は，図１ 可搬型中型移送ポンプの

性能曲線（代表例）のとおりである。性能曲線より，可搬型中型移送ポン

プの流量を 180ｍ3/ｈ，圧力を 1.2MPaで最大の送水可能であると想定す

る。 

  蒸発乾固の内部ループ通水で使用する配管の最高使用圧力は約 0.98Ｍ

Ｐaである。建屋との取り合いの圧力は，可搬型中型移送ポンプを設置す

る第１貯水槽近傍から建屋までの可搬型建屋外ホースの圧力損失により

可搬型中型移送ポンプの吐出圧力より低下するため配管の最高使用圧力

未満で水の供給が可能である。 

（１）冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に対処するため

の設備への水供給 

a. 前処理建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に用い

る可搬型中型移送ポンプの供給流量の評価 

前処理建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に必要

な水の供給流量は約40m３／hであり180ｍ３/ｈ以下であるため可搬型中

型移送ポンプの圧力 1.2ＭＰaで水の供給が可能である。 

b. 分離建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に用いる

可搬型中型移送ポンプの供給流量の評価 

分離建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に必要な
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水の給流量は約 70m３／h，であり 180ｍ３/ｈ以下であるため可搬型中型

移送ポンプの圧力 1.2ＭＰaで水の供給が可能である。 

ｃ．精製建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に用いる可

搬型中型移送ポンプの供給流量の評価 

精製建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処に必要な

水の供給流量は約 20m３／hであり 180ｍ３/ｈ以下であるため可搬型中型

移送ポンプの圧力 1.2ＭＰaで水の供給が可能である。 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における冷却機能の喪失による蒸

発乾固への対処に用いる可搬型中型移送ポンプの供給流量の評価 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における冷却機能の喪失による蒸

発乾固への対処に必要な水の供給流量は約 10m３／hであり 180ｍ３/ｈ以

下であるため可搬型中型移送ポンプの圧力 1.2ＭＰaで水の供給が可能

である。 

e. 高レベル廃液ガラス固化建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾

固への対処に用いる可搬型中型移送ポンプの供給流量の評価 

高レベル廃液ガラス固化建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾

固への対処に必要な水の供給流量は約 120m３／hであり 180ｍ３/ｈ以下

であるため可搬型中型移送ポンプの圧力 1.2ＭＰaで水の供給が可能で

ある。 

（２）冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処のための設備に供給した水を

回収した可搬型排水受槽からの排水量 

可搬型排水受槽からの排水量は，蒸発乾固への対処を行う建屋への

供給流量と同じのため（１）の流量と同様である。 

可搬型中型移送ポンプで必要となる流量の要求値は，約 120m３／hとする。

公称値については，要求される最大容量を満足するものとして約 240m３／h

とする。 

２．最高使用圧力 

可搬型中型移送ポンプの最高使用圧力は，可搬型中型移送ポンプの性能曲

線より約 1.2ＭＰaとする。 
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３．可搬型中型移送ポンプの性能曲線 

可搬型中型移送ポンプの性能曲線を以下に示す。 

可搬型中型移送ポンプ 性能曲線（代表例）
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補足説明資料２－５（３５条）  
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別紙‐６ 

その他設備 
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第２－７図 安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却における対応フロー

：操作・確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

凡例

重大事故等への対処の移行・着手判断※１

各建屋※３に設置している安全冷却
水系の中間熱交換器バイパス弁開放

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・安全冷却水系の内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷却水系の

冷却機能が喪失した場合，かつ，再処理施設の安全冷却水系の外部ループが運
転中の場合。

通水による冷却機能維持の成否判断
※４

※４ 通水による冷却機能維持の成否判断
・貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が８５℃以下で安定していること

※３ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

系統の選択
※２

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認

各建屋※３に設置している安全冷却
水系の中間熱交換器バイパス弁開放

通水による冷却機能維持の成否判断
※４

別系統への実施
※５

否

※２ 系統の選択
・内部ループへの通水を実施する系統とは異なる系統を選択する。

※５ 別系統への実施
・要員が確保でき，かつ，作業進捗の状況から本対応を実施しても内部ループ

への通水準備完了前までに作業が完了すると判断できる場合には実施する。

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認
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第２－８図 安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等※２

膨張槽

中間熱交換器

※１ 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の※２を除く蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

※２ 高レベル廃液ガラス固化建屋の
高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ２から内部ループ５の蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用の安全冷却水系

運転予備負荷用一般冷却水系

蒸発乾固
対象貯槽等※１膨張槽

中間熱交換器

系統構成に
ついては同左

膨張槽

安全冷
却水系
冷却塔

プール水冷却系
熱交換器

一般冷
却水系
冷却塔

安全冷
却水系
冷却塔

安全冷却水系（再処理設備本体用）

安全冷却水
循環ポンプ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

常設配管

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

Ｆ

Ｔ

流量計

温度計
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要員数

A,B,C,D

第２－９図　前処理建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却　タイムチャート

作業
番号

1

2

所要時間
（時：分）

0:30

－

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)

－

－実施責任者 1

発生防止

－ －

－ － 建屋対策班長 1

中間熱交換器バイパ
ス操作

4
・中間熱交換器バイパス

E,F,G,H 4

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 24:00 25:00 27:0023:00 26:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 34:00 139:00 141:00 143:0033:00 35:00
140:00 142:00 144:00
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・中間熱交換器バイパス

G,H,I,J 4

中間熱交換器バイパ
ス操作

発生防止

6

－

－ － 建屋対策班長 1 －

－ 実施責任者 1 －

要員数

A,B,C,D,E,F

第２－10図　分離建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却　タイムチャート

作業
番号

所要時間
（時：分）

1

2

1:05

－

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00

▽事象発生
対策の制限時間（沸騰開始）▽
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発生防止

－ － 建屋対策班長 1

6
・中間熱交換器バイパス

G,H,I,J 4

中間熱交換器バイパ
ス操作

－

－ － 実施責任者 1 －

要員数

A,B,C,D,E,F

第２－11図　精製建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却　タイムチャート

作業
番号

1

2

所要時間
（時：分）

1:00

－

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽
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要員数

A,B,C,D,E,F,G
,H,I,J

 第２－12図　高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却
タイムチャート

所要時間
（時：分）

0:50

－

作業
番号

1

2

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)

－

－ － 実施責任者 1 －

発生防止

－ － 建屋対策班長 1

中間熱交換器バイパ
ス操作

10

・中間熱交換器バイパス

K,L,M,N 4

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽
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第２－13図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却における対応フロー

：操作・確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

凡例

※１ 重大事故等への対処の移行判断
・再処理施設の安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔又は外部ループの安全冷却

水循環ポンプが全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，かつ，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の外部ループが運転中
の場合。

※３ 通水による冷却機能維持の成否判断
・貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃以下で安定していること

重大事故等への対処の移行判断※１

通水による冷却機能維持の成否判断
※３

A系を優先的に実施

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認

通水による冷却機能維持の成否判断
※３

B系を実施

NG

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認

使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用の安全冷却水

通水開始※２

使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用の安全冷却水

通水開始※２

※２ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水通水開始
【再処理設備本体へ供給する場合】

・前処理建屋に設置している使用済燃料受入れ施設及び貯蔵設備用の安全冷
却水系とその他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設
備本体用の安全冷却水系を接続する手動弁開放及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置されているプール水冷却系熱交換器へ冷却水を通水する配管
上の手動弁の閉止により，通水を開始する。

【高レベル廃液貯蔵設備へ供給する場合】
・高レベル廃液ガラス固化建屋に設置している使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用の安全冷却水系とその他再処理設備の附属施設の給水施設の冷
却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系を接続する手動弁開放及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置しているプール水冷却系熱交換器へ冷却
水を通水する配管上の手動弁の閉止により，通水を開始する。
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第２－14図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却 概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等※２

膨張槽

中間熱交換器

※１ 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の※２を除く蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

※２ 高レベル廃液ガラス固化建屋の
高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ２から内部ループ５の蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

蒸発乾固
対象貯槽等※１膨張槽

中間熱交換器

系統構成に
ついては同左

膨張槽

安全冷
却水系
冷却塔

プール水冷却系
熱交換器

一般冷
却水系
冷却塔

安全冷
却水系
冷却塔

安全冷却水系（再処理設備本体用）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用の安全冷却水系

運転予備負荷用一般冷却水系

安全冷却水系冷却水
循環ポンプ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

常設配管

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

Ｆ

Ｔ

流量計

温度計

Ｆ
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対策 作業

・安全冷却水通水準備（前処理建屋側）
A,B

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)
I,J,K,L

・安全冷却水通水準備（使用済燃料の受入れ
及び貯蔵施設側） C,D,E,F

・安全冷却水通水
G,H

作業
番号

1

2

3

4

建屋対策班長

経過時間（時：分）
備　　考

・安全冷却水通水
8

要員数

A,B,C,D,E,F,G,H

A,B,C,D,E,F,G,H

2

4

2

4

実施責任者 1

所要時間
（時：分）

第２－15図　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却　タイムチャート

・計器監視（安全冷却水系流量,貯槽等温度)
4

8
・安全冷却水通水準備

I,J,K,L

5

6

7

0:10

0:20

－

発生防止

0:20

0:30

－

0:10

－ －

－

－ 実施責任者 1 －

－ 建屋対策班長 2 －

使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設用の安
全冷却水系を用いた冷

却
（再処理設備本体へ供

給する場合）

－

－

使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設用の安
全冷却水系を用いた冷

却
（高レベル廃液貯蔵設
備へ供給する場合）

－

－

6 －

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00

▽事象発生

再処理設備本体供給時

対策の制限時間（沸騰開始）▽

高レベル廃液貯蔵設備供給時

対策の制限時間（沸騰開始）▽
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第２－16図 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却における対応フロー

：操作・確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

：

凡例

運転予備負荷用一般冷
却水通水開始※２

※１ 重大事故等への対処の移行判断
・安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔又は外部ループの安全冷却水循環ポンプ

が全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合であって，使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の外部ループが停止中の場合，
かつ，再処理設備本体の運転予備負荷用一般冷却水系が運転中の場合。

※３ 通水による冷却機能維持の成否判断
・貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃以下で安定していること

重大事故等への対処の移行判断※１

通水による冷却機能維持の成否判断
※３

A系を優先的に実施

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認

通水による冷却機能維持の成否判断
※３

B系を実施

ＮＧ

運転予備負荷用一般冷
却水通水開始※２

貯槽等に内包する高レベ
ル廃液等の温度を確認

※２ 運転予備負荷用一般冷却水通水開始
・高レベル廃液ガラス固化建屋に設置している運転予備負荷用一般冷却水系と

高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係わる安全冷却水系の外部ループを接続する
手動弁開放及び運転予備負荷用一般冷却水系に設置されている冷却水を通水
する配管上の手動弁の閉止により，通水を開始する。
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第２－17図 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却 概要図

本図は，蒸発乾固に対処するための系統概要である。

系統構成に
ついては同左

蒸発乾固
対象貯槽等※２

膨張槽

中間熱交換器

※１ 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の※２を除く蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

※２ 高レベル廃液ガラス固化建屋の
高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ２から内部ループ５の蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）

蒸発乾固
対象貯槽等※１膨張槽

中間熱交換器

系統構成に
ついては同左

膨張槽

冷却塔

プール水冷却系
熱交換器

冷却塔

冷却塔

安全冷却水系（再処理設備本体用）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用の安全冷却水系

運転予備負荷用
一般冷却水系

冷却水循環
ポンプ ＴＦ

Ｆ

常設配管

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

Ｆ

Ｔ

流量計

温度計
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－

第２－18図　運転予備負荷用一般冷却水系による冷却　タイムチャート

要員数

A,B,C,D,E,F,G,H

A,B,C,D,E,F,G,H

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・一般冷却水通水（弁操作,系統内エア抜き）
8

作業
番号

1

・計器監視（安全冷却水系流量,運転予備負荷用一般冷却
水系流量,貯槽等温度)

－

2

3

所要時間
（時：分）

0:20

0:40

－4

再処理設備本体の運
転予備負荷用一般冷
却水系を用いた冷却

8
・一般冷却水通水準備

I,J,K,L

－ － 実施責任者 1

発生防止

－ － 建屋対策班長 2

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽
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第２－23図 給水処理設備等から貯槽等への注水における対応フロー

給水処理設備等から貯槽等への
注水準備

対処の移行判断※１

：操作・確認

：判断

：監視

凡例

・貯槽等温度

・貯槽等液位

※１ 対処の移行判断
・安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環ポ

ンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷却
水系の冷却機能が喪失した場合。

※２ 開始の判断
・高レベル廃液等が沸騰に至り，液量が初期液量の70％まで減少する前

に実施する。

※３ 停止の判断
・貯槽等の液位から算出した注水停止液位に到達した場合。

給水処理設備等から貯槽等への
注水の開始

状態監視

開始の判断※２

停止の判断※３
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第２－24図 給水処理設備等から貯槽等への注水 概要図

※１：前処理建屋，分離建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）を示す。
※２：精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）を示す。
※３：精製建屋は純水バッファ槽，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は純水貯槽を示す。

（建屋境界）

蒸発乾固
対象貯槽等※２

化学薬品貯蔵供給
系から

硝酸供給ポンプ

給水処理設備から

純水ポンプ

蒸発乾固
対象貯槽等※１

注水元貯槽

注水元貯槽

常設配管

ポンプ・排風機

フレキシブルホース

※３

ＴＴ ＬＬ

注水に使用する
ポンプ

注水に使用する
ポンプ

凡例

Ｌ

Ｔ

液位計

温度計
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経過時間（時：分）
備　　考

・貯槽等への注水（弁操作）
2

要員数

C,D

所要時間
（時：分）

3:00

1:30

0:30

－

－ 建屋対策班長 1 －

対策 作業

・計器監視（貯槽等温度,貯槽等液位)
4

給水処理設備等から
貯槽等への注水

E,F,G,H

作業
番号

1

2

3

4

－ － 実施責任者 1

－

第２－25図　前処理建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水　タイムチャート

・貯槽等への注水準備

・貯槽等への注水準備

A,B 2

C,D 2

－

拡大防止

▽事象発生

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 134:00

135:00 137:00

6:00 138:00

139:00

140:00

141:00

402:00 404:00 406:00 408:00 410:00

403:00 405:00 407:00 409:00 411:00

作業番号3

作業番号2

対策の制限時間（沸騰開始）▽

136:00
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所要時間
（時：分）

4:00

3:00

0:30

－

要員数

A,B

A,B

第２－26図　分離建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水　タイムチャート

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・貯槽等への注水（弁操作）
2

・計器監視（貯槽等温度,貯槽等液位)
4

給水処理設備等から
貯槽等への注水

作業
番号

2
・貯槽等への注水準備

E,F,G,H

・貯槽等への注水準備
C,D 2

拡大防止

－ 実施責任者 1 －

－ － 建屋対策班長 1 －

1

2

3

4

－

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 59:00 61:00 63:00 65:0016:00 60:00 62:00 64:00 66:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽

作業番号3

作業番号1
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第２－27図　精製建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水　タイムチャート

・貯槽等への注水（弁操作）
2

・計器監視（貯槽等温度,貯槽等液位)
4

給水処理設備等から
貯槽等への注水

2

・貯槽等への注水準備

4

2:00

E,F,G,H

・貯槽等への注水準備
1:30

－

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

作業
番号

所要時間
（時：分）

要員数

0:30

1

2

3

A,B

C,D

2

C,D

－

－ － 実施責任者 1 －

拡大防止

－ － 建屋対策班長 1

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:0021:00 23:00 25:00 27:00 29:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽

作業番号3

作業番号2
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第２－28図　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水　タイムチャート

対策 作業 要員数

経過時間（時：分）
備　　考

I,J,K,L 4

給水処理設備等から
貯槽等への注水

・貯槽等への注水準備
A,B,C,D 4

作業
番号

所要時間
（時：分）

1

2

3
・貯槽等への注水（弁操作）

A,B 2

・貯槽等への注水準備
E,F,G,H 4

－ － 実施責任者 1 －

－

1:30

0:30

0:10

－
・計器監視（貯槽等温度,貯槽等液位)

拡大防止

－ － 建屋対策班長 1

4

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 15:00 16:00 18:006:00 17:00 19:00 20:00 21:00 22:00 28:00 30:00 32:00 34:00 36:0029:00 31:00 33:00 35:00 37:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽

作業番号3

作業番号1
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所要時間
（時：分）

3:00

3:00

0:30

－

作業
番号

1

2

3

4

－

第２－29図　高レベル廃液ガラス固化建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水　タイムチャート

要員数

A,B

A,B

・貯槽等への注水準備
C,D 2

対策 作業

経過時間（時：分）
備　　考

・貯槽等への注水（弁操作）
2

拡大防止

－ 実施責任者 1 －

－ － 建屋対策班長 1 －

・計器監視（貯槽等温度,貯槽等液位)
4

給水処理設備等から
貯槽等への注水

2
・貯槽等への注水準備

E,F,G,H

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 21:006:00 20:00 22:00 23:00 24:00 25:00 67:00 69:00 71:00 73:00 75:0068:00 70:00 72:00 74:00 76:00

▽事象発生 対策の制限時間（沸騰開始）▽

作業番号3

作業番号1
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令和元年１１月２２日 Ｒ 1

補足説明資料２－６（３５条）
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別紙‐７ 

ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 
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については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



分離建屋 
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については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
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については商業機密の観点から公開できません。



については商業機
密の観点から公開
できません。については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



高レベル廃液ガラス固化建屋 
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については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



令和２年４月１３日 Ｒ 4

補足説明資料２－７（３５条）

266



別紙‐８ 

接続図 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地下３階）

常設設備側可搬型設備側
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（電源設備はコネクタにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地下１階）その１
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地下１階）その２

常設設備側可搬型設備側
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地下１階）その３

常設設備側可搬型設備側
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地下１階）その４

常設設備側可搬型設備側
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地上１階）その１

常設設備側可搬型設備側
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（電源設備はコネクタにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地上１階）その２
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地上１階）その３
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している） 

 

 

 

 

 

 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
前処理建屋（地上２階） 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

前処理建屋（地上３階）

常設設備側可搬型設備側
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1 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 

分離建屋（地下 2 階）その１ 
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2 
 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 

 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
分離建屋（地下 1 階）その１ 
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3 
 

 

 
 
 

 
（電源設備はコネクタにより接続） 

 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
分離建屋（地上 1 階）その１ 
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4 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 

分離建屋（地上 1 階）その２ 
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5 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 

分離建屋（地上 2 階）その１ 
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6 

（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 

分離建屋（地上 2 階）その２ 

常設設備側可搬型設備側
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7 
 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 

 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
分離建屋（地上 3 階）その１ 
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8 
 

 
 

 
（電源設備はコネクタにより接続） 

 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
分離建屋（地上 4 階）その１ 
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9 

（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 

分離建屋（地上 4 階）その２ 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 
 
 
 
 

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
精製建屋（地下３階） 

 

Ｐｕ濃縮液受槽

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

第３一時貯留処理槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

略称
Ｐｕ：プルトニウム

T.M.S.L.約+38,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

冷却コイル等への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

Ｐｕ溶液受槽 ①

Ｐｕ濃縮缶供給槽 ②

第３一時貯留処理槽 ③

①②

③
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 
 
 
 
 

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
精製建屋（地下２階） 

 

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽
油水分離槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

略称
Ｐｕ：プルトニウム

①②

③

T.M.S.L.約+43,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

内部ループへの通水
第１接続口（給水口及び排水口）

④⑤

⑥ 対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

①
若しくは

②

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

③

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

対象貯槽 接続口

Ｐｕ溶液受槽 ④

Ｐｕ濃縮缶供給槽 ⑤

第３一時貯留処理槽 ⑥

対象貯槽 接続口

油水分離槽 ⑦

Ｐｕ溶液一時貯槽 ⑧

第２一時貯留処理槽 ⑨

第１一時貯留処理槽 ⑩

⑦⑧

⑨⑩

冷却コイル等への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

冷却コイル等への通水
第１接続口（給水口及び排水口）
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 
 
 
 
 

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
精製建屋（地下１階） 

 

略称
Ｐｕ：プルトニウム

③

T.M.S.L.約+48,500

①②

④⑤

⑥⑦

⑧

⑩

⑨

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

⑪※２

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

⑪

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

④
若しくは

⑤

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

油水分離槽 ⑥

Ｐｕ溶液一時貯槽 ⑦

第２一時貯留処理槽 ⑧

第１一時貯留処理槽 ⑨

冷却コイル等への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

貯槽等への注水
第４接続口

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

⑩※１

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

貯槽等への注水
第３接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

内部ループへの通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

①
若しくは

②

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

③

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口
※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口
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（電源設備はコネクタにより接続）

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における電源設備の接続図

精製建屋（地上１階）

放射性配管分岐第１セル

T.M.S.L.約+53,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

①

②

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

代替セル排気系による対応
電源ケーブル接続口

対象機器 接続口

－
①

若しくは
②
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 
 
 
 
 

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
精製建屋（地上２階） 

 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

T.M.S.L.約+60,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

①

対象機器 接続口

凝縮器 ①

凝縮器

対象機器 接続口
凝縮器 ②

②

凝縮器への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

凝縮器への通水
第２接続口（給水口及び排水口）
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続）

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

精製建屋（地上４階）その１

①

略称
Ｐｕ：プルトニウム

T.M.S.L.約+65,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

ａ

②

T.M.S.L.約+67,500

ａ

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

①

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

対象貯槽 接続口

Ｐｕ濃縮液受槽

②

リサイクル槽

希釈槽

Ｐｕ濃縮液一時貯槽

Ｐｕ濃縮液計量槽

Ｐｕ濃縮液中間貯槽

Ｐｕ溶液受槽

油水分離槽

Ｐｕ濃縮缶供給槽

Ｐｕ溶液一時貯槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

貯槽等への注水
第１接続口

貯槽等への注水
第２接続口

予備凝縮器

対象機器 接続口

予備凝縮器 ③

対象機器 接続口

予備凝縮器 ④

凝縮器への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

凝縮器への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

③ ④
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続）

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

精製建屋（地上４階）その２

可搬型フィルタ

可搬型排風機

T.M.S.L.約+65,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

ａ

T.M.S.L.約+67,500

ａ

①

代替セル排気系による対応
電源ケーブル接続口

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象機器 接続口

－ ①

代替セル排気系による対応
ダクト接続箇所

対象機器 接続箇所

－ ②及び③

②

③

予備凝縮器

④⑤

対象機器 接続口

予備凝縮器 ④

セルへの導出経路の構築
ホース接続箇所（廃ガス）

対象機器 接続口

予備凝縮器 ⑤

セルへの導出経路の構築
ホース接続箇所（凝縮液回収）

常設設備側可搬型設備側
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（電源設備はコネクタにより接続）

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における電源設備の接続図

精製建屋（地上４階）その３

可搬型フィルタ

可搬型排風機

T.M.S.L.約+65,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

ａ

T.M.S.L.約+67,500

ａ

①

代替セル排気系による対応
電源ケーブル接続口

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象機器 接続口

－ ①

代替セル排気系による対応
ダクト接続箇所

対象機器 接続箇所

－ ②及び③

②

③

予備凝縮器

④⑤

対象機器 接続口

予備凝縮器 ④

セルへの導出経路の構築
ホース接続箇所（廃ガス）

対象機器 接続口

予備凝縮器 ⑤

セルへの導出経路の構築
ホース接続箇所（凝縮液回収）

294



（電源設備はコネクタにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）その１

については核不拡散の観点から公開できません。
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）その２

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

296



（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）その３

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

297



（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）その４

については核不拡散の観点から公開できません。

298



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

常設設備側

（戻り：可搬型設備側） 
可搬型設備側

（戻り：常設設備側） 

については核不拡散の観点から公開できません。

299



（電源設備はコネクタにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）その１

については核不拡散の観点から公開できません。

300



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）その２

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

301



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）その３

常設設備側

（戻り：可搬型設備側） 
可搬型設備側

（戻り：常設設備側） 

については核不拡散の観点から公開できません。

302



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）その１

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

303



（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）その２

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

304



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）その３

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

305



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）その４

常設設備側可搬型設備側

については核不拡散の観点から公開できません。

306



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）その５

常設設備側

（戻り：可搬型設備側） 
可搬型設備側

（戻り：常設設備側） 

については核不拡散の観点から公開できません。

307



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）その１

常設設備側可搬型設備側

308



 

 
   
 
 
 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）その２ 

 
 

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）その１ 

 

常設設備側 可搬型設備側 

310



（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）その２

常設設備側可搬型設備側

311



 

 

 
（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している） 

 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）その３ 

 
  

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）その１ 

 

冷却コイル等への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

貯槽等への注水
第２接続口

貯槽等への注水
第３接続口

貯槽等への注水
第５接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
①

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ②

供給槽Ｂ ③

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑦

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

供給液槽Ａ
⑧

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑨

供給槽Ｂ

対象貯槽 接続箇所

― ⑫若しくは⑬

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑭※１

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑮※２

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑯※２

供給槽Ｂ

4

8

15

2

9 16

13

11

7

12

10

14

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

1
3

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

― ⑩若しくは⑪

貯槽等への注水
ホース接続箇所

冷却コイル等への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
④

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ⑤

供給槽Ｂ ⑥

6 5

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）その２ 

 
 

冷却コイル等への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

貯槽等への注水
第２接続口

貯槽等への注水
第３接続口

貯槽等への注水
第５接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
①

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ②

供給槽Ｂ ③

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑦

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

供給液槽Ａ
⑧

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑨

供給槽Ｂ

対象貯槽 接続箇所

― ⑫若しくは⑬

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑭※１

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑮※２

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑯※２

供給槽Ｂ

4

8

15

2

9 16

13

11

7

12

10

14

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

1
3

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

― ⑩若しくは⑪

貯槽等への注水
ホース接続箇所

冷却コイル等への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
④

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ⑤

供給槽Ｂ ⑥

6 5

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している） 

 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）その３ 

 
  

冷却コイル等への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

貯槽等への注水
第２接続口

貯槽等への注水
第３接続口

貯槽等への注水
第５接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
①

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ②

供給槽Ｂ ③

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑦

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

供給液槽Ａ
⑧

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑨

供給槽Ｂ

対象貯槽 接続箇所

― ⑫若しくは⑬

対象貯槽 接続口

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
⑭※１

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑮※２

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑯※２

供給槽Ｂ

4

8

15

2

9 16

13

11

7

12

10

14

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

1
3

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

― ⑩若しくは⑪

貯槽等への注水
ホース接続箇所

冷却コイル等への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
④

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ ⑤

供給槽Ｂ ⑥

6 5

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している） 

 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）その４ 

 
 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

可搬型フィルタ

可搬型排風機

2

1

可搬型デミスタ
（セル排気フィルタユニットに設置）

3

3

代替セル排気系による対応
ダクト接続箇所

対象機器 接続箇所

― ③

代替セル排気系による対応
電源ケーブル接続口

対象機器 接続口

― ①若しくは②

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している） 
 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）その１ 

 
  

内部ループへの通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

①若しくは②

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

③若しくは④

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑤若しくは⑥

対象貯槽 接続口

高レベル廃液共用貯槽

⑦

第１高レベル濃縮廃液貯槽

第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

供給槽Ａ ⑧

貯槽等への注水
第１接続口

貯槽等への注水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑨若しくは⑩

凝縮器への通水
ホース接続箇所

対象機器 接続箇所

－ ⑪

貯槽等への注水
第３接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑯※１

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑰※１

供給槽Ｂ

貯槽等への注水
第４接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ⑱※１

供給槽Ａ ⑲※２

供給液槽Ｂ ⑳※１

供給槽Ｂ ㉑※２

貯槽等への注水
第６接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ㉒※２

供給液槽Ｂ ㉓※２

1

3

2

4

12

10

6

9

5

11

168

7

11

14

17

18
20 21

22

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

凝縮器

対象機器 接続箇所

予備凝縮器 ㉔

凝縮器への通水
配管接続箇所（冷却水）

凝縮器への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑫

予備凝縮器 ⑬

19
23

凝縮器への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑭

予備凝縮器 ⑮

予備凝縮器

24

13

15

常設設備側 可搬型設備側 
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（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）その２

内部ループへの通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

①若しくは②

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

③若しくは④

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑤若しくは⑥

対象貯槽 接続口

高レベル廃液共用貯槽

⑦

第１高レベル濃縮廃液貯槽

第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

供給槽Ａ ⑧

貯槽等への注水
第１接続口

貯槽等への注水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑨若しくは⑩

凝縮器への通水
ホース接続箇所

対象機器 接続箇所

－ ⑪

貯槽等への注水
第３接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑯※１

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑰※１

供給槽Ｂ

貯槽等への注水
第４接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ⑱※１

供給槽Ａ ⑲※２

供給液槽Ｂ ⑳※１

供給槽Ｂ ㉑※２

貯槽等への注水
第６接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ㉒※２

供給液槽Ｂ ㉓※２

1

3

2

4

12

10

6

9

5

11
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7

11

14

17

18
20 21

22

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

凝縮器

対象機器 接続箇所

予備凝縮器 ㉔

凝縮器への通水
配管接続箇所（冷却水）

凝縮器への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑫

予備凝縮器 ⑬

19
23

凝縮器への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑭

予備凝縮器 ⑮

予備凝縮器

24

13

15

常設設備側可搬型設備側
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（可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している） 

 
 

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）その３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内部ループへの通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

①若しくは②

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続口

高レベル廃液混合槽Ａ

③若しくは④

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

内部ループへの通水及び冷却コイル等への通水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑤若しくは⑥

対象貯槽 接続口

高レベル廃液共用貯槽

⑦

第１高レベル濃縮廃液貯槽

第２高レベル濃縮廃液貯槽

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

高レベル廃液混合槽Ａ

高レベル廃液混合槽Ｂ

供給液槽Ａ

供給液槽Ｂ

供給槽Ｂ

供給槽Ａ ⑧

貯槽等への注水
第１接続口

貯槽等への注水
ホース接続箇所（給水口及び排水口）

対象貯槽 接続箇所

－ ⑨若しくは⑩

凝縮器への通水
ホース接続箇所

対象機器 接続箇所

－ ⑪

貯槽等への注水
第３接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ
⑯※１

供給槽Ａ

供給液槽Ｂ
⑰※１

供給槽Ｂ

貯槽等への注水
第４接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ⑱※１

供給槽Ａ ⑲※２

供給液槽Ｂ ⑳※１

供給槽Ｂ ㉑※２

貯槽等への注水
第６接続口

対象貯槽 接続口

供給液槽Ａ ㉒※２

供給液槽Ｂ ㉓※２

1

3

2

4

12

10

6

9

5

11

168

7

11

14

17

18
20 21

22

※１ 水素爆発の発生防止対策の設備を兼用する接続口

※２ 水素爆発の拡大防止対策の設備を兼用する接続口

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

凝縮器

対象機器 接続箇所

予備凝縮器 ㉔

凝縮器への通水
配管接続箇所（冷却水）

凝縮器への通水
第１接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑫

予備凝縮器 ⑬

19
23

凝縮器への通水
第２接続口（給水口及び排水口）

対象機器 接続口

凝縮器 ⑭

予備凝縮器 ⑮

予備凝縮器

24

13

15

常設設備側 可搬型設備側 
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（電源設備はコネクタにより接続している）

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）その４

代替セル排気系による対応
電源ケーブル接続口

対象機器 接続口

－ ①若しくは②

2

1

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

凝縮器

セルへの導出経路の構築
配管接続箇所（廃ガス）

対象機器 接続箇所

予備凝縮器 ③

セル導出ユニットフィルタ

予備凝縮器

3
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令和２年７月１３日  Ｒ４

補足説明資料２－８（３５条）
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別紙‐９ 

保管場所図 
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【外部保管エリア１】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース
可搬型フィルタ
可搬型ダクト

【外部保管エリア２】 

■保管庫
可搬型排風機

■保管用コンテナ
可搬型建屋内ホース

外部保管エリアでの保管場所概要図 

（前処理建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 
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【外部保管エリア１】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース
可搬型配管
可搬型フィルタ
可搬型ダクト

【外部保管エリア 2】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース

外部保管エリアでの保管場所概要図

（分離建屋の冷却機能喪失の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）
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【外部保管エリア１】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホー
ス可搬型フィルタ
可搬型ダクト

【外部保管エリア２】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース

外部保管エリアでの保管場所概要図

（精製建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）
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【外部保管エリア１】 

■保管庫

可搬型排風機

■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース

可搬型フィルタ

可搬型ダクト

【外部保管エリア２】 

■保管庫

可搬型排風機

■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース

外部保管エリアでの保管場所概要図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）
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【外部保管エリア１】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース
可搬型フィルタ
可搬型デミスタ
可搬型ダクト

【外部保管エリア２】 
■保管庫

可搬型排風機
■保管用コンテナ

可搬型建屋内ホース

外部保管エリアでの保管場所概要図

（高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）
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令和２年４月１３日 Ｒ 3

補足説明資料２－８（３５条）
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別紙‐９ 

保管場所図 

329



測定場所 監視項目

① 建屋給水流量

② 排水線量 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するためのアクセスルート 屋外 

：アクセスルート 
①

①

②

②
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地下４階） 

331



 
蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地下３階） 

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地下１階） 

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地上１階） 

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地上２階） 

335



 

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地上３階） 

336



 

 

操 作 場 所  

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地下２階） 

 

337



 

 

操 作 場 所  

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地下１階） 
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操 作 場 所  

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上１階） 

 

339



 

 

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上２階） 

 

340



 

 

操 作 場 所  

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上３階） 

 

341



 

 

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上４階） 

342



 
蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下３階） 

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（希釈槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

① ②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下２階） 

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液計量槽）

③ 内部ループ通水流量

④ 貯槽等温度（油水分離槽）

⑤ 貯槽等温度（プルトニウム溶液受槽）

⑥ 貯槽等温度（プルトニウム濃縮缶供給槽）

⑦
貯槽等温度（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等温度（リサイクル槽）

① ② ③

④ ⑤

⑥ ⑦
③ ③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下１階） 

① ②

③

④

⑤

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（第１一時貯留処理槽）

②
貯槽等温度（第２一時貯留処理槽）

貯槽等温度（第３一時貯留処理槽）

③ 漏えい液受皿液位

④ 内部ループ通水流量

⑤ 貯槽等温度（プルトニウム溶液一時貯槽）

④ ④

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上１階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上２階） 

計測場所 監視項目

① 漏えい液受皿液位

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

①
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上３階） 

計測場所 監視項目

① 漏えい液受皿液位

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上４階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上５階）

計測場所 監視項目

① 膨張槽液位

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階） 

操作場所

操作場所

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階） 

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（地下２階）

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（地下１階）

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（地上１階）

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階） 
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測定場所 監視項目

①
貯槽等温度（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等温度（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

② 貯槽等温度（高レベル廃液混合槽Ａ）

③ 貯槽等温度（高レベル廃液混合槽Ｂ）

①

②

③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階） 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

操作場所 
操作場所 

操作場所 

操作場所 

操作場所 
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蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 

測定場所 監視項目

①
貯槽等温度（供給液槽Ａ）

貯槽等温度（供給槽Ａ）

②
貯槽等温度（供給液槽Ｂ）

貯槽等温度（供給槽Ｂ）

③ 漏えい液受皿液位

①

② ③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

操作場所 

操作場所 
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測定場所 監視項目

①

内部ループ通水流量（高レベル廃液混合槽Ａ）

内部ループ通水流量（高レベル廃液混合槽Ｂ）

内部ループ通水流量（供給液槽Ａ）

内部ループ通水流量（供給液槽Ｂ）

内部ループ通水流量（供給槽Ａ）

内部ループ通水流量（供給槽Ｂ）

② 膨張槽液位①
②

②

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

操作場所

蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 
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 蒸発乾固の発生防止対策（内部ループへの通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 前処理建屋（地上１階） 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 前処理建屋（地上２階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 前処理建屋（地上３階） 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 分離建屋（地下１階） 

 

操 作 場 所  
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 分離建屋（地上１階） 

367



     

 

操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 分離建屋（地上２階） 
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 分離建屋（地上３階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地下３階）

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（希釈槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

① ②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地下２階） 

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液計量槽）

③ 貯槽等温度（油水分離槽）

④ 貯槽等温度（プルトニウム溶液受槽）

⑤ 貯槽等温度（プルトニウム濃縮缶供給槽）

⑥
貯槽等温度（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等温度（リサイクル槽）

① ②

③ ④

⑤ ⑥

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地下１階） 

⑤

計測場所 監視項目

①

貯槽等注水流量（第１一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（第２一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（第３一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム溶液受槽）

貯槽等注水流量（油水分離槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮缶供給槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム溶液一時貯槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等注水流量（リサイクル槽）

貯槽等注水流量（希釈槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液計量槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

①

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

計測場所 監視項目

② 貯槽等温度（第１一時貯留処理槽）

③
貯槽等温度（第２一時貯留処理槽）

貯槽等温度（第３一時貯留処理槽）

④ 貯槽等温度（プルトニウム溶液一時貯槽）

② ③

④

計測場所 監視項目

⑤

貯槽等液位（リサイクル槽）

貯槽等液位（希釈槽）

貯槽等液位（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等液位（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

貯槽等液位（プルトニウム濃縮液計量槽）

貯槽等液位（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

貯槽等液位（第３一時貯留処理槽）

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地上１階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地上２階） 

①

計測場所 監視項目

①

貯槽等液位（プルトニウム溶液受槽）

貯槽等液位（油水分離槽）

貯槽等液位（プルトニウム濃縮缶供給槽）

貯槽等液位（第１一時貯留処理槽）

貯槽等液位（第２一時貯留処理槽）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地上３階） 

①

計測場所 監視項目

① 貯槽等液位（プルトニウム溶液一時貯槽）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 精製建屋（地上４階） 

①

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

計測場所 監視項目

①

貯槽等注水流量（第１一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（第２一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（第３一時貯留処理槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム溶液受槽）

貯槽等注水流量（油水分離槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮缶供給槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム溶液一時貯槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等注水流量（リサイクル槽）

貯槽等注水流量（希釈槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液計量槽）

貯槽等注水流量（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

操作場所

操作場所

376



蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階） 

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階） 

操作場所

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階） 

については核不拡散の観点から公開できません。

379



：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階） 

操作場所
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①

測定場所 監視項目

①

貯槽等注水流量（第１高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等注水流量（第２高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等注水流量（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等注水流量（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等注水流量（高レベル廃液共用貯槽）

②
貯槽等注水流量（高レベル廃液混合槽Ａ）

貯槽等注水流量（高レベル廃液混合槽Ｂ）

③
貯槽等液位（高レベル廃液混合槽Ａ）

貯槽等液位（高レベル廃液混合槽Ｂ）

②

③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

操作場所 

操作場所 

操作場所 
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①

②

③

④

測定場所 監視項目

①
貯槽等注水流量（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等注水流量（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

②

貯槽等注水流量（供給液槽Ａ）

貯槽等注水流量（供給液槽Ｂ）

貯槽等注水流量（供給槽Ａ）

貯槽等注水流量（供給槽Ｂ）

③
貯槽等液位（第１高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等液位（高レベル廃液共用貯槽）

④

貯槽等液位（第２高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等液位（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等液位（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 

操作場所 

操作場所 
操作場所 
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②

③

①

測定場所 監視項目

①

貯槽等注水流量（第１高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等注水流量（第２高レベル濃縮廃液貯槽）

貯槽等注水流量（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等注水流量（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

貯槽等注水流量（高レベル廃液共用貯槽）

貯槽等注水流量（高レベル廃液混合槽Ａ）

貯槽等注水流量（高レベル廃液混合槽Ｂ）

貯槽等注水流量（供給液槽Ａ）

貯槽等注水流量（供給液槽Ｂ）

貯槽等注水流量（供給槽Ａ）

貯槽等注水流量（供給槽Ｂ）

②
貯槽等液位（供給液槽Ａ）

貯槽等液位（供給槽Ａ）

③
貯槽等液位（供給液槽Ｂ）

貯槽等液位（供給槽Ｂ）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

操作場所 

蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（貯槽等への注水）のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし 
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地下３階） 

操作場所 

385



 

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地下１階） 

操作場所 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 前処理建屋（地上１階） 

操作場所 

387



 

操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地下２階） 

 

操 作 場 所  
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地下１階） 

 

操 作 場 所  
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上１階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上２階） 

 

操 作 場 所  
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル通水による冷却）のアクセスルート 分離建屋（地上３階） 

392



 

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下３階） 

計測場所 監視項目

① 貯槽等温度（希釈槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

③
冷却コイル圧力（第３一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第３一時貯留処理槽）

④
冷却コイル圧力（プルトニウム溶液受槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム溶液受槽）

⑤
冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮缶供給槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮缶供給槽）

① ②

④ ⑤

③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下２階） 

② ③

④ ⑤

⑥ ⑦

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

計測場所 監視項目

⑤

貯槽等温度（プルトニウム溶液受槽）

冷却コイル圧力（油水分離槽）

冷却コイル通水流量（油水分離槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮缶供給槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮缶供給槽）

⑥ 貯槽等温度（プルトニウム濃縮缶供給槽）

⑦
貯槽等温度（プルトニウム濃縮液受槽）

貯槽等温度（リサイクル槽）

計測場所 監視項目

①

冷却コイル圧力（第１一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第１一時貯留処理槽）

冷却コイル圧力（第２一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第２一時貯留処理槽）

冷却コイル圧力（第３一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第３一時貯留処理槽）

② 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

③ 貯槽等温度（プルトニウム濃縮液計量槽）

計測場所 監視項目

④

貯槽等温度（油水分離槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム溶液受槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム溶液受槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム溶液一時貯槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム溶液一時貯槽）

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地下１階） 

② ③

①

④
⑦ ⑦

⑤ ⑥

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１計測場所 監視項目

⑤
冷却コイル圧力（プルトニウム溶液一時貯槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム溶液一時貯槽）

⑥
冷却コイル圧力（油水分離槽）

冷却コイル通水流量（油水分離槽）

⑦
貯槽等温度（第２一時貯留処理槽）

貯槽等温度（第３一時貯留処理槽）

計測場所 監視項目

①

冷却コイル圧力（第１一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第１一時貯留処理槽）

冷却コイル圧力（第２一時貯留処理槽）

冷却コイル通水流量（第２一時貯留処理槽）

② 貯槽等温度（第１一時貯留処理槽）

③
貯槽等温度（第２一時貯留処理槽）

貯槽等温度（第３一時貯留処理槽）

④ 貯槽等温度（プルトニウム溶液一時貯槽）

計測場所 監視項目

⑦

冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮液受槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮液受槽）

冷却コイル圧力（リサイクル槽）

冷却コイル通水流量（リサイクル槽）

冷却コイル圧力（希釈槽）

冷却コイル通水流量（希釈槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮液一時貯槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮液計量槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮液計量槽）

冷却コイル圧力（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

冷却コイル通水流量（プルトニウム濃縮液中間貯槽）

操作場所 

395



 
蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 精製建屋（地上１階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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操作場所

操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

対象なし

については核不拡散の観点から公開できません。
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：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階） 

対象なし
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測定場所 監視項目

①

冷却コイル圧力
（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

冷却コイル圧力
（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

②
冷却コイル圧力（高レベル廃液混合槽Ａ）

冷却コイル圧力（高レベル廃液混合槽Ｂ）

③ 冷却コイル圧力（高レベル廃液共用貯槽）

④ 冷却コイル圧力（第２高レベル濃縮廃液貯槽）

⑤ 冷却コイル圧力（第１高レベル濃縮廃液貯槽）

⑥

冷却コイル通水流量
（第１高レベル濃縮廃液一時貯槽）

冷却コイル通水流量
（第２高レベル濃縮廃液一時貯槽）

⑦
冷却コイル通水流量（高レベル廃液混合槽Ａ）

冷却コイル通水流量（高レベル廃液混合槽Ｂ）

⑧ 冷却コイル通水流量（高レベル廃液共用貯槽）

⑨ 冷却コイル通水流量（第２高レベル濃縮廃液貯槽）

⑩ 冷却コイル通水流量（第１高レベル濃縮廃液貯槽）

③

①

①

②

④

⑤

③

②

⑤

④

⑧

⑥

⑥

⑦

⑦

⑨

⑩

⑨

⑩

⑧

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

操作場所 

操作場所 

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

操作場所 
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③

測定場所 監視項目

① 冷却コイル圧力（供給液槽Ａ）

② 冷却コイル圧力（供給液槽Ｂ）

③ 冷却コイル圧力（供給槽Ａ）

④ 冷却コイル圧力（供給槽Ｂ）

⑤ 冷却コイル通水流量（供給液槽Ａ）

⑥ 冷却コイル通水流量（供給液槽Ｂ）

⑦ 冷却コイル通水流量（供給槽Ａ）

⑧ 冷却コイル通水流量（供給槽Ｂ）

①

①⑤

⑦

⑤ ：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

②⑥

②⑥

④⑧

③⑦
④⑧

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 

操作場所
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：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 

操作場所 
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：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（冷却コイル等への通水による冷却）のアクセスルート 

高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階） 

対象なし
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地下４階） 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地下３階） 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地下２階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地下１階） 

操作場所 

407



蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地上１階） 

操作場所 

408



 

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地上２階） 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 前処理建屋（地上３階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート  

分離建屋（地下２階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

分離建屋（地下１階） 
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

分離建屋（地上１階） 

413



 

 

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

分離建屋（地上２階） 

 

操 作 場 所  

414



操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

分離建屋（地上３階） 
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操 作 場 所  

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

分離建屋（地上４階） 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 精製建屋（地下２階）

計測場所 監視項目

① 導出先セル圧力

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応） 
のアクセスルート 精製建屋（地下１階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

計測場所 監視項目

① 凝縮水回収セル液位

①

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 精製建屋（地上１階）

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

計測場所 監視項目

① 導出先セル圧力

操作場所
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応） 
のアクセスルート 精製建屋（地上２階） 

計測場所 監視項目

① セル導出経路圧力

② 凝縮器通水流量

③ 凝縮器出口排気温度

④ セル導出ユニットフィルタ差圧

①
②③

④

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

②

操作場所 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応） 
のアクセスルート 精製建屋（地上３階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応） 
のアクセスルート 精製建屋（地上４階） 

計測場所 監視項目

① 代替建屋換気設備フィルタ差圧

② 凝縮器通水流量

③ 凝縮器出口排気温度

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

②③ ②

操作場所 

操作場所 
操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）

のアクセスルート 精製建屋（地上５階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

操作場所
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操作場所

操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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操作場所

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による対応）のアクセスルート 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

については核不拡散の観点から公開できません。
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階） 

測定場所 監視項目

① 導出先セル圧力

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし 
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測定場所 監視項目

① セル導出経路圧力

② 代替セル排気系フィルタ差圧

③ 凝縮水回収セル液位

①

②

③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階） 

操作場所

操作場所
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測定場所 監視項目

① 凝縮器出口排気温度

② 凝縮器通水流量

③ セル導出ユニットフィルタ差圧

①
②

③

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階） 

操作場所 

操作場所 

操作場所 

操作場所 
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蒸発乾固の拡大防止対策（セルへの導出経路の代替セル排気系による対応） 

のアクセスルート 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 北

：アクセスルート 南

対象なし
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令和２年４月１３日  Ｒ２  

 

 

 

 

 

補足説明資料２－１０（３５条）  
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別紙‐11  

重大事故等対処に用いる計測制御設備の測定原理
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１．蒸発乾固に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

膨張槽液位 

計測方式 ロープ式 

計測タイミング：対
策作業時 
①ループ通水前の配
管健全性確認 

－ 
測定原理 

液面までロープを垂らしたときの
ロープの長さの測定により液位を
測定する 

計測範囲 0～10ｍ 

計器精度 ±30mm 

冷却コイル圧力 

計測方式 圧力式 
計測タイミング：対
策作業時 
①コイル通水前の配
管健全性確認 

－ 
測定原理 

弾性素子の圧力による変形量によ
り圧力を測定する 

計測範囲 0～1.6MPa 

計器精度 ±2.0％ F.S 

貯槽温度 

計測方式 
熱電対 
測温抵抗体 

計測タイミング：対
策作業時 
①通水前の温度確認 
②通水後の温度確認 
③対策維持確認 

○ 
測定原理 

熱電対の熱起電力，金属の電気抵
抗の測定により温度を測定する 

計測範囲 0～150℃ 

計器精度 
JISクラス1 
JIS A級 
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（つづき） 
把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

冷却水流量 

計測方式 電磁式 

計測タイミング：対

策作業時 

①通水時の流量確認 

②対策維持確認 

○ 

測定原理 
磁界中を流れる導電性流体の誘導

起電力により流量を測定する 

計測範囲 
各建屋の必要流量範囲 

（2.3～107m3/h） 

計器精度 0.5％ RD 

貯槽液位※ 

計測方式 エアパージ式 
計測タイミング：対

策作業時 

①貯槽注水前の液位

確認 

②貯槽注水時の液位

確認 

〇 

測定原理 
液浸配管をエアパージしたときの

圧力により液位を測定する 

計測範囲 

各貯槽の液高さ 

（液位:0～80kPa  

密度:0～30kPa） 

計器精度 ±0.5％ F.S 

機器注水流量 

計測方式 電磁式 

計測タイミング：対

策作業時 

①貯槽注水時の流量

確認 

〇 

測定原理 
磁界中を流れる導電性流体の誘導

起電力により流量を測定する 

計測範囲 
各貯槽の必要流量 

（0.04～107m3/h） 

計器精度 ±0.5％ RD 
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（つづき） 
把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

凝縮器出口排気温度 

計測方式 
熱電対 
測温抵抗体 計測タイミング：対

策作業時 
①凝縮器通水後の温
度確認 
②対策維持確認 

○ 
測定原理 

熱電対の熱起電力，金属の電気抵
抗の測定により温度を測定する 

計測範囲 130℃ 

計器精度 
JISクラス１ 
JIS A級 

凝縮器通水流量 

計測方式 電磁式 
計測タイミング：対
策作業時 
①凝縮器通水時の流
量確認 
②対策維持確認 

○ 
測定原理 

磁界中を流れる導電性流体の誘導
起電力により流量を測定する 

計測範囲 
各凝縮器の必要流量 
(2.3～572m3/h) 

計器精度 ±0.5％ RD 

廃ガス洗浄塔入口圧
力 
混合廃ガス凝縮器入
口圧力 

計測方式 
圧力式 
エアパージ式 計測タイミング：対

策作業時 
①貯槽内溶液の沸騰
後から可搬型排風機
の起動前 

〇 測定原理 
弾性素子の圧力による変形量によ
り圧力を測定する 

計測範囲 -12～10kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 
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（つづき） 
把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

導出先セル圧力 

計測方式 圧力式 
計測タイミング：対策作
業時 
①貯槽内溶液の沸騰後か
ら可搬型排風機の起動前 

〇 
測定原理 

弾性素子の圧力による変形量によ
り圧力を測定する 

計測範囲 -5～5kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 

フィルタ差圧 

計測方式 差圧式 

計測タイミング：対策作
業時 
① 可搬型排風機起動時 

〇 
測定原理 

弾性素子の圧力による変形量によ
り圧力を測定する 

計測範囲 0～1.0kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 

セル導出ユニットフ
ィルタ差圧 

計測方式 差圧式 計測タイミング：対策作
業時 
①セルへの導出経路構築

後 

 

○ 
測定原理 

弾性素子の圧力による変形量によ
り差圧を測定する 

計測範囲 0～1.0kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 

凝縮水回収先セル液
位 

計測方式 エアパージ式 
計測タイミング：対策作
業時 
① 凝縮器通水後の温度確

認 

○ 
測定原理 

液浸配管をエアパージしたときの
圧力により液位を測定する 

計測範囲 0～20kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 
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（つづき） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝送可否 
  ○：伝送可能な計測機器  －：伝送しない情報 

※詳細は別紙１に示す。 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

凝縮水回収先貯槽液
位 

計測方式 エアパージ式 

計測タイミング：対
策作業時 
①凝縮器通水後の温
度確認 

〇 
測定原理 

液浸配管をエアパージしたときの
圧力により液位を測定する 

計測範囲 
液位:0～80kPa  
密度:0～5kPa 

計器精度 ±0.5％ F.S 

冷却コイル通水流量 

計測方式 電磁式 
計測タイミング：対策
作業時 
① 通水時の流量確認 
② 対策維持確認 

〇 
測定原理 

磁界中を流れる導電性流体の誘導
起電力により流量を測定する 

計測範囲 0～13m3/h 

計器精度 ±0.5％ RD 
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２．重大事故等対処共通設備に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

建屋供給冷却水流量 

計測方式 電磁式 
計測タイミング：対
策作業時 
①屋外から建屋への
冷却水供給時 

〇 
測定原理 

磁界中を流れる導電性流体の誘導
起電力により流量を測定する 

計測範囲 0～480m3/h 

計器精度 ±0.5％ RD 

冷却水排水線量 

計測方式 半導体検出器 
計測タイミング：対
策作業時 
①蒸発乾固における
建屋への冷却水通水
時 

〇 
測定原理 

半導体に放射線が当たると電子が
発生することを利用して放射線を
測定する 

計測範囲 1E-1～1E+6μSv/h 

計器精度 ±15％ 

伝送可否 
○：伝送可能な計測機器  －：伝送しない情報 
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３．蒸発乾固及び水素爆発に係る漏えい確認に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

漏えい液受皿液位 

計測方式 エアパージ式 

計測タイミング：対
策作業時 
①対策可能制限時間
前までに確認 

〇 
測定原理 

液浸配管をエアパージしたときの
圧力により液位を測定する 

計測範囲 
各貯槽の液高さ 
(0～20kPa) 

計器精度 ±0.5％ F.S 

伝送可否  ○：伝送可能な計測機器  －：伝送しない情報 
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別紙１ 

パージ式液位計の測定原理 

 

冷却機能喪失事故に対する発生防止対策が機能しなかった場合，機器に内

包する溶液の蒸発乾固の進行を緩和するため，可搬型中型移送ポンプ等を用

いて冷却機能喪失事故の対象機器に注水を行う。この際，可搬型貯槽液位計

の指示値から機器の液位を算出し，冷却機能喪失事故の対象機器への注水量

を決定した上で，可搬型中型移送ポンプにより，貯水槽から対象機器に注水

する。 

可搬型貯槽液位計は，貯槽に設置した導圧配管（バブリング配管）に一定

流量（液浸配管は、流量の変動による差圧値の変化を防止するため一定流量

でエアパージを行なう必要がある。）の圧縮空気を供給し、導圧配管の先端

から気泡が出ている状態では導圧管中の空気圧（背圧）と水頭圧が等しくな

るという原理を使用している。 

可搬型貯槽液位計では、この背圧を差圧指示計で計測し、読取った差圧値

から換算により液位を求める。 

水頭圧は液体密度により変化することから、可搬型貯槽液位計には密度計

測用の差圧指示計も搭載する。 

液位は以下式により求めることができる。 

 ΔP＝ρ・h1－PL 

また、密度は以下の式によりもとめることができる。 

 ρ＝ΔP／h2 

なお，機器内液位の測定において，計器仕様は最大±2vol％F.Sの誤差を

生じる可能性があるが，この誤差があることを理解した上で，機器内の液位

を測定する。 
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図１．パージ式液位計の測定原理の概要図 
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補足説明資料２－１１（３５条）  
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試験検査

別紙‐12
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補足説明資料 ２―11 主要設備の試験・検査 

(１) 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備

(ａ) 内部ループ配管・弁（通水する流路）の試験検査

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 
漏えい確認 

外観点検 

通常運転圧で漏えいの有無を確

認する（流路を構成する弁につ

いては，組み立て後のトルク代

替による確認も可）。 

内部ループ配管・弁（流路）に

外観上,異常が無いことを確認

する。 

停止中 分解点検 

流路を構成する弁について，分

解し状態確認後，消耗品を交換

する。 

(ｂ) 可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースの試験検査 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 

可搬型建屋内ホース及び可搬型

建屋外ホースについて，外観上,

異常が無いことを確認する。 

動作確認 

流量調節弁について，稼動部の

動作に異常が無いことを確認す

る。必要に応じ取替える。 
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(c) 可搬型中型移送ポンプの試験検査

再処理施設の状

態
項目 内容

運転中又は停止

中 

分解点検 

外観確認

分解して状態確認後，消耗品を

交換する。組み立て後，異常な

く動作することを確認する。

外観上，異常が無いことを確認

する。

機能性能試験

可搬型中型移送ポンプの試験

系統を構成するポンプ及びホ

ースに漏えいがないことを確

認する。 

ポンプ運転性能を確認する。※

※ 搬型中型移送ポンプの試験系統図 参照

(ｄ) 機能性能試験

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 

構成品（事故対処時の系統構成

に必要となる可搬型重大事故等

対処設備等）を状態確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし,建屋内で

常設,可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が

可能なことを確認）。 
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(２) 蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備

(ａ) 機器注水配管・弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・

弁（通水する流路）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 
漏えい確認 

外観点検 

通常運転圧で漏えいの有無を確

認する（流路を構成する弁につ

いては，組み立て後のトルク代

替による確認も可）。 

機器注水配管・弁，冷却コイル

配管・弁及び冷却ジャケット配

管・弁（流路）に外観上,異常が

無いことを確認する。 

停止中 分解点検 

流路を構成する弁について,分

解し状態確認後，消耗品を交換

する。 

(ｂ) 可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースの試験検査 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 

可搬型建屋内ホース及び可搬型

建屋外ホースについて，外観上,

異常が無いことを確認する。 

動作確認 

流量調節弁について，稼動部の

動作に異常が無いことを確認す

る。必要に応じ取替える。 

449



(c) 可搬型中型移送ポンプの試験検査 
再処理施設の状

態 項目 内容 

蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備と同様 

 

(c) 代替安全冷却水系の機能性能試験 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 

構成品（事故対処時の系統構成

に必要となる可搬型重大事故等

対処設備等）を状態確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし,建屋内で

常設,可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が

可能なことを確認）。 

 

(ｄ) 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニットについて，

外観上,異常が無いことを確認

する。 

停止中 
分解点検 

漏えい確認 

流路を構成する弁について,分

解し状態確認後，消耗品を交換

する。 

通常運転圧で漏えいの有無を確

認する（流路を構成する弁につ

いては，組み立て後のトルク代

替による確認も可）。 

 

(ｅ) セル導出設備の配管・弁，隔離弁 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

セル導出設備の配管・弁，隔離

弁について，外観上,異常が無い

ことを確認する。 
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(ｆ) 凝縮器及び冷却水配管・弁（凝縮器）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

凝縮器及び冷却水配管・弁（凝

縮器）について，外観上,異常が

無いことを確認する。 

 

(ｇ) セル導出設備の機能性能試験 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 

構成品（系統構成に必要となる

可搬型重大事故等対処設備等）

を状態確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし,建屋内で

常設,可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が

可能なことを確認）。 

 

(ｈ) 建屋代替換気設備のダクト・ダンパの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

建屋代替換気設備のクト・ダン

パ（流路）について，外観上,

異常が無いことを確認する。 

停止中 単体作動確認 

建屋換気設備のダンパについ

て，動作に異常が無いことを確

認する。 

 

(ｃ) 可搬型ダクト，可搬型フィルタの試験検査 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

可搬型ダクト，可搬型フィルタ

について，外観上,異常が無いこ

とを確認する（フィルタについ

ては保管状況の確認）。 
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(ｄ) 可搬型排風機の試験検査 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

分解点検 

単体作動確認 

外観点検 

可搬型排風機について，分解し

状態確認後，消耗品を交換する。 

組み立て後，異常なく動作する

ことを確認する（電動機の電

圧・電流確認含む）。 

外観上，異常が無いことを確認

する。 

 

」(ｅ) 建屋代替換気設備の機能性能試験 
再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 

構成品（系統構成に必要となる

可搬型重大事故等対処設備等）

を状態確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし,建屋内で

常設,可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が

可能なことを確認）。 
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可搬型中型移送ポンプの試験系統図（その１） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

可搬型中型移送ポンプ 

 

F 

P 

P 

試験設備 凡例 機能性能検査系統 試験系統範囲 

図は第 1 貯水槽を使用した可搬型中型移送ポンプの機能性能検査系統を示す。 
機能性能検査は，可搬型中型移送ポンプを第 1 貯水槽の近傍に設置し，ホース等により仮設の試験

設備を構成し，第 1 貯水槽を水源とした循環運転によりポンプの運転性能，系統の漏えい確認を実

施する。 
仮設の試験設備であるため，第 1 貯水槽以外の水源でも試験可能である。 

取水口 

※可搬型中型移送ポンプの試験系統図（その２）に示す 
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図 可搬型中型移送ポンプの試験系統図（その２） 

 

北側：約 10,000m3／槽 

南側：約 10,000m3／槽 
取水口 

 

第１保管庫・貯水所 1 階平面図 
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